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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（2025年）に向けて、全ての住民が、医療や
介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていける

「地域包括ケアシステム」を実現するため、総合確保方針、第６次熊本県保健医療計画、

第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画等に即して、医療と介護の連携推進

や介護施設等の整備などに取り組み、地域において効率的かつ質の高い医療・介護提供体

制を構築する。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 
 本県では、第 6次熊本県保健医療計画及び第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業
支援計画との整合を図るため、現行の二次保健医療圏及び老人福祉圏域（高齢者福祉圏域）

と同一の区域を平成 28年度計画における「医療介護総合確保区域」とする。 
 

区域名 構成市町村 

熊本 熊本市 

宇城 宇土市、宇城市、美里町 

有明 荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町 

鹿本 山鹿市 

菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 

阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村 

上益城 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 

八代 八代市、氷川町 

芦北 水俣市、芦北町、津奈木町 

球磨 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村 

五木村、山江村、球磨村 

天草 天草市、上天草市、苓北町 

県内１１区域 ４５市町村 

 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
（異なる理由：                     ） 
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(3) 計画の目標の設定等 

■熊本県全体 
１．目標 
熊本県においては、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽し

く、安心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して

暮らせるくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

 高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、限られた資源を有
効に活用しながら、効果的かつ効率的に提供できる。 

⇒ 医療機能の更なる分化・連携を進める。 

⇒ 地域における医療・介護・福祉・行政などの関係機関で医療と介護情報の共有化

と連携を図る情報ネットワークの構築を進める。 

【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

地域医療ネットワーク構築した二次医療

圏域数 

0 

（H26年） 

⇒ 11医療圏 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（脳血管疾患） 31.0% 

（H24年） 

⇒ 低下 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（急性心筋梗塞） 7.6％ 

（H24年） 

⇒ 低下または現状維持 

(H30年度末) 

歯科を標榜していない回復期病院やがん

診療連携拠点病院に対して訪問歯科診療

を行った件数 

0 

（H26年） 

⇒ 700件／年 

(H28年度末) 

 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 医療・介護・福祉・行政などの様々な関係機関が協力しながら、各圏域の医療資

源や地域の実情等に応じて、在宅医療提供体制の整備と関係機関相互の連携体制

の構築を進める。 

⇒ 在宅医療を支援する病院、診療所、訪問看護ステーション及び薬局等における先

進的な活動事例を広く県民に紹介するなど、在宅医療に係る普及啓発を進める。 

【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院・診療所のある市町村数 32市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 
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訪問看護ステーションがある市町村数 31市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 18市町村 

(H24年6月） 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

居宅介護サービス利用者に占める訪問看

護利用者の割合 

6.6％ 

(H24年3月) 

⇒ 10％ 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予

定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 
・地域密着型介護老人福祉施設 1,996床（83カ所） → 2,199床（90カ所） 

※1,996床（83カ所）のうち58床（2カ所）はH27計画繰越整備中。 

・認知症高齢者グループホーム 3,159床（244カ所） → 3,267床（252カ所） 

      ※3,159床（244カ所）のうち18床（1ヵ所）はH27計画繰越整備中。 

       ※3,267床（252カ所）のうち9床（1カ所）はH29へ整備延期。     

・小規模多機能型居宅介護事業所  

3,927人／定員（149カ所） →4,194人／定員（159カ所） 

※3,927人／定員（149カ所）うち29人／定員（1カ所）はH27計画繰越整備中。 

※4,194人／定員（159カ所）のうち79人／定員（3カ所）はH29へ整備延期。   

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5カ所 → 7カ所 

・介護予防拠点 28カ所 

        ※28カ所のうち、2ヵ所不採択、2ヵ所採択増（所要額変更無し）、5カ所地域介護・福

祉空間整備等施設整備交付金採択による減。 

・介護老人福祉施設  7,407床（138カ所） → 7,467床（139所） 

       ※7,407床（138カ所）のうち60床（1カ所）はH27計画繰越整備中。 

・介護療養型医療施設等の転換整備 24床（1ヵ所） 

 

【医療従事者の確保に関する目標】 

（医師） 

 医師の地域的な偏在を解消し、医師不足地域で医師が確保されることで、安心安全で
質の高い医療サービスが提供できる。 

⇒ 熊本市内と地域の医療機関で連携した医師のキャリア形成を支援できる体制や医

師不足地域の医療機関への医師派遣体制を構築する。 

⇒ 人材が不足する診療科の医師確保対策、女性医師の就業継続支援、初期臨床研修

医確保対策などを推進する。 
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（看護職員） 

 看護職員の県内定着が促進され、人材不足が解消されるとともに、看護職員の資質が
向上することで、安心安全で質の高い看護サービスが提供できる。 

⇒ 県内定着の促進のための取組みや離職防止対策などを推進する。 

⇒ 入院時から在宅への移行を見据えた看護サービスが提供できる人材の育成など、

看護職員の資質の向上に向けた対策を推進する。 

 

（勤務環境改善） 

 医療従事者等の勤務環境が改善することで、医師・看護師等の確保や医療安全の確保
が図られ、患者の安全と健康が守られる。 

⇒ 医師、看護師をはじめとした医療従事者等の勤務環境改善を進める。 

 

（職種間の連携） 

 各分野の職種が機能的に連携することで、高度急性期から在宅における療養まで、患
者の状態に応じた適切なサービスが提供できる。 

⇒ 医科、歯科、薬科、看護、介護などの各分野で、連携を図る人材育成を進める。 

【定量的な目標値】 

（医師） 

指標名 現状  目標 

 

県全体での人口10万人対医師数 

 

257.5人 

(H22年度) 
⇒ 

257.5人（現状維持）

(H28年度) 

初期臨床研修医の募集定員の充足率 
81.0% 

（H24年度） 
⇒ 

95.0% 

（H28年度） 

義務年限終了した自治医科大学卒業医師

の県内定着率 

50.0% 

（H24年度） 
⇒ 

52.5% 

(H29年度) 

人口10万人対医師数（小児科） 
96.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 
39.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

（歯科医師） 

指標名 現状  目標 

がん連携登録歯科医師数 179人 

（H24.12） 
⇒ 

500人 

(H29年度) 

（薬剤師） 

指標名 現状  目標 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

 ※再掲 
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（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

指標名 現状  目標 

県内の看護学校養成所卒業者の県内定着

率 

52.7% 

（H24年度） 
⇒ 

58.0% 

(H29年度) 

看護職員の離職率 8.9% 

（H23年度） 
⇒ 

7.9% 

(H29年度） 

看護職員の県内再就業者数 352人 

（H23年度） 
⇒ 

530人 

(H29年度) 

訪問看護師（常勤換算） 454人 

（H22年） 
⇒ 630人 

（H29年） 

（医療従事者の勤務環境改善） 

指標名 現状  目標 

医療法改正を契機として、勤務環境改善の

取組みを検討する医療関係団体数 

0 

（H26年度） 
⇒ 

5団体 

（H29年度) 

 
【介護従事者の確保に関する目標】 

・本県においては、平成 37 年度において 1,492 人の介護職員の不足が見込まれてお
り、当該不足を解消するため、広報・啓発、多様な人材の参入促進、職員の定着促

進、の３つの観点から総合的に介護人材の確保・定着に向けた取組みを進めていく。 
・広報・啓発 

   広く県民に対し介護職の魅力や専門性等を PRするための各種広報・啓発実施 
・多様な人材の参入促進 

   将来的な介護人材となる若者への重点的働きかけ 
   就労希望者や潜在的有資格者の就労促進のための研修等の実施 
・職員の定着促進 

   職員のキャリアアップ支援 
   事業者に対する主体的取組みの必要性についての意識啓発等 
【定量的な目標値】 
・介護職員の不足の解消に向けた取組みを進めるとともに、併せて介護人材の資質の

確保・向上、環境整備等を図っていく。 
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第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に掲げる 
数値目標のうち、関連性の高いもの 

 
 

 
２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■熊本医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 入院患者の在宅移行時に入院医療機関と在宅療養に係る機関が患者情報を共有

し、切れ目のない継続的な医療体制を確保するための取組みを支援する。 

⇒ 在宅療養に係る多職種の「顔の見える」関係づくりをすすめ、地域ごとに包括的

かつ継続的な在宅医療提供体制を構築するための取組みを推進する。 

⇒ 市内のいずれの地域においても多職種連携による充実した連携体制のもと、市民

が安心して質の高い在宅医療を受けられるように取り組む。 

⇒ 患者や家族だけでなく、在宅療養提供者にとって安心で負担の少ない在宅医療が

継続的に提供される体制作りを支援する。 

⇒ 市民一人ひとりが、人生の最期をどのように迎えたいのかということについて考

えるきっかけづくりを支援する。 

 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

指標名 現状  目標 

訪問診療実施件数 3,781件 

(H23年9月) 

⇒ 7,000件 

（H29年度末） 

介護保険による訪問看護利用件数 94,015件 

（7,835件／月） 

(H22年度) 

 

⇒ 

137,409件 

（11,450件／月） 

(H29年度末) 

ターミナルケアに対応する訪問看護ステ

ーションの数 

32施設 

(H24.4.1現在） 

⇒ 全ての訪問看護 

ステーション 

（H29年度末） 
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 【定量的な目標値】 

地域密着型介護老人福祉施設 402床（16カ所） → 460床（18カ所） 

認知症高齢者グループホーム 896床（67カ所） → 968床（72カ所） 

※896／定員（67カ所）うち18人／定員（1カ所）はH27計画繰越整備中。 

小規模多機能型居宅介護事業所 

 1,453人／定員（59カ所） →1,569人／定員（63カ所） 

※1,453人／定員（59カ所）うち29人／定員（1カ所）はH27計画繰越整備中。 

※1,569人／定員（63カ所）のうち29人／定員（1カ所）はH29へ整備延期。 

介護老人福祉施設  1,844床（33カ所） → 1,904床（34カ所） 

         ※1,844床（33カ所）のうち60床（1カ所）はH27計画繰越整備中。 

 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

２．計画期間 
平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■宇城医療介護総合確保区域 

 １．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 在宅医療を担う医療機関の機能分化を推進する。 

⇒ 保健・医療・福祉の連携強化を進める。 

⇒ 圏域全体で訪問看護が利用できるような体制を検討する。 

⇒ 在宅医療に関する情報の提供、機運醸成を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 9施設 ⇒ 増（H29年度末） 

在宅医療連携拠点施設 未設置（H24年度） ⇒ 設置 

訪問看護ステーション数 8施設 ⇒ 増（H29年度末） 

情報の提供 － ⇒ 随時実施 

 
【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 
小規模多機能型居宅介護事業所 

       336人／定員（12ヵ所）→365人／定員（13カ所） 

介護予防拠点 5カ所 

 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■有明医療介護総合確保区域 

 １．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

 ⇒ 在宅療養支援医療機関の拡充を図る。 

⇒ 在宅医療の従事者の研修を通じ、訪問看護等在宅サービスの質の向上を図る。 

⇒ 医療・保健・福祉・介護系の在宅サービス担当者、介護支援専門員などが相互に役

割を確認し連携強化を図る。 

⇒ 在宅療養者や家族が安心して生活できるよう、地域の関係機関が連携してインフォ

ーマルな支援や家族の介護負担の軽減を図る。 

 

指標名 現状  目標 

地域療養支援病院を核とした機能強化型

在宅療養支援診療所数 

8施設 

（H24年度） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

地域密着型介護老人福祉施設 106床（6カ所） → 135床（7カ所） 

介護予防拠点６カ所 

※6ヵ所のうち1カ所はH28不採択 

※H28整備予定していた小規模多機能型居宅介護事業所1カ所はH29へ延期。 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■鹿本医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と協力しながら、在宅医療・介護提供体制の整備と関係機関相互

の連携体制の充実・強化を図る。 

⇒ 在宅医療・介護に関する住民への普及啓発及理解促進を図る。 

 

指標名 現状  目標 

自宅での死亡割合 7.3% 

（死亡者数55人） 

（H22年） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護の利用率（※） 3.4％ 

（H24年3月） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 ※介護保険の居宅介護サービス受給者に占める訪問看護利用者の割合。 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 
小規模多機能型居宅介護事業所 

       254人／定員（12ヵ所）→279人／定員（13カ所） 

介護予防拠点 ２ヵ所 

   ※2か所のうち1カ所はH28不採択。 

 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■菊池医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 地域の医療福祉機関との連携強化を図る。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

⇒ 在宅医療提供体制の整備・推進を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 12施設 

（H24年度） 

⇒ 20施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 0 

（H24年度） 

⇒ 4施設 

（H29年度末） 

24時間体制の訪問看護ステーションの従

業者割合（10万人当たり） 

31.57人 

（H21年度） 

⇒ 38人 

（H29年度末） 

在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数 4施設 

（H23年度） 

⇒ 10施設 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 
地域密着型介護老人福祉施設 315床（12カ所） → 344床（13カ所） 

         ※315床（12カ所）のうち58床（2カ所）はH27計画繰越整備中。 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■阿蘇医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問看護などの

在宅医療を圏域で利用できる体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

緊急時、24時間対応できる訪問看護ステ

ーション数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 拡充・充実 

（H29年度末） 

訪問診療及び往診実施の医療機関数 病院（4施設） 

診療所（20施設） 

歯科診療所（10施設） 

（H23年度） 

 

⇒ 

病院（5施設） 

診療所、歯科診療所

ともに拡充・充実 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【平成２８年度における整備予定なし】 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
【介護従事者の確保に関する目標】 

 
２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■上益城医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と連携し、圏域の実情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の確

保に努める。 

⇒ 管内の現状と課題を明確にし、圏域全体で訪問看護が利用できるような連携体  

制づくりを進める。 

⇒ 医療・福祉関係者をはじめ住民の在宅医療に対する理解を深めるための普及啓発

を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 4施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 1施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数（うち24時間対

応） 

7（4）施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 
認知症高齢者グループホーム 153床（14カ所） → 171床（15カ所） 

  介護療養型医療施設等の転換整備 24床（1ヵ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■八代医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 県民が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問看

護などの在宅医療を利用しやすい体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 2施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 16施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 
地域密着型介護老人福祉施設 107床（4カ所） → 136床（5カ所） 

認知症高齢者グループホーム 230床（20カ所） → 239床（21カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所 

 239人／定員（10カ所） →264人／定員（11カ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■芦北医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりを目指す。 

⇒ その人らしい看取りができるよう、地域の関係機関の連携強化を図り、在宅療養

を支えるサービス体制の充実を目指す。 

⇒ 在宅療養についての住民への啓発を実施する。 

⇒ 在宅療養を支援する関係者の質の向上を目指す。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 7施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【平成２８年度における整備予定なし】 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成29年3月31日 
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■球磨医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 医療サービスが保健サービス(健康づくり)や福祉サービスが連携・協力して、一

体的・体系的に提供する地域のシステムを構築する。 

⇒ 在宅医療連携システムの中核を担う訪問看護ステーション、包括支援センター  

の機能強化を図る。 

⇒ 住民が在宅医療に対して関心を持ち、自らがさまざまなサービスの実施ができる

よう研修会や意見交換会を実施する。 

⇒ 在宅での健康づくりや服薬の確認などを実施するボランティアを養成するな   

  ど医療サポートシステムを構築する。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村

数 

0 

（H23年度末） 

⇒ 管内全市町村 

（H29年度末） 

 
【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 
小規模多機能型居宅介護事業所 

      288人／定員（12カ所） → 310人／定員（13カ所） 

介護予防拠点9カ所   

  ※9ヵ所のうち3カ所は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金にて採択 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

  



25 
 

２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 
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■天草医療介護総合確保区域 

１．目標 
 本区域では、県民一人ひとりが、生涯を通じて、住み慣れた地域で、健康で楽しく、安

心安全に暮らせる保健医療を推進することにより、「いつまでも健康で、安心して暮らせ

るくまもと」を目指し、以下のとおり目標を設定する。 
 
【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養生
活を送ることができる。 

⇒ 在宅療養を支援する医療機関等との協力体制を整備する。 

⇒ 訪問看護ステーション等の在宅の医療サービスを充実する。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

 

指標名 現状  目標 

地域医療連携室を設置している病院数 8施設 

（H24年度末） 

⇒ 18施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H24年度末） 

⇒ 25施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 2施設 

（H24年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 
地域密着型介護老人福祉施設 215床（10カ所） → 273床（12カ所） 

   介護予防拠点 6ヵ所 

※6ヵ所のうち2ヵ所は採択増（所要額変更無し） 

※H28整備予定していた認知症高齢者グループホーム（１カ所）及び小規模多機能型居宅介護 

事業所（１カ所）はH29へ延期。 
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【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成 28年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成28年4月1日～平成30年3月31日 

 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 計画の策定にあたっては、医療機関、大学、団体、市町村などから広くアイデアを募集すると

ともに、提案されたアイデアについて提案団体を含めた関係者と意見交換を実施した。 

  

【主な関係団体との意見交換の状況】 

【医療分】 
〇平成27年7月 

「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」、「居宅

等における医療の提供に関する事業」、「医療従事者の確保に関する事業」について、  

関係団体に提案募集の実施 

〇平成27年9月～11月 

提案団体との意見交換を実施（28団体） 

〇平成27年12月18日 

熊本県医療対策協議会で県計画のたたき台について意見聴取を実施。 

〇平成28年4月14日 

熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県看護協会、熊本県薬剤師会、熊本大学    

医学部附属病院に対して、平成28年度事業に関する意見聴取 

〇平成29年2月（予定） 

熊本県地域医療構想検討専門委員会で平成28年度県計画について報告予定 

【介護分】 

 ○平成27年7～10月 

  「介護従事者の確保に関する事業」について、関係団体からの提案募集及び意見交換 

を実施 

 ○平成28年3月 

  熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会で平成28年度事業につ 

いて協議 

 ○平成29年3月（予定） 

  熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会で平成28年度県計画に 

ついて報告予定 

  （備考） 

「３．介護施設等の整備に関する事業」については、県及び市町村の第６期介護  

保険事業（支援）計画に基づいて事業を実施しています。そのため、関係者からの意

見聴取は行っていません。 
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(2) 事後評価の方法 

 計画の事後評価にあたっては、事業毎に設定した取組み目標の達成状況及び事業実施状

況について確認・評価を行い、新たに医療法に基づき設置する各地域の地域医療構想調整

会議や、高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画を審議する、熊本県社会福祉審議会高齢

者福祉専門分科会保健福祉推進部会の意見を踏まえ、次年度以降の事業の見直しに活用す

る。 
 なお、当該事後評価については、保健医療計画のＰＤＣＡサイクルによる評価と連動さ

せながら、必要に応じて見直しなどを行うなどにより実施する。 
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３．計画に基づき実施する事業  

(1) 事業の内容等 

事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

設備の整備に関する事業 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 
地域医療等情報ネットワーク基盤整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

353,585千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県医師会、公益社団法人熊本県看護協会 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進展により、今後必要とされる医療の内容は、地域全体

で支える「地域完結型」へ移行する必要があり、そのためには医

療・介護関係施設等で情報共有を行うためのネットワーク化が必

要。 

アウトカム指標： 

117施設（H27年度末）⇒ 365施設（H28年度末） 
事業の内容 地域包括ケアシステムを推進し、患者を中心としたより質の高い

医療、介護サービスを提供するため、県内の医療機関（病院、診

療所）をはじめ、訪問看護ステーション、薬局及び介護関係施設

等における ICTを活用した地域医療等情報ネットワークの構築

を行う。 

アウトプット指標 ネットワークを構築した２次医療圏域数 

4（H27年度末） ⇒ 11（H28年度末） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ICTを活用した地域の医療機関や介護関係施設等による迅速かつ

適切な患者情報の共有・連携により、医療・介護サービスの質の

向上に繋げる。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

353,585 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 - 

(千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

235,723 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

117,862 

民 (千円) 

235,723 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

353,585 

うち受託事業等

（再掲） 

- 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 
医科歯科連携訪問歯科診療用機器整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

15,150千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 一般社団法人熊本県歯科医師会、県内地域歯科医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

病院で手術や薬物療法を受けた患者が、在宅医療にシフトする前

に、口腔内のケア等が必要である。 

アウトカム指標：回復期機能に係る 2015年度病床機能報告の報

告病床数と2025年の病床数の必要量との差の充足 

（2015年：4,671床→2025年：7,048床） 

事業の内容 がん連携拠点病院や回復期病院等における医科歯科連携を推進

するため、訪問歯科診療用器材（ポータブルユニット等）を熊本

県内の郡市歯科医師会に整備し、地域の診療所が積極的に病院等

への訪問歯科診療に参加できる体制づくりを行う。 

アウトプット指標 訪問歯科診療用機器の配備された各地域歯科医師会数 
10（平成27年度末）→15（平成28年度末） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県内各郡市歯科医師会に訪問歯科診療用機器を整備することに

より、その機器を活用し、歯科を標ぼうしていない回復期病院や

がん診療拠点病院に対して訪問歯科診療を行うことで、周術期か

ら回復期へとスムーズに移行できるようにする。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

15,150 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,100 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,050 

民 (千円) 

10,100 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,150 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 
回復期病床への機能転換施設整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

282,588千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

厚生労働省令に基づく 2025年の医療機能ごとの病床数推計で回

復期機能が不足する見込みであるため、現行で同機能以外の医療

機能を担う医療機関に対して転換を促すことが必要。 

アウトカム指標：回復期機能に係る 2015年度病床機能報告の報

告病床数と 2025年の病床数の必要量との差の充足（2015年：

4,671床→2025年：7,048床） 

事業の内容 回復期機能へ他の医療機能から転換を行う医療機関の施設整備

事業に対する助成。 

アウトプット指標 74床の回復期病床への転換 
アウトカムとアウトプット

の関連 

本事業を通じて、各医療機関の回復期病床の必要性に対する理

解・認識が高まり、転換に取り組む医療機関が増えることで、回

復期病床の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

282,588 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 - 

(千円) 

基金 国（Ａ） 94,196 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

47,098 

(千円) 

民 - 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 141,294 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） 141,294 

(千円) 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 
脳卒中等急性期拠点病院設備整備事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

483,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

急性心筋梗塞を含む心疾患及び脳卒中を含む脳血管疾患につい

て、各地域の急性期拠点病院にはその医療機能として、ＭＲＩ撮

影等の必要な検査および処置を２４時間体制で迅速に実施する

ことが必要となっている。 

アウトカム指標：回復期機能に係る 2015年度病床機能報告の報

告病床数と 2025年の病床数の必要量との差の充足（2015年：

4,671床→2025年：7,048床） 

事業の内容 急性心筋梗塞を含む心疾患及び脳卒中を含む脳血管疾患につい

ては、各地域の急性期拠点病院における治療開始が早いほど良好

な転帰が期待できるため、病院内では検査や治療体制の迅速化に

取り組んでいるが、検査に必要なＭＲＩ等の機器が導入後十数年

経過している施設もあり、検査時間の長さや画像の脆弱さ等の課

題が生じている。 
そのような課題を解決し、医療機能の分化を促進するため、脳卒

中及び急性心筋梗塞の２疾患に係る急性期拠点病院の設備整備

に対する補助を行う。 
アウトプット指標 急性期拠点病院の機能を３箇所強化 
アウトカムとアウトプット

の関連 

急性期拠点病院の機能を強化し、地域内において急性期の治療を

実施することにより、地域内の回復期医療機関との速やかな連携

を図る。その結果として、回復期病床数の増加を目指す。 

 
  



35 
 

 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

483,000 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 53,666 

 (千円) 

基金 国（Ａ） 161,000 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

80,500 

(千円) 

民 107,334 

 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 241,500 

 (千円) 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

241,500 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 
がん診療施設 施設・設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】    

747,493千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 がん診断、治療を行う病院 
（地方公共団体、地方独立行政法人を除く） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

人口の高齢化に伴い、がんの罹患者数、死亡者数は増加すること

が見込まれており、がん患者がそれぞれの状況に応じた適切なが

ん医療や支援を受けられるよう環境を整備していくことが求め

られている。 

アウトカム指標：回復期機能に係る 2015年度病床機能報告の報

告病床数と2025年の病床数の必要量との差の充足 

（2015年：4,671床→2025年：7,048床） 

事業の内容 がんの診断、治療を行う病院の施設及び設備の整備事業 

アウトプット指標 熊本県指定がん診療連携拠点病院に対する施設整備補助の実施

（1ヶ所）、及びがん診療施設として必要ながんの医療機器及び

臨床検査機器等の整備補助の実施（5件） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県内のがん診療施設の施設及び設備の充実・整備を図り、拠点病

院と地域の医療機関との連携を進め、地域医療構想の目指す適正

な病床数へ移行環境を整える。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

808,684 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

4,769 

基金 国（Ａ） (千円) 

34,360 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

17,180 

民 (千円) 

29,591 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

51,540 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

757,144 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は整備の整備

に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 
回復期リハビリテーション機器整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,600千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

回復期リハビリテーションを充実させることで、急性期から回復

期、在宅への移行を促進する必要があり、不足が見込まれる回復

期病床を増加させる必要がある。 

アウトカム指標：回復期機能に係る 2015年度病床機能報告の報

告病床数と2025年の病床数の必要量との差の充足 

（2015年：4,671床→2025年：7,048床） 

事業の内容 回復期リハビリテーションについては、急性期から回復期に移行

してきた患者を在宅で生活できる状態に回復させるために、より

良いリハビリテーションを提供する必要があるが、そのために 

機器整備をすることで、より先進的、より高度なリハビリを提供

できる機器購入のための補助。 

アウトプット指標 回復期リハビリテーションを担う医療機関にリハビリテーショ

ン用機器を８箇所程度整備 
アウトカムとアウトプット

の関連 

回復期機能を充足させることで、急性期からのスムーズな受入等

が期待できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

21,600 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,800 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,400 

民 (千円) 

4,800 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,200 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

14,400 

備考  
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
循環型認知症医療体制検討事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,501千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県精神科協会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

認知症施策推進国家戦略で提唱される「最もふさわしい場所で適

切なサービスが提供される循環型の仕組み」を本県において構築

するため、本県の状況に応じた対応策を検討することによって、

居宅等において認知症医療に取り組む医療機関の充実を図る必

要がある。 

アウトカム指標： 

認知症診療に取り組む医療機関として公表している医療機関数 

H26：269医療機関→H29:440医療機関 

※認知症サポート医、かかりつけ医認知症対応力向上研修ステップア

ップ研修、くまもとオレンジドクター・オレンジナースがいる医療機

関の合計 

事業の内容 認知症サポート医への活動助成と循環型認知症医療に係る課題

検討等を行う事業に助成を行う。 

アウトプット指標 認知症サポート医の活動助成（4ヵ所以上） 

認知症サポート医の活動を踏まえた循環型認知症医療体制の検

討の実施（2回程度）。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症医療において重要な役割を担う認知症サポート医の具体

的な活動の評価を通じ、循環型認知症医療体制について検討し、

施策に反映させることによって、認知症診療等に取り組む医療機

関の充実を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,501 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,834 

民 (千円) 

7,667 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,501 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提要に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 
訪問看護ステーション等経営強化支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

20,843千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県看護協会、県内教育機関、 

県内訪問看護ステーション 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後増加が見込まれる在宅療養者に対応するため、訪問看護ス

テーションの規模及び機能拡大、経営強化を図ることにより、県

内全域で安定した訪問看護サービスを提供できる体制をつくる

必要がある。 

アウトカム指標：  

訪問看護を利用する人数 
５，４５８人（平成２７年度）⇒ ６，０００人（平成２８年度） 

事業の内容 訪問看護師の人材育成、訪問看護ステーションの業務に関する相

談対応やアドバイザー派遣による経営管理、看護技術面の支援に

対する助成。 

アウトプット指標 居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合 
８．５％（平成２７年度） ⇒ ９．２５％（平成２８年度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

訪問看護ステーションの提供体制を強化することにより、在宅で

訪問看護により医療を受けることができる人数が増える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

20,843 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） 13,896 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

6,947 

(千円) 

民 20,843 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 20,843 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 
脳卒中地域連携クリティカルパス推進事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,200千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県医師会） 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

脳卒中を発症した患者が、地域内において急性期から回復期や維

持期、在宅になっても同様に良質な切れ目のない医療や介護を受

けられるために地域連携クリティカルパスを活用した連携体制

を整備することが必要となっている。 

アウトカム指標： 

地域連携クリティカルパスに参加する医療機関数 

13機関(H27)→21機関(H32) 

事業の内容 脳卒中を発症した患者が、急性期から回復期や維持期、在宅にな

っても同様に良質な切れ目のない医療や介護を受けられるよう、

地域連携クリティカルパスを導入し、急性期から回復期や維持

期、在宅までの地域内での一貫した連携体制を構築する。 
アウトプット指標 地域連携クリティカルパスの導入圏域  

H27年度末：２圏域（熊本、阿蘇）→３圏域（天草） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域連携クリティカルパスの導入圏域が増加し、地域内での連携

体制が構築されることで、地域連携クリティカルパスに参加する

医療機関数の増加が見込まれる。 

 
  



43 
 

 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,200 

 (千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公 (千円) 

 

基金 国（Ａ） 800 

 (千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

400 

民  (千円) 

800 

計（Ａ＋Ｂ）  (千円) 

1,200 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

800 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提要に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 
在宅医療普及啓発・機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,998千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療提供体制を構築するため、かかりつけ医医師をはじめ

とする専門職や県民を対象とした在宅医療や医療機能分化・連携

に関する研修会等を開催し、在宅医療に関する普及啓発及び機能

強化を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

○研修会受講後の在宅療養支援診療所数 
 221診療所（H27） → 増加 
（H28 年度に在宅療養支援診療所届出数の増減を調査し、指標
を設定予定） 

事業の内容 在宅医療に参加する医療関係者の量・質の両面における一層の

拡充を図るための研修会や講演会開催等を開催する。 
特に、在宅医療の中心的な役割を担うかかりつけ医を対象に、

「かかりつけ医」の資質向上を目的とした研修会・講演会を開催

し、地域包括システムに対応する医師の人材育成を図る。 

アウトプット指標 ・在宅医療に関する研修会・講演会の開催 
・かかりつけ医の在宅医療機能強化研修会の開催：２回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

在宅医療に関する研修会等を開催することにより、在宅医療に

参加する医療関係者の量・質の両面における一層の拡充を図る。 
研修会を受講したかかりつけ医に対して、在宅医療への参入を

促す。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

2,998 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） 1,998 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

1,000 

(千円) 

民 1,998 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,998 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 
小児訪問看護ステーション機能強化事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（ＮＰＯ法人ＮＥＸＴＥＰ） 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高度な医療ケアを必要とする小児患者が、在宅で生活するため

に、小児訪問看護を受ける必要があっても、小児を対象とする訪

問看護ステーションが少なくサービスを受けることができない。 

アウトカム指標：  

小児訪問看護に取組む訪問看護ステーション数  
    ：H27年度実績 27か所⇒H28年度 30か所 

事業の内容 小児を対象とした訪問看護ステーションの新規参入や継続に不

安を抱く事業者の相談窓口の運営及び技術的支援を行う小児在

宅支援コーディネーターを配置する。 
県内の訪問看護ステーション等に勤務する看護師等を対象に、高

度な医療ケアに対応できる小児訪問看護技術を向上させるため

の研修を行う。 
小児の訪問看護の活用を活用し、小児の在宅医療を推進するため

に、小児にかかわる関係者（多職種）の連携を目的とした研修会

開催する。 

アウトプット指標 相談件数の増加：H27年度実績 107件⇒H28年度目標 120件 
研修開催：4回シリーズ１を 1回、2回シリーズを１回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

小児訪問看護についての相談窓口があることで、小児訪問看護を

取組む看護師の不安を軽減し、小児訪問看護に取組む訪問看護ス

テーション数を増加させることができ、ひいては医療ケアの必要

な子どもや家族が安心して生活できる。 

 
  



47 
 

 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,000 

民 (千円) 

2,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,000 

うち受託事業等

（再掲） 

2,000 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 
熊本県小児在宅医療支援センター運営事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

42,367千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

小児医療・周産期医療の発達とともに、救命ができたものの重い

障がいを残し、高度な医療ケアを要する子どもが近年増加傾向に

ある。そのため、NICUにおける長期入院児が存在する状況が発

生し、周産期救急受け入れを困難にする原因の一つになってい

る。高度な医療ケアを必要とするこどもの家族に負担も大きい

が、小児在宅については、専門のコーディネーターもいない現況

にある。 

アウトカム指標： 

脳神経疾患、心臓疾患、呼吸器疾患等により、医療ケアの必要な

子どもの在宅療養移行数 

※平成28年度に移行数調査を実施し、翌年度以降の基礎とする。 

事業の内容 熊本大学医学部附属病院内に、県内の小児在宅医療支援の中核

となる「熊本県小児在宅医療支援センター（仮称）」を新設し、

NICUからの円滑な在宅移行の推進、地域小児中核病院（仮称）
の設置・支援及び小児在宅医療支援ネットワークの構築等を図

る。 
アウトプット指標 小児在宅医療支援センターの設置・運営  

 相談窓口の開設、ホームページ運営 
 地域小児中核病院（仮称）支援 週 1回程度 
 研修会の開催 
 コーディネーターの養成 県内 20名（平成 30年まで） 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 

小児在宅医療支援センターを設置することで、コーディネーター

の配置や、地域における小児医療に関する医療機関の整備を進め

ることができ、医療ケアの必要な子どもや親が安心して生活でき

る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

42,367 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

28,244 

基金 国（Ａ） (千円) 

28,244 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

14,123 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

42,367 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

備考  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 
在宅訪問薬局支援体制強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,570千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県薬剤師会 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

安心して在宅療養を維持・継続するために、医薬品や医療材料等

の適正使用は不可欠であり、薬剤師が居宅を訪問し、服薬状況等

の管理指導業務を行うことが求められている。 

アウトカム指標：県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施

している薬局の割合 

16.7％（H26年度末）⇒22％（H28年度末） 

※薬剤訪問指導を実施する薬局割合を全国平均に引き上げる 

事業の内容 在宅患者への最適かつ効率的で安心・安全な薬物療法を提供する

ため、在宅訪問薬剤師支援センターを核とした医療材料・衛生材

料等調達システムを活用し、在宅患者の求めに応じた医薬品・医

療材料等の供給を行うとともに、在宅医療を支援する指導薬剤師

の養成及び患者の病態に即した在宅訪問業務の応需可能な薬局

の医療関係者への紹介等の事業を行う。 

アウトプット指標 ・在宅医療対策員会(６回)及び地区連絡会開催（各４回）及び在

宅マニュアル作成 

・医療材料等の調達、供給・管理システムの検討会開催(３回) 

・県民向け講座（１回）及び専門職連携会議（各地区２回）開催 

・薬剤師確保・養成研修会開催（６回） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

アウトプットの事業を実施することにより、薬剤訪問指導を実施

する薬局数が増加し、アウトカム指標である実施薬局の割合の向

上が見込まれる。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,570 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,190 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,595 

民 (千円) 

9,190 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,785 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

13,785 

備考  
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事業区分３：介護施設等の整備に関する事業 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

１１圏域のうち９圏域（熊本圏域、宇城圏域、有明圏域、鹿本圏域、菊

池圏域、上益城圏域、八代圏域、球磨圏域、天草圏域） 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：５４８人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介

護・福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム          ２０３床（７カ所） 

 認知症高齢者グループホーム             １０８床（８カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所    ２６７人／月分（１０カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所   ５８人／月分（２カ所） 

 介護予防拠点                     ２８カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 1,996床（83カ所）→2,199床（90カ所） 
  ※116床（4ヵ所）は H27補正分にて整備 
・認知症高齢者グループホーム 3,159床（244カ所）→3,258床（251カ所） 
 ※27床（2ヵ所）は H27補正分にて整備 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

3,927人／定員（149カ所）→ 4,115人／定員（156カ所） 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5カ所 → ７カ所 
・介護予防拠点：21カ所 
・介護老人福祉施設：7,407床（138カ所） → 7,467床（139カ所） 
・介護療養型医療施設等の転換整備 24床（1カ所） 
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アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

442,591 

(千円) 

221,296 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

117,296 

(千円) 

58,648 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

30,880 

(千円) 

15,440 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

590,767 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

295,384 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

590,767 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

886,151 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考 ※H28県当初予算額は、1,728,464千円。不足分は、H27当初分執行残及び H27

補正分にて対応。 

 
  



54 
 

 
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-1】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

熊本圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

   （社会福祉法人への補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：３３５人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介

護・福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム           ５８床（２カ所） 

 認知症高齢者グループホーム             ７２床（５カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所   ８７人／月分（３カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所   ５８人／月分（２カ所） 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 402床（16カ所 → 460床（18カ所） 
・認知症高齢者グループホーム 896床（67カ所）→ 968床（72カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 
 1,453人／定員（59カ所） →1,540人／定員（62カ所） 

・介護老人福祉施設  1,844床（33カ所） → 1,904床（34カ所） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

214,666 

(千円) 

107,334 

(千円) 
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②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

92,666 

(千円) 

46,334 

(千円) 

 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

307,332 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

153,668 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

461,000 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-2】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

宇城圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：２９人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所    ２９人／月分（１カ所） 

 介護予防拠点                     ５カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・小規模多機能型居宅介護事業所 
       336人／定員（12ヵ所）→365人／定員（13カ所） 
・介護予防拠点 5カ所 
 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

23,333 

(千円) 

11,667 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

3,600 

(千円) 

1,800 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

26,933 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

13,467 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

40,400 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-3】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

有明圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：２９人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム          ２９床（１カ所） 

 介護予防拠点                     ６カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 106床（6カ所） → 135床（7カ所） 
・介護予防拠点５カ所 
  

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

102,333 

(千円) 

51,167 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

11,600 

(千円) 

5,800 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

113,933 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

56,967 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

170,900 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-4】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

鹿本圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：２５人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所    ２５人／月分（１カ所） 
 介護予防拠点                      ２カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・小規模多機能型居宅介護事業所 
       254人／定員（12ヵ所）→279人／定員（13カ所） 
・介護予防拠点 １ヵ所 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

30,000 

(千円) 

15,000 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

3,600 

(千円) 

1,800 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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施設等の改修 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

33,600 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

16,800 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

50,400 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-5】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

菊池圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：２９人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム          ２９床（１カ所） 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 315床（12カ所）→ 344床（13カ所） 
 ※H27補正分にて整備。 

 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改 (千円) (千円) (千円) (千円) 



63 
 

善を図るための既存

施設等の改修 

    

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考 ※Ｈ２７補正分にて対応 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-6】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

上益城圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：４２人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 認知症高齢者グループホーム               １８床（１カ所） 

 介護療養型医療施設等の転換整備       ２４床（１カ所） 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・認知症高齢者グループホーム 153床（14カ所）→ 171床（15カ所） 
※Ｈ２７補正分にて整備 
・介護療養型医療施設等の転換整備 24床（1ヵ所） 
 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

2,496 

(千円) 

1,248 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

33,376 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

16,688 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

50,064 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考 ※一部はＨ２７補正分にて対応。 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-7】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

八代圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：６３人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。 

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム          ２９床（１カ所） 

 認知症高齢者グループホーム             ９床（１カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所    ２５人／月分（１カ所） 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 107床（4カ所） → 136床（5カ所） 
※H27補正分にて整備 

・認知症高齢者グループホーム 230床（20カ所）→ 239床（21カ所） 
  ※H27補正分にて整備 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

239人／定員（10カ所） →264人／定員（11カ所） 
 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

20,000 

(千円) 

10,000 

(千円) 
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②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

3,600 

(千円) 

1,800 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

20,000 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

3,600 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

20,000 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考 ※一部はＨ２７補正分にて対応 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-8】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

球磨圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：２２人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所    ２２人／月分（１カ所） 

 介護予防拠点                     ６カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 
 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・小規模多機能型居宅介護事業所 
      288人／定員（12カ所） → 310人／定員（13カ所） 
・介護予防拠点６カ所   
 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

37,333 

(千円) 

18,667 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

2,000 

(千円) 

1,000 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

39,333 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

19,667 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

59,000 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【介護 No.1-9】 
熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

天草圏域 

事業の実施主体 熊本県（市町村へ補助 ⇒ 社会福祉法人等へ補助） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：５８人分の高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・

福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容 （例） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム           ５８床（２カ所） 

 介護予防拠点                     ６カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
 ③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 
を行う。 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体

制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設 215床（10カ所）→ 273床（12カ所） 
・介護予防拠点 ６ヵ所 
 
 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、高齢者の多様な

ニーズに対応可能な介護・福祉サービス基盤の整備を推進する。 

 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

基金 その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

12,658 

(千円) 

6,329 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 
③介護保険施設等の整備

に必要な定期借地権設定

のための一時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改 (千円) (千円) (千円) (千円) 
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善を図るための既存

施設等の改修 

    

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

12,658 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

6,329 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

18,987 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考 ※一部はＨ２７補正分で整備 
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事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 
 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 
地域医療支援センター事業 
（医師確保・Drバンク広報事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,924千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の人口 10万人対医師数は全国平均を上回っているものの、

２次医療圏域別でみると、熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く 

９医療圏域において全国平均を下回っており、地域偏在が生じて

いることから、地域医療を担う医師の確保が必要。 

アウトカム指標： 

人口１０万人対医師数における熊本市以外の平均値 

        182.3（H26年）→190.0(H28年) 

事業の内容 へき地や過疎地域などの地域における医師確保のため、都市部に

暮らし本県へUIJターンを希望する現役医師や、定年を迎え地域

で暮らすことを希望する医師等を対象とした就業斡旋を目的と

した広報活動を実施する。また、本県の地域医療の現状や取組み

を紹介した資料を配布することにより、全国の医師・医学生の本

県への興味・関心を喚起させ、県内での就業・定着につなげる。 

アウトプット指標 本事業の広報及び啓発資材等により地域の医療機関に就業した

医師 １名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

本事業により医師が不足している地域に就業することで、地域間

格差を解消し、医師数増加につなげる。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,924 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

3,282 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,282 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,642 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,924 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 
地域医療支援センター事業 
（熊本県医師修学資金貸与事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

85,507千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の人口 10万人対医師数は全国平均を上回っているものの、

熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域において全国平均

を下回っており、地域偏在が生じていることから、地域医療を担

う医師の確保が必要。 

アウトカム指標： 

卒後、県内のへき地等の医療機関で勤務する医師数：年間13名 

※地域の実情に応じて効果的な配置を行う。 

事業の内容 地域医療を担う医師を養成するため、知事が指定する病院等で一

定期間勤務することで返済免除となる修学資金を、熊本大学及び

県外大学の医学部医学科の学生に貸与する。 

アウトプット指標 貸与枠（13名／年）の利用率 100％を目指す 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師修学資金の貸与利用率が100％となれば、将来県内で勤務す

る医師を確保することができる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

85,507 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

57,004 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

28,503 

民 (千円) 

57,004 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

85,507 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 
総合診療専門医育成支援設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

新専門医制度において新たに基本領域に加えられた総合診療専

門医の育成は、喫緊の課題であり、特にへき地等では高い需要が

見込まれることから、効果的な育成方法が必要。 

アウトカム指標：新専門医制度による総合診療専門医を取得した

医師数３人（H32年） 

事業の内容 総合診療専門医を育成するため、熊本大学が協力施設と行う症例

カンファレンスを促進するためのシステムを整備する。 

アウトプット指標 症例カンファレンスのシステム整備 ３医療機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 

協力施設にシステムを整備し、指導医と専攻医における効果的な

症例カンファレンスを実施し、へき地等に勤務する総合診療医を

育成する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,333 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

667 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,000 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 
地域医療支援センター事業（運営） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

46,798千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の人口 10万人対医師数は全国平均を上回っているものの、

熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域において全国平均

を下回っており、地域偏在が生じていることから、地域医療を担

う医師の確保が必要 

アウトカム指標： 

人口１０万人対医師数における熊本市外の平均値 

182.3(H26年)→190.0（H28年） 

事業の内容 医師の地域偏在の解消を図るため、医師不足医療機関の支援、熊

本県医師修学資金貸与医師をはじめとする医師のキャリア形成

支援等を行う「熊本県地域医療支援機構」の運営を行う。 

アウトプット指標 ・「熊本県地域医療支援機構」の設置・運営 
・医師が不足する医療機関への診療支援：２病院 

・医師修学資金貸与医師のキャリア形成支援数（後期研修先の決

定、面談・相談等）：８人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

「熊本県地域医療支援機構」を設置・運営し、医師のキャリア形

成支援と一体的に医師不足医療機関の医師確保の支援を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

46,798 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

31,198 

基金 国（Ａ） (千円) 

31,198 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

15,600 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

46,798 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 
地域医療支援センター事業 
（臨床研修医確保対策事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,727千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の人口 10万人対医師数は全国平均を上回っているものの、

熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域において全国平均

を下回っており、地域偏在が生じていることから、地域医療を担

う医師の確保が必要。 

本県としても医師確保を通じて偏在解消を目指している。 

アウトカム指標：初期臨床研修医の県内就業率 

        平成25年度：84.0％ ⇒ 平成28年度：88.0％ 

事業の内容 臨床研修医の指導を行う指導医を養成して臨床研修の体制を充

実させるとともに、臨床研修病院合同説明会においてＰＲ活動を

行うなどにより、臨床研修医の確保を図る。 

アウトプット指標 臨床研修病院合同説明会 ２回参加 
臨床研修指導医研修ワークショップ １回開催 

アウトカムとアウトプット

の関連 

臨床研修指導医研修ワークショップを行うことで、初期臨床研修

医の指導医を養成する。また、臨床研修病院合同説明会に参加し、

県内外の医学生に対し熊本大学医学部附属病院や基幹型臨床研

修病院等県内医療機関の魅力をＰＲし、研修だけでなくその後も

県内で就業したいと思えるようにする。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,727 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

7,151 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,151 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,576 

民 (千円) 

 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,727 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 
地域医療支援センター事業 
（女性医師支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,934千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一般社団法人熊本市医師会、熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、約２

割となっている（H26医師・歯科医師・薬剤師調査）。また、全

国の医学部入学者に占める女性の割合も約３割（H27年度学校基

本調査（文部科学省））となっており、ますます女性医師の活躍

の場が大きくなっているが、育児世代での休職者が多く、就業医

師数が減少し、医師不足に拍車をかけている。 

アウトカム指標： 

県内医療機関に従事する医師数に占める女性医師の割合 

17.1%(H26) ⇒ 20%(H28)（医師・歯科医師・薬剤師調査） 

事業の内容 一般社団法人熊本市医師会、熊本大学医学部附属病院に「女性医

師支援センター事業」を委託して設置し、結婚・出産等のハード

ルを抱える女性医師への情報の集積・発信、相談の受付など、復

職・就業継続のための支援等を行う。 

アウトプット指標 女性医師キャリア支援センター運営会議 ２回開催 
研修会                １回開催 

アウトカムとアウトプット

の関連 

女性医師キャリア支援センターが、女性医師に対して情報提供、

相談受付、復職・就業継続等の支援を行うことで、未就業、休業

中の女性医師の就業につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,934 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,944 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,289 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,645 

民 (千円) 

1,345 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,934 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

1,345 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 
地域医療支援センター事業 
（地域医療研修連絡調整部会） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

314千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の人口 10万人対医師数は全国平均を上回っているものの、

熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域において全国平均

を下回っており、地域偏在が生じている。また、地域医療につい

て総合診療科的なジェネラリストの確保が求めらている。 

アウトカム指標： 

新専門医制度による総合診療専門医を取得した医師数３人 

事業の内容 地域医療に対する理解を深め、専門的な診療能力に加え、幅広い

視野と総合的な診療能力を身に付けた医師を養成するための研

修システムの運営を行う。 

アウトプット指標 本部会において調整した地域医療研修プログラムによる 
後期研修医：１名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

地域医療研修プログラムで研修することで、地域医療の現場を体

験することにより、地域医療の現状に対する理解や総合的な診療

能力を深め、地域で勤務する医師を養成する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

314 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

209 

基金 国（Ａ） (千円) 

209 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

105 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

314 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 
熊本県医療対策協議会の運営 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,694千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療法第30条の23第1項の規定に基づき、医師の確保が困難で、

適正な医療提供に支障が生じている医療機関についての対応や

医師の効果的な確保・配置対策の推進に関することなどについ

て、診療に関する学識経験者の団体等と協議する場を設け、必要

な施策を定める必要がある。 

アウトカム指標： 

人口１０万人対医師数における熊本市以外の平均値 

        182.3（H26年）→190.0(H28年) 

事業の内容 医療法第 30条の 23第 1項の規定に基づき、医師の効果的な確

保・配置対策の推進等について協議する「熊本県医療対策協議会」

を開催する。 

アウトプット指標 医療対策協議会開催数（２回） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医療対策協議会で医師確保等の施策を設定することで、医師の地

域偏在を是正する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,694 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

3,129 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,129 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,565 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,694 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 
寄附講座開設事業（専門医療実践学寄附講

座、地域医療・総合診療実践学寄附講座） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

180,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医師や診療科の地域偏在により、地域における中核的な医療機関

における医師不足は深刻な状況であるため、圏域で必要となる診

療科及び地域医療を担う医師の育成・確保が必要。 

アウトカム指標： 

人口１０万人対医師数における熊本市外の平均値 

182.3(H26年)→190.0（H28年） 

事業の内容 医師が不足する地域の中核的な役割を果たす医療機関の機能向

上のため、専門医派遣や診療支援を行うとともに、地域医療に関

する卒前からの継続的な教育、総合診療医の育成等を行う。 

アウトプット指標 熊本大学医学部附属病院に寄附講座を開設 
アウトカムとアウトプット

の関連 

熊本大学医学部附属病院に２つの寄附講座を開設し、医師が不足

する地域の中核的な医療機関への専門医派遣及び診療支援等を

通じて支援を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

180,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

113,333 

基金 国（Ａ） (千円) 

113,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

56,667 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

170,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

10,000 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（医療分）】 
産科医確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

119,568千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内分娩取扱医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

急激に減少している産科医療機関及び産科医等の確保を図るこ

とは、喫緊の課題であり、医師・助産師等の処遇改善が必要とな

る。 

アウトカム指標：人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 

 平成26年末：43.3人 ⇒ 平成28年末：45人 

事業の内容 産科医等に対して分娩手当等を支給する分娩取扱医療機関に補

助を行うことにより、産科医の処遇改善を図る。 

アウトプット指標 ２４分娩取扱医療機関に対する補助 
アウトカムとアウトプット

の関連 

補助により医師・助産師等の処遇改善を図り、産科医療機関及び

産科医等の確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

119,568 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,289 

 基金 国（Ａ） (千円) 

26,570 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

13,286 

民 (千円) 

25,281 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

39,856 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

79,712 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 
医療従事者離職防止支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,928千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

阿蘇医療総合確保区域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

阿蘇区域の医療従事者数は県内の他区域と比較しても少なく、 

医療従事者確保が困難な地域であることから、同区域における医

療従事者の離職を防止する必要がある。 

アウトカム指標： 

阿蘇区域の人口10万人当たりの医療従事者数 

  医師数  ：140.7人（H26年度）→現状維持（H28年度） 

  看護職員数：1254.9人（H26年度）→現状維持（H28年度） 

事業の内容 幹線道路の不通により通勤・帰宅困難な医療従事者に対して宿泊

費用を補助する。 

アウトプット指標 宿泊費用の補助を受けた医療従事者の数 150人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医療機関が通勤帰宅困難な医療従事者への宿泊費等の助成をし

易くするとともに、こうした取組を通じ、阿蘇区域に通勤する医

療従事者の安全を図ることで、離職防止につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,928 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,642 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

822 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,464 

うち受託事業等

（再掲） 

 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,464 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25（医療分）】 
医科歯科病診連携推進事業（回復期） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,426千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一般社団法人熊本県歯科医師会） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

回復期における医科と歯科の連携は始まったばかりであり、共通

の認識が不足している。また、要介護状態になると新たな歯科疾

患が生じることがわかっており、歯科が確実に関わることで、歯

や口腔の問題や食べる機能の回復に貢献できることから、急性期

から在宅期への過程の中で、回復期における歯科の関与が必要で

ある。 

アウトカム指標： 

歯科を標ぼうしていない回復期病院との連携を開始させる。 
（２病院（H26.9）⇒ １１病院（H31.3）） 
本事業に基づく研修を受講し、回復期病院との連携を行う歯科医

師、歯科衛生士 
 (H26.9)             (H31.3) 

歯科医師      0人     ⇒      220人 
歯科衛生士     0人     ⇒      330人 

事業の内容 医科・歯科連携を県内全域に拡充するため、回復期医科歯科医療

連携協議会を設置し、以下の事業を実施する。 

・歯科医師や歯科衛生士のスキルアップを図るための人材育成、

連携強化に係る研修を行う。 

・回復期医療機関における医科歯科連携の必要性についての理解

を促進するため、広く県民に向けた広報・啓発を行う。 

アウトプット指標 回復期における医科歯科連携に係る研修の実施（回復期病院・歯

科医師会合同研修 2回、回復期病院における口腔リハ歯科衛生士
研修 2回、合計 4回）。新聞紙面上での回復期医科歯科連携啓発。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

研修会を実施し、広報啓発を行うことで、ニーズを把握できる医

師や歯科医師などが増え、医科歯科連携が促進される。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,426 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,617 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

809 

民 (千円) 

1,617 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,426 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

1,617 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 
臓器移植コーディネーター人材育成基盤 

整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,045千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益財団法人熊本県移植医療推進財団） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県医療計画における課題（移植医療に係る医療機関ネットワー

クの維持、院内の移植医療の環境づくりなど）に取り組むに当た

り、１名の県臓器移植コーディネーターだけでは、現在のコーデ

ィネート業務の水準の維持が困難であるため、専門的知識を持

ち、臓器移植コーディネーターとなり得る人材を育成、確保する

ことが必要。 

アウトカム指標：現任者に加え、専門的知識を持ち、県臓器移植

コーディネーターとなり得る者１名を養成する。 

事業の内容 現任の臓器移植コーディネーターが退職しても、現在の臓器移植

コーディネートの水準を維持しつつ、円滑に引き継がれるよう、

日本臓器移植コーディネーター協議会等による研修への参加な

どを通じて、人材の育成を図る。 

アウトプット指標 県臓器移植コーディネーターの業務同行による研修（通年） 
移植関係研修会、学会等への参加（年６回） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

上記事業の実施（アウトプット指標の達成）により、県内におけ

る臓器移植コーディネート業務の維持ができる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,045 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,363 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,682 

民 (千円) 

3,363 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,045 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

3,363 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27（医療分）】 
がん相談機能向上事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】   

24,988千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 
（都道府県がん診療連携拠点病院（熊本大学医学部附属病院）） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

がん患者等の増加、相談の多様化が見込まれる中、がん患者・家

族の療養生活の質の維持向上につなげることのできる質の高い

がん相談・連携を担う従事者の育成が必要である。 

アウトカム指標： 

がん相談・連携を担う医療従事者数(※) 

  44人（H27年度）→51人（H30年度） 

※国立がん研究センター基礎研修(3)と同程度の研修（当事業 で

実施する研修会2回以上の修了者を含む）を修了した者 

事業の内容 熊本大学医学部附属病院に委託し、がん相談員等への研修及び連

携・支援、がんピアサポーター養成等を行う。また、拠点病院に

おける熊本県版がん地域連携パス（私のカルテ）の導入に係る医

療従事者の育成・導入支援を行う。 

アウトプット指標 がん専門相談員研修会の実施（2回）、ピアサポート養成セミナ

ーの実施（2回）、がん地域連携クリティカルパスの導入に係る

医療従事者の育成・導入支援の実施（19病院） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

がん専門相談員研修会、ピアサポーター養成セミナー、がん地域

連携パスの導入に係る人材育成等を行うことで、がん相談・連携

を担う医療従事者の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

24,988 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

16,658 

 基金 国（Ａ） (千円) 

16,658 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,330 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

24,988 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（医療分）】 
がん緩和ケア提供体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】    

23,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 都道府県がん診療連携拠点病院（熊本大学医学部附属病院） 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

がん患者等の増加が見込まれ、緩和ケアの推進が図られる中、本

県では緩和ケアの提供体制の充実をけん引する緩和ケア専門医

及び緩和ケアに特化した臨床心理士が不在であるため、その確保

が必要である。 

アウトカム指標：緩和ケア専門医の数（H27年度1人→H30年度

3人）、緩和ケアに特化した臨床心理士の数（H27年度1人→H30

年度2人） 

事業の内容 熊本大学医学部附属病院の緩和ケアセンターに教育研究部門を

設置し、①緩和ケアのスペシャリスト（専門医）を養成、②緩和

ケアの普及啓発、③緩和ケア提供体制の整備を行う。 

アウトプット指標 緩和ケア専門医の養成（2名）、臨床心理士の養成（1名）、緩和

ケア市民公開講座の実施（1回）、緩和ケアドクターホットライ

ンの実施 

アウトカムとアウトプット

の関連 

緩和ケア専門医、緩和ケアに特化した臨床心理士を養成すること

で、県内の緩和ケア医療提供体制の充実を図る。また、緩和ケア

市民公開講座の実施を通じて県内の緩和ケアの認知度を高め、が

ん患者等が必要なときに、緩和ケア病棟・在宅緩和ケア・拠点病

院等で緩和ケアが受けられるようにする。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

23,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

15,333 

 基金 国（Ａ） (千円) 

15,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,667 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

23,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（医療分）】 
回復期リハビリテーション機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会の三者    
（三士会合同協議会（仮称）） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

急性期から回復期、維持期と一連のリハビリテーションの提供

により、安定した在宅復帰が可能となるが、医療従事者によって、

実施するリハビリテーションの内容に差があることが課題であ

り、医療従事者に対する研修を行うことで提供するサービスの質

を向上させる必要がある。 

アウトカム指標： 

・回復期リハビリテーション入院患者の在宅復帰率の向上、及び

回復期を担う医療従事者の増加 

（H27年度の在宅復帰率とH28年度の在宅復帰率を比較） 

・回復期を担う医療従事者数の増加(平成28年度実態調査を 

実施し、以後目標を設定する) 

事業の内容 回復期のリハビリテーションを担う医療従事者（理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士等）のスキルアップのための研修を行う。 

アウトプット指標 研修会を２回開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

回復期を担う医療従事者の増加及び在宅復帰率の向上により在

宅復帰できる患者が増加する 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

167 

民 (千円) 

333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

500 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

333 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30（医療分）】 
災害医療研修強化事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

800千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県医師会、一般社団法人熊本県歯科医師会、 

公益社団法人熊本県看護協会、公益社団法人熊本県柔道整復師会 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

災害時には、地域レベルで、被災地の情報収集や関係機関への情

報提供、現地の医療救護体制の調整等が生じるため、災害医療に

対応できる医療従事者を育成する必要がある。 

アウトカム指標： 

災害医療に関する知識のある医療従事者数 

188人（H27）→308人（H28） 

行政と医療関係者が連携した地域レベルでの研修・訓練への参加

により災害医療に関する知識のある医療従事者を増やす 

事業の内容 県と災害医療救護に関する協定を締結した団体が、災害時におけ

る実働可能な体制を整備するため、各団体への研修等開始を行

い、災害医療を担う人材養成の実施 

アウトプット指標 地域レベルでの研修・訓練の実施（年1回） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

行政と医療関係者が連携した地域レベルでの研修・訓練を実施す

ることで、災害医療に関する知識のある医療従事者を増やし、災

害時に地域レベルで実働可能な体制を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

800 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

533 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

267 

民 (千円) 

533 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

800 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31（医療分）】 
「熊本モデル」認知症疾患医療機能強化事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

  25,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後の認知症高齢者等の増加に対応できる医療体制を整備する

ため、認知症医療に高い専門性を有する医師が必要 

アウトカム指標： 

基幹型及び地域拠点型各認知症疾患医療センター（11か所）に

認知症専門医を各 1名以上（非常勤を含む）配置かつ総数で 10

名以上配置。 

事業の内容 認知症専門医の養成コースの設置・運営に対する助成 

アウトプット指標 認知症専門医の養成コースを設置し、平成２８～２９年度の間に

日本老年精神医学会または日本認知症学会の認定医、あるいはこ

れらに準ずる水準の認知症専門医を 5名養成する。平成 28年度
においては、目標養成数を確保するための受講生の確保。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症専門医を養成することで、県内の認知症疾患医療センター

に認知症専門医の派遣や配置が可能となる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

16,666 

基金 国（Ａ） (千円) 

16,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,334 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

25,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者 

事業名 【No.32（医療分）】 
移植医療を担当する専門職の確保等事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県医療計画における課題（移植医療に係る医療機関ネットワー

クの維持、院内の移植医療の環境づくりなど）に取り組むに当た

り、拒絶反応の有無を判定する検査（HLA検査）に従事する医療

従事者は県内に1名しかおらず、県内で移植医療の基盤を維持す

るためには、HLA検査を行う医療従事者（臨床検査技師）の確保 

・養成が必要。 

アウトカム指標： 

HLA検査を行うことができる医療従事者数：1名(H27)→2名(H30) 

事業の内容 現任者によるＯＪＴにより、HLA検査を行う医療従事者（臨床検

査技師）を確保・養成する。 

アウトプット指標 現任者によるOJT(通年) 

アウトカムとアウトプット

の関連 

上記事業の実施により、HLA検査体制の維持に必要な医療従事者

を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

4,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33（医療分）】 
糖尿病医療の均てん化・ネットワーク支援 

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】    

13,067千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後、超高齢者社会の到来に伴い、糖尿病患者の増加が見込まれ

る中、糖尿病の合併症である人工透析や脳卒中、失明等を予防す

るためには、重症化になる前の経度の糖尿病患者の療養指導や病

診連携が必要。 

アウトカム指標： 

熊本糖尿病療養指導士の数（→H31年度2,000人） 

糖尿病連携医の数（H27年度166人→H31年度251人） 

糖尿病専門医の数（H27年度96人→H31年度106人） 

ＤＭ熊友パスの運用数（H28～H31年度4,000冊） 

事業の内容 熊本大学医学部付属病院に配置するコーディネーター（特任助

教）を中心に、①熊本糖尿病療養指導士の養成②地域中核病院に

おける糖尿病専門医・日本糖尿病療養指導士の育成③地域中核病

院からかかりつけ医療機関への訪問等による助言指導④糖尿病

予防啓発等を実施する。 

アウトプット指標 熊本糖尿病療養指導士の養成（講習・実習10圏域）、糖尿病専門

医・療養指導士資格の育成、連携医スキルアップ研修会への協力、

各圏域の「糖尿病フォーラム」「ネットワーク研究会」の開催（10

回） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

人材の育成・質の向上、連携ツールであるＤＭ熊友パスの活用周

知を図るフォーラムや研究会を開催し、二次医療圏毎の保健医療

体制を支える熊本糖尿病療養指導士、糖尿病連携医、糖尿病専門

医の数を増やし、ＤＭ熊友パスの活用促進を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,067 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

8,711 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,711 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,356 

民 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,067 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34（医療分）】 
神経難病診療体制構築事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

神経難病に関する専門知識や技能を持った医療従事者が不足し

ている地域が多く、神経難病患者に対して十分な医療が提供でき

ていないため、診療体制の構築及び医療従事者の養成が必要。 

アウトカム指標： 

熊本県認定神経難病医療従事者の育成 

（→15人程度（H28年度末）） 

事業の内容 ①医療従事者に対し、神経難病に関する系統的な教育及び診療支

援を行う。②神経難病受入病院間のネットワークを構築し情報の

共有を図る。③患者等を対象とした講演会等を実施する。 

アウトプット指標 ①神経難病専門医療従事者研修会の実施（６回）、②神経難病リ

ハビリコースの実施（６回）③神経難病患者データベースの構築、

④神経難病講演会等の実施（２回程度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師、看護師等の医療従事者に対し、神経難病に関する系統的な

教育及び診療支援を行うとともに、神経難病受入病院間のネット

ワークを構築し情報の共有を図ることで、神経難病患者に質の高

い医療を提供する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

17,333 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,667 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35（医療分）】 
もう一度臨床へ支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,400千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療現場では女性医師の活躍が期待されているが、女性医師の離

職率は３０代で３０％と高く、かつ復職率も低いことが課題であ

り、出産・子育て・介護等のライフステージに対応した環境の整

備が求められている。また、休職中の医師が復職を希望する際に、

技術的なブランクのため、復職に踏み切れないこともある。その

ため、復職を支援するためのシステム構築が必要とされている。 

アウトカム指標： 

県内医療機関に従事する医師数に占める女性医師の割合 

17.1%(H26) ⇒ 20%(H28) 

（医師・歯科医師・薬剤師調査）  

事業の内容 復職を希望する医師を支援するため、コーディネーターを配置

し、復職支援に関する相談体制の充実、ネットワーク構築を行う。

また、復職支援の一環として、個別の復職支援プログラムを作成

し、復職に必要な医学的知識について再教育を行ったうえで、診

療所や病院の代診医として一定期間勤務し、臨床経験を積むこと

で復職につなげるシステムを構築する。 

アウトプット指標 本制度を通じて復職した医師数 ３名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

本制度を活用し、現在休職中の医師や復職が困難である医師が就

業することにより、県内の従事医師数を増加させる。また、この

制度が広まることにより、他県からも医師を呼び込むことができ

れば、県内の医師数増加が見込める。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,400 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

2,933 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,933 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,467 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,400 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36（医療分）】 
潜在看護職員等再就業支援研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,990千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、医療や介護現

場での看護職員の需要が増大しており、看護職員確保の一つの方

策として結婚や子育て等で離職していた潜在的な看護職員の再

就業を促進する必要がある。 

アウトカム指標：看護職員の県内再就業者数 
      ３３７人（H27年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容 潜在看護職員の確保及び離職防止のため行う再就業支援研修を

実施する。 

アウトプット指標 潜在看護職員再就業支援研修受講者数 ２５０人（延数） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 潜在看護職員が研修受講により再就業への不安を解消し、就業

に繋がることによって、看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,990 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,660 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,330 

民 (千円) 

6,660 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

9,990 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

6,660 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37（医療分）】 
在宅看護に係る認定看護師等養成支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,660千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化に伴い、専門性の高い看護職員が求められているこ

とに加え、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達する 2025

年に備え、在宅看護に係る認定看護師及び認定看護管理者の需要

が高まっている。 

アウトカム指標： 

①認定看護師数 

２３８人（H27.10）⇒３１７人（H29年度） 

②認定看護管理者数 

３８人（H27.10）⇒ ２６人（H29年度） 

 

事業の内容 在宅看護に係る認定看護師または認定看護管理者を目指す看護

職員がいる医療機関に対し、資格取得に必要な費用の一部を助成

するとともに、資格取得期間における代替職員の人件費を助成す

る。 

アウトプット指標 資格取得に係る研修受講者 ３０人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

資格取得に係る費用や代替職員の人件費を助成することにより、

在宅看護に係る認定看護師及び認定看護管理者の資格取得者が

増える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,660 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

87 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,887 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,943 

民 (千円) 

9,800 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

14,830 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

14,830 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38（医療分）】 
圏域における看護職員継続教育推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

556千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

 地域医療構想実現のため、各地域で病院から在宅までの切れ目

のない医療提供体制を整備する必要があり、これを支える質の高

い看護実践能力を持った看護職員の確保を図る。 

アウトカム指標： 看護職員離職率 

１０．０４％（H26年度）→ ７．９０％（H29年度） 

事業の内容  看護職員継続教育推進検討会議を開催し、看護職員の継続教育

の推進に関する検討を行うとともに、県内１０圏域（熊本保健医

療圏域以外）において各圏域の課題を踏まえた研修を計画したも

ののうち、地域における医療提供体制の確保につながる研修につ

いて、県保健所と共催で実施し、支援を行う。 

アウトプット指標 ・看護職員継続教育推進検討会議の開催 年１回 
・県内１０圏域における継続研修の実施。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 圏域において看護職員の継続研修の機会が確保されることに

より、圏域の看護職員の看護実践力向上し、やりがいを持って就

労を継続できるようになり、ひいては、離職者を減少させる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

556 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

370 

基金 国（Ａ） (千円) 

370 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

186 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

556 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39（医療分）】 
看護師養成所等運営費補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,360,623千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内看護師等養成所 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員の需要

が増大しており、安定した看護職員の養成・確保を行い県内定着

を図る 

アウトカム指標：県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
     ５７．１％（H26年度）⇒ ５８．０％（H29年度） 

事業の内容 県内の看護師等養成所運営補助。 
アウトプット指標 補助養成所 １５課程 
アウトカムとアウトプット

の関連 

県内の看護師等養成所運営に要する経費を助成することにより、

教育内容を充実させて、質の高い看護職員の養成を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,360,623 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

12,227 

基金 国（Ａ） (千円) 

141,720 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

70,861 

民 (千円) 

129,493 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

212,581 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,148,042 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40（医療分）】 
看護学生県内定着促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,244千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内看護師等学校養成所 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後の医療機関の機能分化・連携強化の推進にあたり、看護職員

の確保が重要であり、県内看護学生が県内に就業し定着すること

で、確保体制が強化される。 

アウトカム指標：県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
      ５７．１％（H26年度）⇒５８．０％（H29年度） 

事業の内容 看護学生の県内定着促進のため学校養成所が取り組む事業に対

し、助成する。 

アウトプット指標 補助学校養成所数 ２０ヶ所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

県内定着事業に取り組む学校養成所が増えることで、県内就業者

の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,244 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

927 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,162 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,082 

民 (千円) 

1,235 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,244 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.41（医療分）】 
魅力ある職場づくり支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,404千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員を始め

とした医療従事者の需要が増大する中、医療機関において働きや

すい職場づくりを推進することにより、就業及び定着を促進する

必要がある。 

アウトカム指標：  

看護職員の離職率 
      １０．０４％（H26年度）⇒７．９％（H29年度） 

      ※医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職

員に関して指標を設定した。 

事業の内容 看護職員を始めとした医療従事者のワークライフバランス推進

に取り組む医療機関に対し、現状把握から取組みの実施、効果測

定に至るまでを支援する。 

アウトプット指標 医療機関支援数 ７施設 
アウトカムとアウトプット

の関連 

働きやすい職場づくりに取り組む医療機関を支援することによ

り、医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職員の離職率の

改善が期待される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,404 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

152 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,269 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,135 

民 (千円) 

2,117 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,404 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

2,117 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42（医療分）】 
看護師等修学資金貸与事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

58,236千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後の医療機関の機能分化・連携強化の推進にあたり、看護職員

の確保が重要であり、看護学生の県外流出を防ぐ必要がある。 

アウトカム指標：県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
     ５７．１％（H26年度）⇒ ５８．０％（H29年度） 

事業の内容 大学、高等学校、養成所の在学者に修学資金を貸与し、修学を容

易にするとともに、返還免除規定を設けることにより、県内就業

促進を図る。 

アウトプット指標 養成所就学者への修学資金貸与 １５５名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

より多くの就学者に修学資金を貸与することで、県内就業者数の

増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

58,236 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

36,565 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

18,283 

民 (千円) 

36,565 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

54,848 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

3,388 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43（医療分）】 
病院内保育所運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

104,163千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員の需要

が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

看護職員の離職率 
      １０．０４％（H26年度）⇒７．９％（H29年度） 

      ※医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職

員に関して指標を設定した。 

事業の内容 県内の医療機関が設置する病院内保育所の運営に必要な人件費

に対し、補助を行う。 

アウトプット指標 病院内保育所運営補助 ２８か所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

子育てのために離職する職員も多く、また再就業する職員の希望

も子育て支援があげられている。このため、病院内保育所を設置

することにより離職防止及び再就業促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

104,163 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

11,594 

基金 国（Ａ） (千円) 

46,295 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

23,147 

民 (千円) 

34,701 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

69,442 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

34,721 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.44（医療分）】 
医療従事者宿舎施設整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

64,794千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員の需要

が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

看護職員の離職率 
      １０．０４％（H26年度）⇒７．９％（H29年度） 

      ※医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職

員に関して指標を設定した。 

事業の内容 医療従事者の確保及び定着を促進するための宿舎施設整備費に

対する医療機関に対し、助成する。 

アウトプット指標 補助医療機関 １ヶ所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医療従事者、特に看護職員確保のために、地域によっては宿舎確

保も課題となっている。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

64,794 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

14,399 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,199 

民 (千円) 

14,399 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

21,598 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

43,196 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.45（医療分）】 
医療従事者勤務環境改善施設・設備整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

35,049千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員の需要

が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

看護職員の離職率 
      １０．０４％（H26年度）⇒７．９％（H29年度） 

      ※医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職

員に関して指標を設定した。 

事業の内容 医療従事者が働きやすい合理的な病棟づくりのため行う施設整

備費及び医療従事者の業務省力化につながる設備・システムや機

器等の導入に係る設備整備に対する助成。 

アウトプット指標 補助医療機関 ６ヶ所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

働きやすい職場づくりに取り組む医療機関を支援することによ

り、医療従事者の中でも特に就業割合の高い看護職員の離職率の

改善が期待される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

35,049 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,789 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,894 

民 (千円) 

7,789 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,683 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

23,366 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.46（医療分）】 
小児救急医療拠点病院運営事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

50,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 一般社団法人熊本市医師会（熊本地域医療センター）、一般社団

法人天草郡市医師会（天草地域医療センター） 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

入院を必要とする重症の小児患者を，24時間 365日体制で受け

入れるための医療従事者を確保する必要がある。 

アウトカム指標：  

以下の体制の維持 

熊本地域医療センター 小児科医 ５名 

 天草地域医療センター 小児科医 ２名 

事業の内容 小児救急医療の充実に必要な小児科医師を確保するため、小児救

急医療拠点病院に運営費を補助。 
アウトプット指標 小児救急医療拠点病院運営費補助 ２か所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

小児救急拠点病院の運営費の補助を行う事で、必要な小児救急医

療に対応できる小児科医を確保できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

50,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

33,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

16,667 

民 (千円) 

33,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

50,000 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業区分５：介護従事者の確保に関する事業 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【介護 No.2】 
介護人材確保対策推進事業（熊本県介

護人材確保対策推進協議会の開催） 

【総事業費（計画期間の総額）】 

200千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者人口の増加に伴い不足することが推計される介護人材の

確保・定着を図る必要がある。 

アウトカム指標： 介護従事者等の確保・定着、処遇改善等に資

する取組み等の推進（協議会構成メンバー中心の取組み） 

事業の内容 行政、事業者団体、養成機関団体等の関係機関による「熊本県介

護人材確保対策推進協議会」を設置し、情報共有や取組み等につ

いての意見交換等を行う。 

アウトプット指標 熊本県介護人材確保対策推進協議会の開催 年２回程度 
アウトカムとアウトプット

の関連 

人材確保に係る課題や取組みについての情報共有、連携可能な取

組み等について意見交換等を行い、効果的な施策実施につなげ

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

200 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

133 

基金 国（Ａ） (千円) 

133 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

67 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

200 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理

解促進事業 

事業名 【介護 No.3】 
介護人材確保啓発事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

7,251千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間事業者、及び介護の日実行委員会に委託） 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用

者及び介護を行っている家族を支援する。 

アウトカム指標：本県における介護従事者の増加 

事業の内容 広く県民に対して、介護職の魅力や専門性等をＰＲするための広

報啓発事業を実施し、介護職への理解促進を図るもの。 

・ＰＲパンフレットの作成・配付（県内の中高生、関係団体等へ

の配付） 

・ＰＲ広告掲載（新聞、情報誌等） 

・介護の日関連イベントへの助成 

アウトプット指標 ・ＰＲパンフレットの作成・配付 24,000部 

・ＰＲ広告掲載 新聞広告5段×3回 

・イベント開催における介護職のイメージアップ 
アウトカムとアウトプット

の関連 

ＰＲパンフレットの作成・配付やＰＲ広告、イベント開催（高校

生の福祉体験発表、有識者による介護職の取組みの発表・セミナ

ー等）を通して、介護職の魅力、やりがいを理解してもらい、介

護従事者の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,251 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,834 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,417 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,251 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

4,834 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理

解促進事業 

事業名 【介護 No.04】 
福祉人材緊急確保事業 
（福祉人材参入促進事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,327千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

将来的な介護人材となる若者の参入促進 

アウトカム指標：座談会に参加した学生のうち、社会福祉施設に

就職した者の割合：70％ 

事業の内容 ・介護等を学ぶ学生の希望や疑問に応え、確かな就労に繋げるた

め、学生と施設職員等との座談会を県内で開催 

・福祉系高校の選択や福祉職へのイメージアップを促進するた

め、いきいきと働く施設職員による出前講座を実施 

アウトプット指標 ・座談会参加学生数：120人 
・出前講座受入学校数：15校 

アウトカムとアウトプット

の関連 

座談会への参加学生を増やし、福祉施設への就職に対する疑問や

不安等を解消することにより、福祉施設への就職を促す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,327 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,884 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,443 

民 (千円) 

2,884 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,327 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

2,884 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とした介護

の職場体験事業 

事業名 【介護 No.05】 
福祉人材緊急確保事業 
（福祉人材参入促進事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,839千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

将来的な介護人材となる若者の参入促進及び多様な人材の確保 

アウトカム指標：一般求職者の体験者のうち、社会福祉施設の就

労につながった割合：40％ 

事業の内容 ・嘱託職員を配置し、小中高生、養成校生、大学生、一般求職者

を対象とした職場体験を行う 

アウトプット指標 職場体験受け入れのべ日数：750日 
アウトカムとアウトプット

の関連 

学生や一般求職者を広く受け入れることにより、福祉の仕事を体

験してもらうことで、福祉職の魅力やイメージの向上を図り、福

祉施設への就労を促進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,839 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,892 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,947 

民 (千円) 

8,839 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,839 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

8,839 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチ

ング機能強化事業 

事業名 【介護 No.06】 
福祉人材緊急確保事業 
（福祉人材マッチング機能強化事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,471千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

就労希望者や潜在的有資格者の就労促進 

アウトカム指標：面接会参加者のうち社会福祉施設に就職した者

の割合：20％ 

事業の内容 ・キャリア支援専門員を配置し、県内のハローワーク、施設・事

業所での巡回相談及び求人開拓を実施 

・各地域での面接会の開催 

・施設への職員処遇等に関するアドバイザー派遣 

アウトプット指標 ・キャリア支援専門員の巡回相談数：600回 
・面接会参加求職者数：120人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

各地域で開催する面接会の参加者を募り、より人材確保が困難な

地域の人材確保を促進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,471 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,980 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,491 

民 (千円) 

16,471 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

16,471 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

16,471 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【介護 No.07】 
訪問介護等従事者研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,336千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間事業者に委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者の多様化するニーズに対応した介護を提供するために

必要な知識の修得及び技術の向上を図る。 

テーマ別技術向上研修修了者の養成 ２１０人 

事業の内容 現任の介護職員に対して、実務上の問題等をテーマにした研修

を実施する。 

アウトプット指標 現任の介護職員に対しテーマ別技術向上研修を開催 ７回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

テーマ別技術向上研修を開催することで、現任の介護職員のス

キルアップを図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,336 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

890 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

446 

民 (千円) 

890 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

   1,336 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

890 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【介護 No.08】 
介護職員等によるたんの吸引等のための研

修事業（高齢） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,651千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県(民間事業者に委託) 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療的ケアに従事する介護職員の育成を図り、高齢者福祉サー

ビスの充実を図る。 

アウトカム指標：登録特定行為事業者の登録 ４０事業所 

事業の内容 たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を養成するための

喀痰吸引等研修を開催する。 

アウトプット指標 認定特定行為従事者の養成 200人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

認定特定行為従業者を養成し登録特定行為事業者を増やすこ

とで、高齢者福祉サービスの充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,651 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,836 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,419 

民 (千円) 

4,836 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,255 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

4,836 

その他（Ｃ） (千円) 

396 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援、 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 

事業名 【介護 No.09】 
介護職員等のためのたんの吸引等研修事業（障

がい） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,966千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間事業者に委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

たんの吸引等が必要な利用者の在宅療養を可能にするために、介護

職員等が喀痰吸引等の日常の医療的ケアを実施できる人材の育成

が必要。 

アウトカム指標：認定特定行為従事者認定証発行数の維持：182人

以上（前年度実績以上） 

事業の内容 たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を養成するための喀痰

吸引等研修を開催する。 

アウトプット指標 たんの吸引等研修（第三号）基礎研修の受講者数の維持：171人以
上 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

新たに研修の受講者を養成し、実際に現場でたんの吸引等業務に実

施する介護サービス従事者数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,003 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

165 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,977 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

989 

民 (千円) 

1,812 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,966 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

1,812 

 

その他（Ｃ） (千円) 

37 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【介護 No.12】 
ケアプラン点検支援体制構築事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

1,635千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護支援専門員が作成するケアプランが必ずしも利用者の自立

支援に沿った内容でないものもあるという指摘がある。ひいては

介護給付費増加にもつながる。 

アウトカム指標：ケアプラン点検をとおして不要な介護を除き、 

介護給付費を抑制する。 

事業の内容 ・圏域単位で、保険者及び主任介護支援専門員を対象に、講義形

式及び演習形式の研修を実施する。 

・保険者が行うケアプラン点検の際に、県介護支援専門員協会か 

ら指導者が同行し、専門的助言を行う。 

アウトプット指標 ケアプラン点検5％実施市町村数（４５市町村） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

保険者のケアプラン点検の強化を図り、点検を行う市町村数の増

加を図る 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,635 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,090 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,090 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

545 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,635 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修事

業 

事業名 【介護 No.11】 
ケアマネジメント活動推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,951千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域包括ケアシステムを構築するためには、多様なサービス主体

が連携して、要介護者等を支援できるよう、適切にケアマネジメ

ントを行うことが必要。 

アウトカム指標：新たに研修講師となる介護支援専門員を１０人

以上養成する。 

事業の内容 研修の不断の見直しのための研修向上委員会の開催、介護支援専

門員の指導にあたる研修講師の質の向上及び指導ポイントの共

有を図るための講師養成研修を実施する。 

アウトプット指標 研修向上委員会の開催回数：４回 
講師養成研修の開催回数：３回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

研修の不断の見直しや介護支援専門員を指導する立場にある講

師の質の向上を図ることにより、介護支援専門員の質を向上さ

せ、自立（律）支援に資する適切なケアマネジメントを実践でき

る介護支援専門員の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,951 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,951 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,300 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

651 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,951 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）研修代替要員の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【介護 No.12】 
長寿を支える地域の介護職員等研修支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,820千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（介護サービス事業所等へ補助） 

事業の期間 平成２８年７月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

熊本県内の介護施設・事業所等における介護サービスの質の向上

を推進するとともに、介護人材の育成を図る。 

アウトカム指標：１事業者あたりの研修受講者延べ人数10％増 

事業の内容 介護サービス事業者等が介護職員のスキルアップを図るために

研修等に派遣する際、必要となる代替職員の人件費を助成する。 

アウトプット指標 代替職員の雇用：30人／年 
アウトカムとアウトプット

の関連 

代替職員の雇用により介護職員等の研修受講環境が改善するこ

とで、研修受講者数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,820 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,880 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,940 

民 (千円) 

17,880 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

26,820 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理

解促進事業 

事業名 【介護 No.13】 
介護職員定着支援事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

7,640千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（団体に補助） 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護人材の確保・定着のため、現任職員に対しても、資質向上や

職場への定着及びキャリアアップ推進を図る必要がある。 

アウトカム指標：新任研修や専門研修など、職員の経験年数や職

階・役割に応じた研修や、施設の種類や業種を跨いだ横断的な研

修の実施 

事業の内容 現場職員への研修等を実施する団体への助成 

 

アウトプット指標 補助額 1,250千円×６団体 
 

アウトカムとアウトプット

の関連 

各実施団体が、年間を通して複数回、県内ブロックごとに研修を

実施することで、現任職員の資質向上や職場への定着、キャリア

アップ促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,640 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,093 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,547 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,640 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

5,093 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.14】 
認知症介護研修等事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,753千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（社会福祉法人への委託）及び熊本市（市へ補助 →社会

福祉法人へ委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

認知症介護を担う介護職員には、高い認知症対応力が求められる

ため、認知症の知識や介護技術等を習得する研修を実施すること

で、認知症に関する専門職を養成する。 

アウトカム指標：  

・認知症介護指導者養成研修 受講者累計 

 H27 33人   → H29 39人（熊本市分を含む） 

・認知症介護実践者研修 受講者累計 

 H27 4,927人 → H29 5,500人（熊本市分を含む） 

事業の内容 ・認知症の知識や介護技術等を習得する研修を実施。 

・認知症介護の指導者となる人材の養成 

アウトプット指標 ・認知症対応型サービス事業開設者研修：1回 

・認知症対応型サービス事業管理者研修：2回 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：2回 

・実践者フォローアップ研修：1回 

・認知症介護指導者フォローアップ研修：2名派遣（うち熊本市

分1名） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症介護指導者に、他の認知症介護研修の講師を依頼するた

め、認知症介護指導者の人数を増やすことが、県の認知症介護研

修の充実につながる。 

また、認知症介護実践者研修の受講は、管理者研修等の受講要件

となっているため、実践者研修の拡大が、管理者研修等の拡大に

つながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,753 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,991 
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都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,496 

公民の別 民 (千円) 

2,991 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,487 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

2,991 

その他（Ｃ） (千円) 

1,266 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.15】 
認知症総合支援研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 2,977千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一部を国立長寿医療研究センターへ委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

国の定める地域支援事業実施要綱において、市町村が実施する認

知症総合支援事業の認知症初期集中支援チーム員向けの研修と

認知症地域支援推進員の資質向上のための研修を実施する必要。 

アウトカム指標： 

・認知症初期集中支援チームを設置している市町村数（平成 27

年度末：12→平成29年度末：45） 

・認知症地域支援推進員（平成27年度末:39→平成29年度末：

45） 

事業の内容 ・各市町村が設置する認知症初期集中支援チームのチーム員に対

し、国が定める研修を国立長寿医療研究センターに委託して実

施。 

・各市町村が配置する認知症地域支援推進の養成、資質向上のた

めの研修を実施。 

アウトプット指標 ・認知症初期集中支援チーム員に対し研修を実施（年 6回程度） 
・認知症地域支援推進員に対する基礎編、フォローアップ編の研

修の実施（各 1回程度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修の実施によって、市町村の認知症初期集中支援チーム及び認

知症地域支援推進員の円滑な設置を支援する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,977 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

1,984 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,984 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

993 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,977 

うち受託事業等

（再掲） 
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その他（Ｃ） (千円) 

 

(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.16】 
認知症診療・相談体制強化事業（病院勤務の

医療従事者向け認知症対応力向上研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,488千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本市から一部負担金を徴収し共同実施） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

身体疾患を合併する認知症の方への対応力向上や認知症疾患医

療センターを始めとした専門医療機関と一般病院との連携強化

を一層促進するため、一般病院勤務の医師、看護師等の医療従事

者に対し、研修を行う。 

アウトカム指標：研修終了者数（県独自のオレンジドクター・オ

レンジナースを含む）の累計 H27：4,029人 → H29：6,000

人（当初設定の最終目標H29：3,200人） 

事業の内容 病院勤務の医師や看護師等の医療従事者に対する認知症対応力

向上研修の実施 

アウトプット指標 ・県独自プログラムによる研修講師役等となるリーダークラスの

医師(オレンジドクター)及び看護師（オレンジナース）の養成研

修：１回 

・過年度修了者のフォローアップ研修：1回 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（集合研修）

の実施：１回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修を担当できるオレンジナースを病院ごとに養成し、それぞれ

の病院で自ら研修を行ってもらうことで、認知症に対する理解の

高い病院、及びそこに勤務する医療従事者を増やすことに繋げ

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,488 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,814 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

908 

民 (千円) 

1,814 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,722 

うち受託事業等

（再掲） 
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その他（Ｃ） 

 

(千円) 

766 

(千円) 

1,814 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.17】 
認知症診療・相談体制強化事業 

（かかりつけ医認知症対応力向上研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

  1,599千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県医師会へ委託）及び熊本市（市へ補助⇒県医師会へ委

託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が日頃より受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に

対し、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人本人とその家

族を支える知識と方法を習得させる必要。 

アウトカム指標：かかりつけ医認知症対応力向上研修（基礎編）

受講者累計（平成27年度末：907人→平成29年度末：1,100人） 

事業の内容 かかりつけ医に対する適切な認知症の診断の知識・技術等の習得

を目的とした研修の実施。 

アウトプット指標 ・かかりつけ医認知症対応力向上研修（基礎編）の実施（1回程
度） 
・かかりつけ医認知症対応力向上研修（ステップアップ編）の実

施（1回程度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

かかりつけ医向けの認知症対応力向上研修を実施することによ

って、認知症診療等に必要な知識、技能等を持つかかりつけ医を

増加させる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,599 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

732 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

367 

民 (千円) 

732 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,099 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

732 

その他（Ｃ） (千円) 

500 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.18】 
認知症診療・相談体制強化事業（歯科医師向

け認知症対応力向上研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

682千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一般社団法人熊本県歯科医師会へ委託）及び熊本市（市

へ補助 一般社団法人熊本県歯科医師会へ委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

歯科医師等による口腔機能の管理を通じて、認知症の疑いのある

人に早期に気づき、かかりつけ医等と連携して認知症の人の状況

に応じた口腔機能の管理等を行うため、研修を行う必要がある。 

アウトカム指標：研修修了者H29 300名 
事業の内容 在宅訪問診療が増加していることなどを受け、歯科医師等に対す

る認知症の基礎知識・対応方法等に関する研修を実施 

アウトプット指標 歯科医師等を対象とした認知症対応力の向上のため、研修会を実

施：２回（県内２ヶ所で１回ずつ開催） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

本研修事業の実施により、歯科医師等の認知症対応力が向上し、

かかりつけ医や認知症専門医療機関との連携が促進されるもの

と考えられる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

682 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

454 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

228 

民 (千円) 

454 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

682 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

454 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.19】 
認知症診療・相談体制強化事業（薬剤師向け

認知症対応力向上研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

754千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県薬剤師会へ委託）及び熊本市（市へ

補助 公益社団法人熊本県薬剤師会へ委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

認知症の方の中には薬の処方が必要な人も多く、そこに携わる薬

剤師についても、認知症に対する理解を深め、その対応力を向上

させておく必要があるため、研修を行うことを要する。 

アウトカム指標：研修修了者H28 200名 
事業の内容 認知症に対する基礎的な理解を深め、薬剤師として認知症患者と

どのように接していくか等について履修する。 

アウトプット指標 薬剤師を対象とした認知症対応力の向上のため、研修会を実施 

：１回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

本研修事業の実施により、薬剤師の認知症対応力が向上し、薬の

処方時の工夫や、かかりつけ医等との連携が促進されることが期

待できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

754 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

502 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

252 

民 (千円) 

502 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

754 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

502 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の養成のための研修事業 

事業名 【介護 No.20】 
「熊本モデル」認知症疾患医療機能強化事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

  10,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 国立大学法人 熊本大学 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後の認知症高齢者等の増加に対応できる医療・介護体制を整備

するため、認知症医療等に高い専門性を有する看護師、精神保健

福祉士、臨床心理士、作業療法士等の専門スタッフの養成が必要

である。 

アウトカム指標： 県が実施する研修等の上位研修に当たる研修

を実施する（年間180人程度） 

事業の内容 ・認知症医療に習熟した看護師等の専門スタッフを養成するた

め、院内で実地研修、カンファレンス等を実施。 

・県内の専門職向けに、県が実施する研修の上位研修に当たる研

修や、熊本地震への対応等、新たな課題に対応した研修の実施。 

・他の機関が実施する研修等に対する助言等の協力。 

・認知症初期集中支援チーム員及び同チームを支援する各認知症

疾患医療センターの専門スタッフに対する指導、助言等。 

アウトプット指標 専門職向けの研修の実施（3回程度。うち、熊本地震に関係す
る内容を 1回程度）。 
 認知症初期集中支援チーム員に対するフォローアップのため

の研修の実施（1回程度）。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 専門職向けに認知症医療等の専門的な研修を実施することに

よって、県内の認知症医療等に携わる看護師等の専門的な知識、

技能等を高める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

6,666 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,334 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事業等
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10,000 （再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向

上事業 

事業名 【介護 No.21】 
地域密着型サービス地域支援推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,961千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本県地域密着型サービス連絡会への委託） 

事業の期間 平成２８年８月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

平成２７年度からの制度改正により、訪問介護・通所介護が地域

支援事業に移行されたことにより、住民のニーズに合わせたサー

ビスの多様化が図られるため、既存の地域密着型事業所における

サービスの質の向上が求められる。 

アウトカム指標：地域密着型サービス事業所の介護職員の人材育

成を行うことにより、地域密着型サービス事業所を核とした生活

支援や介護等におけるケアマネジメント力が高まる。 

事業の内容 地域密着型サービスの地域支援における新たな役割等について、

地域密着型サービス事業所職員等に対して研修を実施するとと

もに、新規事業所等に対する相談窓口を設置する。 

アウトプット指標 ・地域密着型サービス事業者等向けのセミナー等：年２回程度 
・開設予定者への随時のアドバイス  

アウトカムとアウトプット

の関連 

セミナー等を開催し、地域密着型サービス事業所が地域との連携

を進め、高齢者の在宅生活を支える主体（受け皿）となることの

必要性について周知することにより、介護人材の育成や資質向上

に繋がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,961 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,307 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

654 

民 (千円) 

1,307 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,961 

うち受託事業等

（再掲） 
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その他（Ｃ） (千円) 

0 

(千円) 

1,307 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向

上事業 

事業名 【介護 No.22】 
介護予防・生活支援サービス構築支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,219千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

平成29年4月1日までに各市町村は、訪問介護、通所介護を

予防給付から地域支援事業に移行し、介護予防・日常生活支援そ

ごう事業を実施しなければならないが、サービス内容の不足や

様々なサービスを提供できる体制が整っていない等の課題を抱

えている。地域におけるサービスの開発、ニーズとサービスのマ

ッチングなどを行い、地域の実情に合ったサービスを提供できる

体制づくりを進めるため、生活支援コーディネーターを配置する

必要がある。 

アウトカム指標： 

県内の生活支援コーディネーター養成数：40名程度 

事業の内容 ・生活支援コーディネーター養成研修、連絡会及び実地支援の実

施 

アウトプット指標 生活支援コーディネーター養成研修 年1回程度開催 

連絡会及び実地支援 年 2回程度開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

生活支援コーディネーター養成研修等を実施することにより、県

内全市町村に、生活支援コーディネーターを配置を進めるととも

に、コーディネートの支援を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,219 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） 1,959 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

980 

(千円) 

民  

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,939 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲） 
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その他（Ｃ） (千円) 

280 

1,959 

(千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向

上事業 

事業名 【介護 No.23】 
地域ケア会議アドバイザー派遣事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,170千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域包括ケアシステム構築の重要なツールである地域ケア会議

の開催・充実を図ることが必要。 

アウトカム指標：地域ケア会議の５つの機能全てを発揮する地域

包括支援センター（市町村主催も含む）を５０％以上にする。 

事業の内容 地域ケア会議アドバイザーを派遣し、実地支援を行う。 

アウトプット指標 アドバイザー派遣回数：３回×５市町村 
アウトカムとアウトプット

の関連 

アドバイザーからの支援・助言を受け、各市町村がより充実した

地域ケア会議を開催することにより、地域ケア会議の機能をより

一層発揮する市町村及び地域包括支援センターの増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,170 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

780 

基金 国（Ａ） (千円) 

780 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

390 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,170 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.24（介護分）】 
権利擁護人材育成事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,259千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一部委託）及び県内市町村 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

認知症高齢者や障がい者等の権利擁護のために成年後見制度の

活用が必要になることを踏まえ、制度の普及、啓発を行うととも

に市町村における成年後見制度利用促進体制構築及び市民後見

人養成等の権利擁護人材育成の促進を図る。 

アウトカム指標：  

市民後見人の育成・活用に向けた取組みを実施している市町村数 

H29：45市町村 

事業の内容 市町村における成年後見制度利用促進体制構築のための研修の

実施及び市民後見人養成等の権利擁護人材育成に対する助成 

アウトプット指標 ・成年後見制度利用促進研修の実施 H28：3回 

・市民後見人養成研修（専門編）の実施 H28:1回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

成年後見制度の利用促進のための事業を実施することで、県内の

市町村における市民後見人の養成・育成に向けた取組みを加速さ

せる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,259 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

11,887 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,944 

民 (千円) 

11,887 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,831 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

11,887 

その他（Ｃ） (千円) 

8,428 

備考 その他8,428千円のうち8,074千円については平成27年度分の

執行残を充当（国5,383千円、県2,691千円） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）介護予防の推進に資するOT、PT、ST指導者育成事業 

事業名 【No.25（介護分）】 
地域リハビリテーション指導者育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,933千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本地域リハビリテーション支援協議会へ委託） 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が住み慣れた生活の場で自分らしい生活を続けるため

に、介護予防事業や地域サロン等に地域リハビリテーション専門

職が関与することで、更なる自立支援を促す取り組みの強化が求

められている。そのため、医療機関等で勤務しているリハビリテ

ーション専門職を対象に、地域で活動できる指導者を養成し、介

護予防事業や地域サロン等に出向いて技術的支援ができる人材

の確保と派遣調整を行う。 

アウトカム指標： 

県内の地域リハビリテーション指導者養成数：50名程度 

事業の内容 （１）地域リハビリテーション指導者育成研修会の開催 

（２）地域リハビリテーション指導者育成養成プログラムの作成 

アウトプット指標 ・指導者養成研修 年1回程度開催 

・指導者育成養成プログラムの作成 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域リハビリテーション指導者養成研修等を実施することで、

介護予防事業等に出向いて技術的支援ができる人材を育成し、介

護予防事業等におけるリハビリテーション専門職の関与を促す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

2,933 

(千円) 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

    

基金 国（Ａ） 1,955 

(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 

978 

(千円) 

民 (千円) 

1,955 

計（Ａ＋Ｂ） 2,933 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲） 

 (千円) 

1,955 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.26（介護分）】 
介護職員定着支援事業（リーダー事業

者育成セミナー事業） 

【総事業費（計画期間の総額）】 

1,640千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（団体に補助） 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

職員の離職防止・定着を促進するため、経営層である事業者や施

設の管理者等の意識改革、積極的な取組みを促す必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の離職防止・定着（離職率の低下等） 

事業の内容 経営層を対象としたセミナー等を実施する団体への助成 

アウトプット指標 補助額 250千円×６団体 
アウトカムとアウトプット

の関連 

経営層を対象に、人材確保や勤務条件の改善を促すためのセミナ

ーを開催する施設団体等の事業へ補助を行い、業界全体の底上げ

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,640 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,093 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

547 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,640 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

1,093 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.27（介護分）】 
有料老人ホーム運営研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

462千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県  ※熊本市とも役割分担のうえ実施 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる良質な住まいの確保

を図る。 

アウトカム指標：全施設の研修受講 

事業の内容  有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅の経営者・施設長

等を対象として、従業者の労務管理などの施設運営上の留意点に

ついて、社会保険労務士などの有識者や事業者を招いた講義等に

よる研修を行う。 

アウトプット指標 研修受講施設数：３８０（施設数(483)の約８割） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 施設長等に対して定期的な研修を実施することにより、有料老

人ホーム事業の意義や重要性を再認識し、高齢者が安心して生活

できる住まいの確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

462 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

 

   308 基金 国（Ａ） (千円) 

308 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

154 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

462 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考  
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 (2) 事業の実施状況 

別紙1「事後評価」のとおり。 

 

 



   

別紙1 

 
 
 

 
 
 

平成27年度熊本県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成２８年１２月 

熊本県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（予定を含む） 
（実施状況） 
【医療分】 
 ・平成２９年２月に熊本県地域医療構想検討専門委員会で審議予定 
【介護分】 
 ・平成２８年３月の熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門部会保健福祉部会で審議 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
   

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

【介護分】 
特になし 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度熊本県計画に規定する目標を再掲し、平成27年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■熊本県全体（目標） 

 

【医療機能の分化・連携に関する目標】 

 高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、限られた資源を
有効に活用しながら、効果的かつ効率的に提供できる。 

⇒ 医療機能の更なる分化・連携を進める。 

⇒ 地域における医療・介護・福祉・行政などの関係機関で医療と介護情報の共有

化と連携を図る情報ネットワークの構築を進める。 

【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

地域医療ネットワーク構築した二次医療

圏域数 

0 

 

⇒ 11医療圏 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（脳血管疾患） 31.0% 

（H24年） 

⇒ 低下 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（急性心筋梗塞） 7.6％ 

（H24年） 

⇒ 低下または現状維持 

(H30年度末) 

歯科を標榜していない回復期病院やがん

診療連携拠点病院に対して訪問歯科診療

を行った件数 

0 ⇒ 700件／年 

(H28年度末) 

 

【在宅医療に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 医療・介護・福祉・行政などの様々な関係機関が協力しながら、各圏域の医療

資源や地域の実情等に応じて、在宅医療提供体制の整備と関係機関相互の連携

体制の構築を進める。 

⇒ 在宅医療を支援する病院、診療所、訪問看護ステーション及び薬局等における

先進的な活動事例を広く県民に紹介するなど、在宅医療に係る普及啓発を進め

る。 
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【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院・診療所のある市町村数 32市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

訪問看護ステーションがある市町村数 31市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 18市町村 

(H24年6月） 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

居宅介護サービス利用者に占める訪問看

護利用者の割合 

6.6％ 

(H24年3月) 

⇒ 10％ 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】    
・地域密着型介護老人福祉施設 1,871床（79カ所） → 1,987床（83カ所） 
※4 か所（116 床）整備するが、芦北圏域において個室ユニット化改修により、既

存施設 1か所（20床）減。 
・認知症高齢者グループホーム 

 3,040床（235カ所） → 3,166床（244カ所）     
・小規模多機能型居宅介護事業所 

3,550人／定員（147カ所） →3,768人／定員（156カ所） 
※うち、1カ所(25定員)は、H28の前倒し整備（熊本圏域）   

・介護老人福祉施設  7,327床（135カ所） → 7,407床（137カ所） 
※1か所（60床）整備に加え、芦北圏域において個室ユニット化改修により、既存

施設 1か所（20床）増 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
・介護予防拠点 35カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 149床（2ヵ所） 

 

【医療従事者の確保に関する目標】 

（医師） 

 医師の地域的な偏在を解消し、医師不足地域で医師が確保されることで、安心安全
で質の高い医療サービスが提供できる。 

⇒ 熊本市内と地域の医療機関で連携した医師のキャリア形成を支援できる体制や

医師不足地域の医療機関への医師派遣体制を構築する。 
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⇒ 人材が不足する診療科の医師確保対策、女性医師の就業継続支援、初期臨床研

修医確保対策などを推進する。 

 

（看護職員） 

 看護職員の県内定着が促進され、人材不足が解消されるとともに、看護職員の資質
が向上することで、安心安全で質の高い看護サービスが提供できる。 

⇒ 県内定着の促進のための取組みや離職防止対策などを推進する。 

⇒ 看護師等学校・養成所などにおける看護教育環境の質の向上や入院時から在宅

への移行を見据えた看護サービスが提供できる人材の育成など、看護職員の資

質の向上に向けた対策を推進する。 

 

（勤務環境改善） 

 医療従事者等の勤務環境が改善することで、医師・看護師等の確保や医療安全の確
保が図られ、患者の安全と健康が守られる。 

⇒ 医師、看護師をはじめとした医療従事者等の勤務環境改善を進める。 

 

（職種間の連携） 

 各分野の職種が機能的に連携することで、高度急性期から在宅における療養まで、
患者の状態に応じた適切なサービスが提供できる。 

⇒ 医科、歯科、薬科、看護、介護などの各分野で、連携を図る人材育成を進める。 

【定量的な目標値】 

（医師） 

指標名 現状  目標 

 

県全体での人口10万人対医師数 

 

257.5人 

(H22年度) 
⇒ 

257.5人（現状維持）

(H28年度) 

初期臨床研修医の募集定員の充足率 
81.0% 

（H24年度） 
⇒ 

95.0% 

（H28年度） 

義務年限終了した自治医科大学卒業医師

の県内定着率 

50.0% 

（H24年度） 
⇒ 

52.5% 

(H29年度) 

人口10万人対医師数（小児科） 
96.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 
39.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

（歯科医師） 

指標名 現状  目標 

がん連携登録歯科医師数 179人 

（H24.12） 
⇒ 

500人 

(H29年度) 
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（薬剤師） 

指標名 現状  目標 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

 ※再掲 

（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

指標名 現状  目標 

県内の看護学校養成所卒業者の県内定着

率 

52.7% 

（H24年度） 
⇒ 

58.0% 

(H29年度) 

看護職員の離職率 8.9% 

（H23年度） 
⇒ 

7.9% 

(H29年度） 

看護職員の県内再就業者数 352人 

（H23年度） 
⇒ 

530人 

(H29年度) 

訪問看護師（常勤換算） 454人 

（H22年） 
⇒ 630人 

（H29年） 

（医療従事者の勤務環境改善） 

指標名 現状  目標 

医療法改正を契機として、勤務環境改善の

取組みを検討する医療関係団体数 

0 
⇒ 

5団体 

（H29年度) 

 

【介護従事者の確保に関する目標】 

・本県においては、平成 37年度において 1,492人の介護職員の不足が見込まれてお
り、当該不足を解消するため、広報・啓発、多様な人材の参入促進、職員の定着

促進、の３つの観点から総合的に介護人材の確保・定着に向けた取組みを進めて

いく。 
・広報・啓発 

   広く県民に対し介護職の魅力や専門性等を PRするための各種広報・啓発実施 
・多様な人材の参入促進 

   将来的な介護人材となる若者への重点的働きかけ 
   就労希望者や潜在的有資格者の就労促進のための研修等の実施 
・職員の定着促進 

   職員のキャリアアップ支援 
   事業者に対する主体的取組みの必要性についての意識啓発等 
【定量的な目標値】 
・介護職員の不足の解消に向けた取組みを進めるとともに、併せて介護人材の資質

の確保・向上、環境整備等を図っていく。 
 

第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に掲げる 
数値目標のうち、関連性の高いもの 
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２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□熊本県全体（達成状況） 

【医療機能の分化・連携に関する目標】 

●地域医療ネットワーク構築した二次医療圏域数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２７年度は、４医療圏（熊本、阿蘇、水俣・芦北、人吉・球磨）における

１１７施設においてネットワークを構築済み。 

  ２）見解 

    平成27年12月には、熊本大学医学部附属病院及びパイロットエリア（阿蘇、

水俣・芦北、人吉・球磨）で中核的な３病院において先行して運用を開始した。 

また、平成28年度には、県内各地域の中核病院を含む２１１施設におけるネット

ワーク構築を予定しており、各圏域への広がりが期待できる。 

  ３）改善の方向性 

    平成２８年度に予定しているパイロットエリア及び地域中核病院へのネットワ

ーク構築が円滑に進んでいくよう、しっかりと進捗管理を行っていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●年齢調整死亡率（脳血管疾患） 

  １）目標の達成状況 

    年齢調整死亡率（脳血管疾患）の現状 31.0%（H24年）⇒ 27.4%（H26年） 

  ２）見解 

    脳血管疾患の年齢調整死亡率低下という目標が達成されつつある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●年齢調整死亡率（急性心筋梗塞） 

  １）目標の達成状況 

    年齢調整死亡率（急性心筋梗塞）の現状 7.6%（H24年）⇒ 6.4 %（H26年） 

  ２）見解 

    急性心筋梗塞の年齢調整死亡率低下という目標が達成されつつある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●歯科を標榜していない回復期病院やがん診療連携拠点病院に対して訪問歯科診療を

行った件数 

  １）目標の達成状況 

    平成27年度に実施した件数は延べ4,909件であった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    歯科医療機関と回復期病院等との連携が開始され、また訪問歯科診療用の機器

も整備されてきたため、実施件数が前年度よりも増加しており、今後も関連の取

組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【在宅医療に関する目標】 

●在宅療養支援病院・診療所のある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の32市町村から横ばいであり、目標達成に向け推進している。 

（H27.10.1現在） 

  ２）見解 

    在宅療養支援病院・診療所のある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の

整備が一定程度進んだが、今後も関連の取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護ステーションがある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の31市町村から1市町村増加し、32市町村となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーションがある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の整備

が一定程度進んだが、今後も関連の取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の18市町村から5市町村増加し、23市町村となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所のある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の整

備が一定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の7％から12.9ポイント上昇し、19.9％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    薬剤訪問指導を実施する薬局の増加の機運が高まっている状態であるため、計

画を進めることにより早期に目標達成を見込めると考えられる。 

  ３）改善の方向性 

    H27年度末に訪問薬剤師支援センターが竣工・稼働し、医療材料供給システムの

構築も進んでいるため、更なる改善（薬剤訪問指導実施薬局の増加）が見込まれ

る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

●居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の6.6%から平成27年7月現在で8.6％となり、目標達成に向け推進している。 

  ２）見解 

    居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合の上昇により、在宅医

療提供体制の整備が一定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要があ

る。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・地域密着型介護老人福祉施設 １４５床（５カ所） 
※１カ所（29床）は H28計画の前倒し整備。 
※５カ所は H28へ繰越後、４ヵ所開設済み（H28.8現在）。 

・認知症高齢者グループホーム １２６床（９カ所） 
      ※６カ所はH28へ繰越後、5カ所開設済み（H28.8現在） 

    
・小規模多機能型居宅介護事業所 １３３人／利用定員（５カ所） 

※５カ所は H28へ繰越後、４ヵ所開設済み（H28.8現在）   
・介護老人福祉施設  ６０床（１カ所） 
      ※H28へ繰越後、現在整備中。 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヵ所 
      ※施設開設準備経費のみ 
・介護予防拠点 ４２カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 ３３床（１ヵ所） 

 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

 ●県全体での人口10万人対医師数 

  １）目標の達成状況 

    現状257.5人から17.8人増加し、275.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    県が実施している医師確保対策事業などの効果により、県内での就業に対して

魅力を感じた医師が増加し、県内で勤務する医師が増加したと考えられる。今後

もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●初期臨床研修医の募集定員の充足率 

  １）目標の達成状況 

    現状81.0％が6.3ポイント低下し、74.7％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    臨床研修指導医の育成支援や全国の医学生等を対象とした、県内の臨床研修病

院が一堂に会した県主催の臨床研修病院合同説明会の開催などの取組みにより、

マッチ者数は増加したものの、募集定員の増加によりマッチ率は低下した。  

３）改善の方向性 

    各臨床研修病院とともに、医学生等に対して、引き続き臨床研修体制の特色や

魅力を広くＰＲしていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●義務年限終了した自治医科大学卒業医師の県内定着率 

  １）目標の達成状況 

    現状50.0％が3.4ポイント上昇し、53.4％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、県内での就業に対して魅力を感じた医師が増

加し、県内定着率が増加したと考えられる。今後もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

●人口10万人対医師数（小児科） 

  １）目標の達成状況 

    現状96.6人から7.7人増加し、104.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、小児科医の減少が食い止められ、人口10万人

対医師数が増加したと考えられる。今後もこの取組みを推進し、小児科医の増加

を目指す。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 

  １）目標の達成状況 

    現状39.6人から3.7人増加し、43.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、産婦人科・産科の人口10万人対医師数が増加

したと考えられる。今後もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●がん連携登録歯科医師数 

  １）目標の達成状況 

    現状179人が293人増加し、472人となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    県内すべての指定がん診療連携拠点病院と協力をし、各関連事業に取り組んだ

結果、がん連携登録歯科医師数が増加がした。今後も取組みを進めていく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の7％から12.9ポイント上昇し、19.9％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    薬剤訪問指導を実施する薬局の増加の機運が高まっている状態であるため、計

画を進めることにより早期に目標達成を見込めると考えられる。 

  ３）改善の方向性 

    H27年度末に訪問薬剤師支援センターが竣工・稼働し、医療材料供給システムの

構築も進んでいるため、更なる改善（薬剤訪問指導実施薬局の増加）が見込まれ

る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●県内の看護学校養成所卒業者の県内定着率 

  １）目標の達成状況 

    現状52.7％から3.3ポイント上昇し、56.0％となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    県内の看護学校養成所卒業者の県内定着率の上昇により、看護職員の確保が一

定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）改善の方向性 

    着実に県内定着率は上昇しているが、目標の58.0％には達していない。引き続

き、県内の看護学校養成所と協同で、県内定着に向け取り組んで行く。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●看護職員の離職率 

  １）目標の達成状況 

    現状8.9％から1.1ポイント増加し10.0％となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    病院内保育所の整備等により、出産・育児を理由とした離職者は減少傾向にあ

るが、結婚や県外転出による離職者の増加が離職率に影響した。特に、200床未満

の病院での離職者が増加傾向にある。 

  ３）改善の方向性 

    離職者の傾向をさらに分析するとともに、離職防止に係る各種補助制度や支援

制度の周知を図り、離職率が高い医療施設に積極的に支援制度を活用してもらう

ことにより離職防止につなげる。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 
   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

●看護職員の県内再就業者数 

  １）目標の達成状況 

    現状352人から15人減少し337人となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    再就業を希望する求職者数は増加傾向にあり、また、求人者数も増加傾向にあ

るるものの、双方の条件が一致しなことから再就業者数が減少した。 

  ３）改善の方向性 
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    平成27年10月から施行された看護師等の離職時届出制度を活用し求職者を増加

させるとともに、ハローワークとの連携により求職者及び求人者の増加を図る。

併せて、再就業者支援研修実施地域の拡大及び就業相談窓口の増設を実施し、再

就業者の増加を図る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護師（常勤換算） 

  １）目標の達成状況 

    現状454人から223.5人増加し677.5人となった（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    訪問看護師の養成研修の実施や、在宅医療のニーズの高まりにより訪問看護ス

テーションが増加したことに伴い、訪問看護師が増加し目標である630人を達成し

た。 

  ３）改善の方向性 

    今後も在宅医療のニーズが高まり需要が見込まれるため、取組みを加速化して

いく必要がある。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●医療法改正を契機として、勤務環境改善の取組みを検討する医療関係団体数 

  １）目標の達成状況 

    平成27年度において2医療機関が医業経営に関する勤務環境改善システムの導

入を行い、継続的な支援を行っている。 

  ２）見解 

    医療勤務環境改善支援センターにおける医業経営アドバイザー及び医療労務管

理アドバイザーの継続的な支援により、勤務環境改善の取組みを検討する医療機

関が増加していると考えられる。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■熊本医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 熊本医療介護総合確保区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 入院患者の在宅移行時に入院医療機関と在宅療養に係る機関が患者情報を共有

し、切れ目のない継続的な医療体制を確保するための取組みを支援する。 

⇒ 在宅療養に係る多職種の「顔の見える」関係づくりをすすめ、地域ごとに包括

的かつ継続的な在宅医療提供体制を構築するための取組みを推進する。 

⇒ 市内のいずれの地域においても多職種連携による充実した連携体制のもと、市

民が安心して質の高い在宅医療を受けられるように取り組む。 

⇒ 患者や家族だけでなく、在宅療養提供者にとって安心で負担の少ない在宅医療

が継続的に提供される体制作りを支援する。 

⇒ 市民一人ひとりが、人生の最期をどのように迎えたいのかということについて

考えるきっかけづくりを支援する。 

 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・地域密着型介護老人福祉施設 344床（14カ所） → 402床（16カ所） 
・認知症高齢者グループホーム 812床（62カ所） → 884床（66カ所） 

指標名 現状  目標 

訪問診療実施件数 3,781件 

(H23年9月) 

⇒ 7,000件 

（H29年度末） 

介護保険による訪問看護利用件数 94,015件 

（7,835件／月） 

(H22年度) 

 

⇒ 

137,409件 

（11,450件／月） 

(H29年度末) 

ターミナルケアに対応する訪問看護ステ

ーションの数 

32施設 

(H24.4.1現在） 

⇒ 全ての訪問看護 

ステーション 

（H29年度末） 
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・小規模多機能型居宅介護事業所 
 1,308人／定員（54カ所） →1,458人／定員（60カ所） 

           ※うち、1カ所 25人分は H28整備分の前倒し   

・介護老人福祉施設  1,784床（31カ所） → 1,844床（32カ所） 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

２．計画期間 
平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□熊本医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●訪問診療実施件数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年９月実施の医療施設調査によると、訪問診療実施件数は５，０５６

件まで増加した。 

  ２）見解 

    訪問診療実施件数は増加しており、在宅医療の提供体制の整備は進んでいる。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●介護保険による訪問看護利用件数について 

  １）目標の達成状況 

    昨年度より１３５，２４４件増加し、計２２９，２５９件となった（Ｈ２６年

度末）。 

  ２）見解 

    介護保険による訪問看護利用件数は、当初の目標を達成しており、患者や家族

だけでなく、在宅療養提供者にとって安心で負担の少ない在宅医療が継続的に提

供される体制作りが一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●ターミナルケアに対応する訪問看護ステーションの数について 

  １）目標の達成状況 

    昨年度より２施設減少し、計４９施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    ターミナルケアに対応できる訪問看護ステーションの数は以前より増加し、自

宅で最期を迎えたい市民の希望が実現しやすい体制が広がり、また、市民一人ひ

とりが人生の最期をどのように迎えたいのかということについて考えるきっかけ

づくりについても、一定程度進んでいるが、人員の確保や職員研修等も必要であ

り、継続的に実施するには難しい面もある。 
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【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・地域密着型介護老人福祉施設 ５８床（２カ所） 
※２カ所は H28へ繰越後、２ヵ所ともに開設済み（H28.8現在）。 

・認知症高齢者グループホーム ７２床（４カ所） 
      ※３カ所はH28へ繰越後、２カ所開設済み（H28.8現在） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 １３３人／利用定員（５カ所） 

※５カ所は H28へ繰越後、４ヵ所開設済み（H28.8現在） 
・介護老人福祉施設  ６０床（１カ所） 
      ※H28へ繰越後、現在整備中。 

 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

 

３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■宇城医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 宇城区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 在宅医療を担う医療機関の機能分化を推進する。 

⇒ 保健・医療・福祉の連携強化を進める。 

⇒ 圏域全体で訪問看護が利用できるような体制を検討する。 

⇒ 在宅医療に関する情報の提供、機運醸成を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 9施設 ⇒ 増（H29年度末） 

後方支援する病院等 4施設 ⇒ 増（H29年度末） 

在宅医療連携拠点施設 未設置（H24年度） ⇒ 設置 

訪問看護ステーション数 8施設 ⇒ 増（H29年度末） 

情報の提供 － ⇒ 随時実施 

 
【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 261床（19カ所） → 270床（20カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 300人／定員（12ヵ所）→318人／定員（13カ所） 
※1カ所はサテライト（補助整備なし） 

・介護予防拠点 3カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 109床（1カ所）   

 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□宇城医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所・病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の９施設から３施設増加し、計１２施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所・病院数の増加により、在宅医療を担う医療機関の機能分

化の推進するための体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●後方支援する病院等について  

  １）目標の達成状況 

    定義が曖昧なため、把握をしていない。 

  ２）見解 

    指標の妥当性も含め、再検討の必要性がある。 

  ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；  ） 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅医療連携拠点施設について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０箇所から５箇所増加し、計５箇所となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅医療連携拠点施設の増加により、保健・医療・福祉の連携強化を進めるた

めの体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の８施設から３施設増加し、計１１施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数の増加により、圏域全体で訪問看護が利用できるため

の体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    訪問看護の利用を進めるため、退院支援ナースの養成や宇城管内の訪問看護ス

テーション連絡会を開催する。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●情報の提供について 

  １）目標の達成状況 

    「在宅医療・地域フォーラムin宇城」や、疾病ごとの連絡会、研修会等を通じ

て、情報の提供を随時行った。 

  ２）見解 

    上記の取組により、在宅医療に関する情報の提供が進み、機運醸成も一定程度

図られた。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・認知症高齢者グループホーム ９床（１カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 １２人／利用定員（１カ所）※補助無し整備   
・介護予防拠点 ５カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 ３３床（1カ所） 

 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
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 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■有明医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 有明区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

 ⇒ 在宅療養支援医療機関の拡充を図る。 

⇒ 在宅医療の従事者の研修を通じ、訪問看護等在宅サービスの質の向上を図る。 

⇒ 医療・保健・福祉・介護系の在宅サービス担当者、介護支援専門員などが相互に

役割を確認し連携強化を図る。 

⇒ 在宅療養者や家族が安心して生活できるよう、地域の関係機関が連携してインフ

ォーマルな支援や家族の介護負担の軽減を図る。 

 

指標名 現状  目標 

地域療養支援病院を核とした機能強化型

在宅療養支援診療所数 

8施設 

（H24年度） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 387床（26カ所） → 396床（27カ所） 
・介護予防拠点１５カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 40床（1カ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□有明医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●地域療養支援病院を核とした機能強化型在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の８施設から４施設増加し、計１２施設となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    地域療養支援病院を核とした機能強化型在宅療養支援診療所数の増加により、

在宅療養支援医療機関の拡充が図られるなど、おおむね順調に進んでおり、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P12） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・認知症高齢者グループホーム ９床（１カ所） 
・介護予防拠点１８カ所 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■鹿本医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 鹿本区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と協力しながら、在宅医療提供体制の整備と関係機関相互の連

携体制の構築を進める。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を推進する。 

 

指標名 現状  目標 

自宅での死亡割合 7.3% 

（死亡者数55人） 

（H22年） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護の利用率（※） 3.4％ 

（H24年3月） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 ※介護保険の居宅介護サービス受給者に占める訪問看護利用者の割合。 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・介護予防拠点 1ヵ所 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□鹿本医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●自宅での死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    平成29年度に把握する予定。 

  ２）見解 

    平成29年度に把握する実績値に基づき整理する予定。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P13） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護の利用率（※）について 

  １）目標の達成状況 

    １．１ポイント増加し、５．９％（平成27年５月）となった。 

  ２）見解 

    訪問看護の利用率は、平成２５年度比で県平均の７．７％よりも低い。また、

管内の利用率は月毎に増減が見られ、年度平均で見ても減少している年度もある。

訪問看護ステーション数も減少しており、利用率の変動の要因は特定できない。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P13） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

    ※介護保険の居宅介護サービス受給者に占める訪問看護利用者の割合。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・介護予防拠点 整備なし ※H28へ整備延期 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を平成２８年度に実施する。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■菊池医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 菊池区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 地域の医療福祉機関との連携強化を図る。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

⇒ 在宅医療提供体制の整備・推進を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 12施設 

（H24年度） 

⇒ 20施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 0 

（H24年度） 

⇒ 4施設 

（H29年度末） 

24時間体制の訪問看護ステーションの従

業者割合（10万人当たり） 

31.57人 

（H21年度） 

⇒ 38人 

（H29年度末） 

在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数 4施設 

（H23年度） 

⇒ 10施設 

（H29年度末） 

在宅での看取りの割合（10万人当たり） 100人 

(H22年度) 

⇒ 150人 

（H28年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・地域密着型介護老人福祉施設 228床（9カ所） → 286床（11カ所） 
・認知症高齢者グループホーム 234床（17カ所） → 252床（18カ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□菊池医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：12施設、H27：12施設（H28.3.31現在）、目標：20施設。達成状況は6割。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数は現状維持。しかし、医療機関からは「往診・訪問診療

を行っていても、加算の届出には24時間体制の対応等が求められるため届出でき

ない」という声も上がっている。往診や訪問診療などの実施状況と在宅療養支援

診療所数は必ずしも一致せず、あくまで指標と捉えるべきと考える。 

  ３）改善の方向性 

    阻害要因としては、熊本市等から通勤する医師が多いことが挙げられる。これ

を踏まえて、当圏域在住のより多くの医師による協力が得られるよう、医師会等

を通じて働きかけを行う。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P15） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：0施設、H27：1施設（H28.3.31現在）、目標：4施設。達成状況は4分の1。

なお、在宅療養後方支援病院は1施設（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養病院数は平成24年度に1施設増加して以降増えていない。在宅療養支援

診療所と同じく、往診・訪問診療を行っていても、加算の届出には24時間体制の

対応等が求められるため届出数が伸び悩んでいる。 

  ３）改善の方向性 

    在宅療養支援診療所と同じく、当圏域在住のより多くの医師による協力が得ら

れるよう、医師会等を通じて働きかけを行う。また、在宅復帰支援体制を確保す

るには管内病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーの配置体制が充実するこ

とが求められており、これについても医師会等を通じて働きかけを行う。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P15） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●24時間体制の訪問看護ステーションの従業者割合（10万人当たり）について 

  １）目標の達成状況 

    現状：31.57人、H27：39.5人（H27.10.1現在）、目標：38人。平成27年度中に

目標を達成した。 

  ２）見解 

    24時間体制の訪問看護ステーションの従業者割合（10万人当たり）の増加によ

り、在宅医療提供体制の整備が進んだ。しかし、全15事業所のうち9事業所が看護

職5人未満の小規模事業所であり、また当圏域の訪問看護の利用状況は9.2％と全

国平均（10.1％）よりも低い 

  ３）改善の方向性 

    訪問看護の利用率が低いことを踏まえ、平成27年度に啓発リーフレット「在宅

療養を支える訪問看護について」を作成し、地域包括支援センター、介護支援専

門員協会、医師会、管内訪問看護ステーション等に1,000部配布した。引き続き、

利用率向上に向けて啓発に努める。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P15） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：4施設、H27：4施設（平成26年度時点、平成27年度国保連合会調査より）、

目標：10施設。達成状況は4割。 

  ２）見解 

    在宅患者訪問薬剤管理指導は医療保険の請求であるが、同内容で介護保険の「居

宅療養管理指導」がある。介護保険の給付が優先されること等を踏まえると居宅

療養管理指導の状況も併せて把握すべきと考える。 

  ３）改善の方向性 

    現計画では「在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数」のみを指標としているが、

２）見解で述べたことから再検討が必要である。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P15） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●在宅での看取りの割合（10万人当たり）について 

  １）目標の達成状況 

    管内の看取り割合に関する既存の統計調査や、正確にこれを把握できる機関が

ない。そのため達成状況が判断できない。 

  ２）見解 

    計画当時の経緯の詳細はわからないが、データが把握できないため評価指標と

して不適切であった。 

  ３）改善の方向性 

代替となる指標を設定するか、または削除すべきと考えられる。 

代替として考えられるのは、「人口動態調査」の「死亡場所別死亡者数」であ

るが、自殺や事故による死亡者数も含まれてしまうため正確な看取り件数とはい

えない。 

  ４）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ； ） 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・地域密着型介護老人福祉施設 ８７床（３カ所） 
         ※３カ所は H28へ繰越後、１カ所開設済み（H28.8現在） 
・認知症高齢者グループホーム １８床（１カ所） 
          ※繰越後、開設済み（H28.8現在） 
 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■阿蘇医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 阿蘇区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問看護など

の在宅医療を圏域で利用できる体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

緊急時、24時間対応できる訪問看護ステ

ーション数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 拡充・充実 

（H29年度末） 

訪問診療及び往診実施の医療機関数 病院（4施設） 

診療所（20施設） 

歯科診療所（10施設） 

（H23年度） 

 

⇒ 

病院（5施設） 

診療所、歯科診療所

ともに拡充・充実 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
【介護従事者の確保に関する目標】 

 
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□阿蘇医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●緊急時、24時間対応できる訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    策定時４施設から２施設増加し、計６施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    緊急時、24時間対応できる訪問看護ステーション数の増加により、訪問看護を

圏域で利用できる体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P17） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問診療及び往診実施の医療機関数について 

  １）目標の達成状況 

    病院数は策定時から変更なく計４施設、診療所数は策定時の２０施設から４施

設減少して１６施設、歯科診療所は策定時の１０施設から８施設増加して１８施

設となった（H26年度在宅医療資源マップ調査）。 

  ２）見解 

    歯科診療所では増加、病院では増加なし、診療所では減少した。 

診療所においては、医師の高齢による閉院等により医療機関数自体減少している。 

  ３）改善の方向性 

    人材確保が必要 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P17） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■上益城医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 上益城区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と連携し、圏域の実情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の

確保に努める。 

⇒ 管内の現状と課題を明確にし、圏域全体で訪問看護が利用できるような連携体  

制づくりを進める。 

⇒ 医療・福祉関係者をはじめ住民の在宅医療に対する理解を深めるための普及啓

発を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 4施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 1施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数（うち24時間対

応） 

7（4）施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□上益城医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所・病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の４施設から２施設増加し、計６施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所・病院数の増加により、様々な関係機関と連携し、圏域の

実情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の確保が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    今後とも関係機関と連携し、在宅支援医療機関の確保に努める。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の１施設から１施設増加し、計２施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所数の増加により、様々な関係機関と連携し、圏域の実

情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の確保が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    今後とも関係機関と連携し、在宅支援医療機関の確保に努める。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●訪問看護ステーション数（うち24時間対応）について 

  １）目標の達成状況 

    現状の７施設（うち24時間対応は４施設）から５施設増加し、計１２施設（う

ち24時間対応は１０施設）となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数（うち24時間対応）の増加により、圏域全体で訪問看

護が利用できるような連携体制づくりが一定程度進んだ。 

３）目標の継続状況 
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   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 
  



   

38 
 

■八代医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 八代区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 県民が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問

看護などの在宅医療を利用しやすい体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 2施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 16施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

    
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 

  



   

39 
 

□八代医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０施設から変更なく、計０施設のまま（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援病院数は現状維持であるものの、下記の在宅療養支援歯科診療所

数及び訪問看護ステーション数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の整

備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P20） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の２２施設から変更なく、計２２施設のまま（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数は現状維持であるものの、下記の在宅療養支援歯科診療

所数及び訪問看護ステーション数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の

整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P20） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の２施設から６施設増加し、計８施設となった（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の整備

が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P20） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の１６施設から５施設増加し、計２１施設となった（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステーション数の増加により、

在宅医療を利用しやすい体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P20） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■芦北医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 芦北区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりを目指す。 

⇒ その人らしい看取りができるよう、地域の関係機関の連携強化を図り、在宅療

養を支えるサービス体制の充実を目指す。 

⇒ 在宅療養についての住民への啓発を実施する。 

⇒ 在宅療養を支援する関係者の質の向上を目指す。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 7施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

    
 
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□芦北医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の７施設から２施設増加し、計９施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数、下記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステー

ション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一

定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P22） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０施設から１施設増加し、計１施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援診療所数、在宅療養支援歯科診療所数及び下記の訪問看護

ステーション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づく

りが一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P22） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の６施設から１施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援診療所数、在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステー

ション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一

定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P22） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●24時間対応可能な訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の６施設から、同数の計６施設のまま（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    24時間対応可能な訪問看護ステーション数の増加はなかったが、在宅療養支援

診療所数、下記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステーション数の増加

により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    24時間対応可能な療養支援体制づくりに向け、継続的に取組を進めていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P22） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

 
  



   

44 
 

■球磨医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 球磨区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 医療サービスが保健サービス(健康づくり)や福祉サービスが連携・協力して、

一体的・体系的に提供する地域のシステムを構築する。 

⇒ 在宅医療連携システムの中核を担う訪問看護ステーション、包括支援センター  

の機能強化を図る。 

⇒ 住民が在宅医療に対して関心を持ち、自らがさまざまなサービスの実施ができ

るよう研修会や意見交換会を実施する。 

⇒ 在宅での健康づくりや服薬の確認などを実施するボランティアを養成するな  

  ど医療サポートシステムを構築する。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村

数 

0 

（H23年度末） 

⇒ 管内全市町村 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 198床（15カ所） → 207床（16カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 322人／定員（13カ所） → 347人／定員（14カ所） 
 ・介護予防拠点１０カ所   

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

  
２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□球磨医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０市町村から１０市町村増加し、計１０市町村（管内全市町村）と   

なった（H26.12月）。 

  ２）見解 

    在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村数の増加により、保健サービス(健康

づくり)、医療サービス、福祉サービスが連携・協力して、一体的・体系的に提供

する地域のシステムの構築が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P24） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・認知症高齢者グループホーム ９床（１カ所） 
           ※H28へ繰越後、開設済み（H28.8現在） 
・介護予防拠点１１カ所 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■天草医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 天草区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 在宅療養を支援する医療機関等との協力体制を整備する。 

⇒ 訪問看護ステーション等の在宅の医療サービスを充実する。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

 

指標名 現状  目標 

地域医療連携室を設置している病院数 8施設 

（H24年度末） 

⇒ 18施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H24年度末） 

⇒ 25施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 2施設 

（H24年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 270床（24カ所） → 279床（25カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 368人／定員（15カ所） → 393人／定員（16カ所） 
  ・介護予防拠点 6ヵ所 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成27年4月1日～平成29年3月31日 
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□天草医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●地域医療連携室を設置している病院数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末から変更なく、計８施設である（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    目標の１８施設（設置率１００％）にはまだ遠い状況である。引き続き各医療

機関に対して連携室設置の必要性を説明していく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P26） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の２３施設から２施設減少し、２１施設となった 

（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    平成２７年度に在宅療養支援診療所ではなくなった２施設は、当該診療所の届

出要件を満たすことが難しくなったとのこと。目標の２５施設の整備に向けて引

き続き取り組んでいく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P26） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の２施設から変更なし（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    当該病院数の増が目標であるが、増加していない。引き続き増加に向けて取り

組んでいく。 

３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P26） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の４施設から３施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数及び下記の24時間対応可能な訪問看護ステーション数

の増加により、訪問看護ステーション等の在宅の医療サービスの充実が一定程度

進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P26） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●24時間対応可能な訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の６施設から１施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数の増加により、在宅の医療サービスが充実し、少しず

つ訪問看護利用率も増加してきている。目標の６施設は達成している。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P26） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護施設等の整備に関する達成状況】 

１）目標の達成状況 

・認知症高齢者グループホーム ９床（１カ所） 
           ※H28へ繰越後、開設済み（H28.8現在） 
・介護予防拠点 ８カ所 
 

 ２）見解 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

平成27年度熊本県計画に規定した事業について、平成27年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

〇事業の内容等 

事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

設備の整備に関する事業 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 No.1】 

地域医療等情報ネットワーク基盤整備事業 
【総事業費】 
31,927千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県医師会 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

より質の高い医療や介護サービスを提供するため、ICTを活

用した医療と介護情報の共有化と連携を図る情報ネットワ

ークの構築を進める。 

アウトカム指標：医療、在宅医療、介護等のサービスの質

の向上に寄与する。 

事業の内容（当初計画） 地域包括ケアシステムを推進し、患者を中心としたより質

の高い医療、介護サービスを提供するため、県内の医療機

関（病院、診療所）をはじめ、訪問看護ステーション、薬

局及び介護関係施設等におけるＩＣＴを活用した地域医療

等情報ネットワークの構築を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

ネットワークを構築した２次医療圏域数（０ ⇒ ３） 

アウトプット指標 

（達成値） 

ネットワークを構築した２次医療圏域数：４圏域増加 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：ネットワーク構築

による患者情報の共有により、医療・介護等サービスの質

の向上に繋がった。 

（１）事業の有効性 
パイロットエリア（阿蘇、水俣・芦北、人吉・球磨）にお

いて、病院、診療所、訪問看護ステーション、介護施設等

における ICTを活用した地域医療等情報ネットワークの運
用をスタートさせたことにより、医療機関や介護関係施設

等による迅速かつ適切な患者情報の共有・連携が推進され

た。 
（２）事業の効率性 
パイロットエリアにおいて先行してシステム構築を行うこ

とにより、県内全域に展開していくに当たっての課題等の

抽出・検証ができ、事前に効率良くシステム改良等を行う

ことが可能となる。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 NO.2】 

医科歯科連携訪問歯科診療用機器整備事業 

【総事業費】 
15,937千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 一般社団法人熊本県歯科医師会、県内地域歯科医師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病院で手術や薬物療法を受けた患者が、在宅医療にシフト

する前に、口腔内のケア等が必要である。 

アウトカム指標：歯科を標ぼうしていない回復期病院やが

ん診療連携拠点に対して訪問歯科診療を行った件数 
（７００件／年）  

事業の内容（当初計画） がん連携拠点病院や回復期病院等における医科歯科連携を

推進するため、訪問歯科診療用器材（ポータブルユニット

等）を熊本県内の郡市歯科医師会に整備し、地域の診療所

が積極的に病院等への訪問歯科診療に参加できる体制づく

りを行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

訪問歯科診療用機器の配備された各地域歯科医師会数 
       （５ ⇒ ９） 

アウトプット指標 

（達成値） 

訪問歯科診療用機器の配備された各地域歯科医師会数 
       （５ ⇒１０） 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：歯科を標ぼうして

いない回復期病院やがん診療連携拠点に対して訪問歯科診

療を行った件数 
観察できた → 4,909件（H27年度） 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、熊本県内の全郡市歯科医師会のう

ち、昨年度整備していない郡市歯科医師会の中から訪問歯

科診療の要望の多い５郡市歯科医師会に優先的に訪問歯科

診療用器材を配備した。その機材を歯科医師へ貸し出すこ

とで、各病院に対しての訪問歯科診療を実施する体制が整

い始めた。 
（２）事業の効率性 
各地域における訪問歯科診療の要望が多い地域をアンケー

ト等で事前に確認し、要望の多い地域から優先的に配備を

した。また、昨年度の反省を踏まえ、各地域に必要な器材

を調査し、それぞれの地域にあった器材を整備することで、

効率的に実施できたと考える。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 No.3】 

脳卒中等急性期拠点病院設備整備事業 

【総事業費】 
970,820千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性心筋梗塞を含む心疾患及び脳卒中を含む脳血管疾患に

ついて、急性期拠点病院には救急医療の機能として、ＭＲ

Ｉ撮影等の必要な検査および処置を２４時間体制で迅速に

実施することが必要となっている。 

アウトカム指標：年齢調整死亡率 
 脳血管疾患  男性４５．５％ 
        女性２４．７％ ⇒ 低下 
 急性心筋梗塞 男性１３．５％  
        女性 ５．４％ ⇒ 現状維持又は低下 

事業の内容（当初計画） 急性心筋梗塞を含む心疾患及び脳卒中を含む脳血管疾患に

ついては、治療開始が早いほど良好な転帰が期待できるた

め、病院内では検査や治療体制の迅速化に取り組んでいる

が、検査に必要なＭＲＩ等の機器が導入後十数年経過して

いる施設もあり、検査時間の長さや画像の脆弱さ等の課題

が生じている。 
そのような課題を解決するため、脳卒中及び急性心筋梗塞

の２疾患に係る急性期拠点病院の設備整備に対する補助を

行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

急性期拠点病院の機能を４箇所強化 
 

アウトプット指標 

（達成値） 

急性期拠点病院の機能を７か所強化 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

年齢調整死亡率の低下 

観察できなかった → 統計調査未実施のため 

（１）事業の有効性 
老朽化した機器を更新することにより、画像解析機能の充

実や検査時間の短縮で、迅速で安心、安全な画像診断と治

療ができる体制が整い始めた。 
（２）事業の効率性 
機能を強化する医療機関の整備計画を作成したことによ

り、計画的かつ効率的な執行ができたと考える。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 NO.4】 

院内助産所・助産師外来設備整備事業 
【総事業費】 

0千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 産科又は産婦人科の診療科を有する県内医療機関 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産科医師不足・分娩施設の減少への対応、また、妊産婦の

妊娠・出産・育児に対する多様なニーズに応えるため、地

域における安全・安心・快適なお産の場を確保するととも

に、産科病院・産科診療所において助産師を積極的に活用

し、正常産を助産師が担うことで産科医師の負担軽減を図

る。 

アウトカム指標：看護職員の離職率 
      ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 看護職員（主に助産師）が自立して活動する「院内助産

所」及び「助産所外来」を医療機関が新たに開設する場合

に必要な医療機器等の整備に対する助成 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

補助医療機関数 １ケ所 

アウトプット指標 

（達成値） 

○助産所外来開設を予定していた医療機関が計画を中止し

たため、事業の執行なし。 
事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：  

（１）事業の有効性 
  
 
（２）事業の効率性 
 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 No.5】 

 回復期リハビリテーション機器整備事業 
【総事業費】 
17,396千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 
事業の期間 平成２７年１２月１７日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

回復期リハビリテーションを充実させることで、急性期か

ら在宅への患者の以降を促進する必要があるため。 

アウトカム指標：機器整備を行った医療機関の在宅復帰率 

事業の内容（当初計画） 回復期のリハビリテーションを担う対象医療機関が導入す

るリハビリテーション用医療機器等の備品購入に対する補

助 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

回復期リハビリテーションを担う医療機関にリハビリテー

ション用機器を２箇所整備 

アウトプット指標 

（達成値） 

９か所の医療機関に機器を整備 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

機器整備を行った医療機関の在宅復帰率 

観察できなかった → 機器整備を行ってからの期間が短く

観察するまでに至らなかった。 

（１）事業の有効性 
回復期リハビリテーションについては、急性期から回復期

に移行してきた患者を在宅で生活できる状態に回復させる

ために、より良いリハビリテーションを提供する必要がる

が、今回の機器整備で、より先進的、より高度なリハビリ

を提供できる体制整備ができた。 
（２）事業の効率性 
有効な機器を整備することで、早期離床、早期の歩行訓練

等を開始することができるため、入院期間の短縮となり、

在宅復帰を促進できる。入院期間の短縮は、医療費の削減

にもつながる。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 NO.6】 

がん診療施設 施設整備事業 
【総事業費】 
268,201千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 がん診断、治療を行う病院 

（地方公共団体、地方独立行政法人を除く） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人口の高齢化に伴い、がんの罹患者数、死亡者数は増加す

ることが見込まれており、がん患者がそれぞれの状況に応

じた適切ながん医療や支援を受けられるよう環境を整備し

ていくことが求められている。 

アウトカム指標：県内のがん医療提供体制の充実・整備促

進を図るとともに、がん患者及びその家族の療養生活の維

持向上を図る（医療提供体制施設整備交付金の振替措置）。 

事業の内容（当初計画） がんの診断、治療を行う病院の施設整備事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

熊本県指定がん診療連携拠点病院に対する施設整備補助を

１か所実施 

アウトプット指標 

（達成値） 

熊本県指定がん診療連携拠点病院に対する施設整備補助を

１か所実施（継続）。 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内のがん医療提

供体制の充実・整備促進を図るとともに、がん患者及びそ

の家族の療養生活の維持向上を図る。 

（１）事業の有効性 
がん医療提供を行う役割として、熊本県指定がん診療連

携拠点病院の機能の充実、患者等 QOL 維持向上を図るた
め、急性期がん患者病棟、緩和ケア病棟等を完備した施設

を建設している。 
（２）事業の効率性 
施設整備の補助先は、熊本県健康福祉部所管施設整備等

審査会で審議して補助の有無を決定するなど、効率的な施

設整備に努めている。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【医療 No.7】 

がん診療施設 設備整備事業 
【総事業費】 
99,957千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 がん診断、治療を行う病院 

（地方公共団体、地方独立行政法人を除く） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護 

ニーズ 

人口の高齢化に伴い、がんの罹患者数、死亡者数は増加す

ることが見込まれており、がん患者がそれぞれの状況に応

じた適切ながん医療や支援を受けられるよう環境を整備し

ていくことが求められている。 

アウトカム指標：県内のがん医療提供体制の充実・整備促

進を図るとともに、がん患者及びその家族の療養生活の維

持向上を図る。（医療提供体制推進事業補助金の振替措置） 

事業の内容（当初計画） がんの診断、治療を行う病院の設備整備事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

がん診療施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機

器等の整備補助の実施 ５件程度 

アウトプット指標 

（達成値） 

がん診療施設として、必要ながんの医療機器及び臨床検査

機器等の整備補助を６病院に実施した。 
事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

県内のがん医療提供体制の充実・整備促進を図るとともに、

がん患者及びその家族の療養生活の維持向上を図る。 

（１）事業の有効性 
Ｘ線透視装置システムや遠心型血液成分分離装置など、

老朽化した機器の更新や最新機器の導入により、がん診療

機能の充実や検査時間の短縮等につながり、がん患者等の

療養生活の維持向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
前年度から医療機器の導入計画を伺うことにより、各病

院において計画的な医療機器の導入が行われている。 
その他  
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.8】 

訪問看護ステーションＩＣＴシステム  

支援事業 

【総事業費】 
8,511千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県看護協会、県内訪問看護ステーション 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護 

ニーズ 

今後の医療ニーズの増加や、急性期から在宅への医療機能

の分化、医療と介護の連携に対応するため、在宅医療の要

である訪問看護ステーションの業務を効率化させるシステ

ムを導入し、熊本県地域医療等情報ネットワークと連動さ

せたシステムを構築することで、訪問看護提供体制の強化

を図る。 

アウトカム指標：居宅介護サービス利用者に占める訪問 

看護利用者の割合 

事業の内容（当初計画） 療養者やその家族が安心して在宅で療養生活を送ることが

できるよう、在宅医療の要である訪問看護ステーションの

業務を効率化したシステムを開発導入し、在宅医療の提供

体制を強化する。 
○訪問看護ステーションＩＣＴシステム開発及び運用支援 
・システム開発、システム検討委員会の開催、研修会開催 
〇訪問看護ステーションＩＴ機器導入支援 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

〇訪問看護ＩＣＴシステム導入率 
（３％ ⇒ ８０％） 

アウトプット指標 

（達成値） 

○ 事業所へのシステム導入に係る調査結果の分析 
（回答１１３件） 
○ 事業所管理者及び従事者へのシステム導入に係る調 
（回答６４８件） 
○ 熊本県地域医療等情報ネットワークとのデータ連携に
係る課題、対策についての協議会を開催 

○ システム基本設計書を作成 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合 
観察できなかった 

→システム設計の段階であり、統計調査未実施。 

（１）事業の有効性 
事業者等の調査結果分析を行ったことにより、システム

開発、導入また運用に対しての課題が明確になり、その対

応について協議を行い、訪問看護ステーションＩＣＴ化に

向けた様式の統一化やシステムの構成についての基本設計

書を作成できた。 
今後、この設計書を基に具体的なシステム構築の検討を

行っていく。 
（２）事業の効率性 
エンドユーザーである事業所の意見聴取、また協議会へ

の事業所の参画によって現場の意見が反映されていると考

える。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.9】 

多様な住まいの場における看取り支援事業 
【総事業費】 
2,931千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護 

ニーズ 

住み慣れた自宅等での看取りができる体制づくりを進める

ため、高齢者施設等を含む在宅看取り体制の整備の構築を

図る。 

アウトカム指標：在宅看取りの実態調査、看取りに関する

手引書の作成、人材育成研修の開催及び県民への看取りに

関する普及啓発等の取組みにより、在宅看取り体制の充実

に寄与する。  

○死亡場所別死亡割合（老人ホーム及び自宅での死亡者の

割合）【人口動態調査】 平成25年 15％ ⇒増加 

事業の内容（当初計画） 住み慣れた自宅等での看取りができる体制づくりを進める

ため、在宅看取り（高齢者施設等含む）に関する看取りの

実態調査、看取りに関する手引書の作成、人材育成研修の

開催及び県民への看取りに関する普及啓発を行い、在宅看

取りの体制を整備する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○看取りに関する検討会 ４回開催 

アウトプット指標 

（達成値） 

○看取りに関する検討会 ４回開催 
○看取りケアに関するアンケート調査 
介護施設１，１５５施設対象 
〇看取り支援事業講演会の開催 １回 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

死亡場所別死亡割合（老人ホーム及び自宅での死亡者の割

合）【人口動態調査】  

平成25年 15％ ⇒ 平成26年 15.2％（横ばい）  

（１）事業の有効性 
 看取りに関する検討会において現状把握及び課題の共有

を図ることで、多職種による検討体制が整った。 
 また、介護施設に対してアンケート調査による実態調査

を実施し、介護施設等における看取り支援の取組みや課題、

実施している医療行為等を把握することができた。アンケ

ート調査結果から、更なる実態調査の推進、家族に対する

死の準備教育、施設職員向けの看取りに関する研修等の必

要性が明らかとなった。 
（２）事業の効率性 
熊本県看護協会に委託をすることにより、看護協会が培

ってきた医師・看護職・介護職のネットワークを活かして、

多職種による検討体制を効率的に整備することができた。 
その他 次年度は、アンケートの調査結果を踏まえ、介護施設職

員を対象とした研修会を実施するとともに看取り支援に関

する手引書を作成する。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.10】  

小児訪問看護ステーション支援事業 

【総事業費】 
3,981千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（ＮＰＯ法人ＮＥＸＴＥＰ） 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度な医療ケアを必要とする小児患者が、在宅で生活する

ために、小児訪問看護を受ける必要があっても、小児を対

象とする訪問看護ステーションが少なくサービスを受ける

ことができない。 

アウトカム指標：小児対応可能な訪問看護ステーションの

割合１５．１％ ⇒ ２０％ 

（２２事業所／１４５事業所） 

事業の内容（当初計画） 小児在宅医療の主なサービス提供者となる小児受入可能な

訪問看護ステーションの数は、近年増加傾向にあるものの、

発育・発達を視野に入れたケアの提供等、その難易度の高

さから、新規参入やサービス継続に不安を抱く事業者も少

なくないという現状がある。 
そのため、訪問看護ステーションを対象とした小児訪問看

護相談窓口やきめ細やかな調整を行う小児在宅支援コーデ

ィネーターを配置し、支援を強化する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

小児訪問看護相談窓口を１か所設置 
 

アウトプット指標（達成

値） 

小児訪問看護相談窓口を１か所設置 
年間１０７件の相談対応 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

小児対応可能な訪問看護ステーションの割合 
観察できた：１５．１％→１８．６％ 

（２７事業所／１４５事業所） 

（１）事業の有効性 
相談件数は月平均９件程度であるが、１件の相談について

指導調整等に時間を要する内容が多い。本事業に取組初め、

１年が経過したが、小児を受け入れる訪問看護ステーショ

ンが、５ヶ所増加しており相談が有効に機能していると考

えられる。 
（２）事業の効率性 
平成２７年度までは、小児訪問看護の相談に関する事業（本 
事業）、研修に関する事業等に事業が分かれていたが、相談 
内容を研修に反映する。研修を受けて実践する等、強い関 
係性があることから、次年度は事業を１本化することで、 
事業の効率化を図る。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.11】 

運転適性相談における認知症等早期発見対

応推進事業 

【総事業費】 
3,558千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

全国的に認知症高齢者等による交通事故が増加しているた

め、認知症の早期発見・対応が必要 

アウトカム指標： 

○認知症等適性相談件数（年間） 
1,647件（Ｈ26）⇒ 2,000件（Ｈ27） 

○医療機関受診件数（年間） 

   3件（3ヶ月）（Ｈ26）⇒ 15件（H27） 

○運転免許証自主返納件数 

1,995件 （Ｈ26）⇒ 2,400件 (H27) 

事業の内容（当初計画） 認知症等の早期発見、早期対応等を推進し、できる限り

長い間、在宅において医療サービスを受けられるようにす

るため、運転免許センターに専門職を配置し、認知機能の

低下が疑われる者等に対する専門相談を実施し、医療機関

への受診勧奨及び免許証の自主返納の促進を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

７５歳以上の免許更新者全員に適性相談窓口、認知症コ

ールセンターのチラシ等を配布（３２，６００部）し、窓

口に配置した専門職スタッフによる専門相談等により医療

機関への受診勧奨等を行う。 
アウトプット指標 

（達成値） 

○適性相談窓口、認知症コールセンターのチラシ等を県内

自動車教習所において、７０歳以上の免許更新者全てに

（３２，６００部）配付した。 
○免許センターにおいて専門職スタッフが受けた５８８件

の相談のうち、認知症相談件数が３８件であった。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

○認知症等適性相談件数（年間） 
1,647件（Ｈ26）⇒ 2,030件（Ｈ27） 

○医療機関受診件数（年間） 

    3件（3ヶ月）（Ｈ26）⇒ 20件（Ｈ27） 

○運転免許証自主返納件数 

1,995件 （Ｈ26）⇒ 2,938件 （Ｈ27） 

（１）事業の有効性 
運転免許センター内の運転適性相談窓口に専門職スタ

ッフ（２名）を配置し、認知機能の低下が疑われる者等

に対し、認知症等の兆候の確認や医療機関への受診勧奨

といった専門相談を実施することで、認知症の早期発

見・早期対応につながっている。 
（２）事業の効率性 
認知症高齢者の約９割が７５歳以上であることから、

７０歳以上のドライバー全てに適性相談窓口、認知症コ

ールセンターのチラシを配付することで、最もターゲッ

トとすべき年代層に効率よく認知症の情報を伝えること

ができている。その結果、運転適性相談の増加につなが

った。 
その他 県警察本部と知事部局の協働事業 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.12】 

 在宅医療連携推進事業 
【総事業費】 
2,253千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病気になっても住み慣れた地域で安心して生活することが

できるよう、多職種連携による在宅医療提供体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：在宅医療に関する現状及び課題の抽出を

行うとともに、在宅医療連携体制のあり方等について検討

ずることにより、在宅医療等のサービスの質の向上に寄与

する。  

○全圏域（11圏域）に在宅医療連携拠点を整備する。 

事業の内容（当初計画） 在宅医療を取り巻く現状把握、課題の抽出を行うとともに、

今後の在宅医療連携体制のあり方等について検討を行うた

め、医療、介護、福祉、行政等の多職種で構成する在宅医

療連携体制検討協議会等（全県版、地域版）の設置、運営

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○熊本県在宅医療連携体制検討協議会 ２回開催 

〇１０保健所で実施する在宅医療連携体制検討地域会議 

各２回実施 

アウトプット指標（達成

値） 

○熊本県在宅医療連携体制検討協議会 ２回 
○在宅医療連携体制検討地域会議 各２～３回実施 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

全圏域に在宅医療連携拠点を整備することができた 

H２７年度：１１圏域（１４医師会、１市）  

（１）事業の有効性 
 医療、介護、福祉、行政棟の多職種で構成する在宅医療

連携体制検討協議会等（全県版、地域版）を設置すること

で、在宅医療を取り巻く現状把握、課題の抽出を行うとと

もに、今後の在宅医療連携体制のあり方等について検討を

行うことができた。 
また、各圏域の在宅医療連携拠点を中心に医療・介護の

社会資源の把握や情報共有ツールの検討等を行うことで、

各地域のニーズや特色に合わせた在宅医療の推進を図るこ

とができた。 
（２）事業の効率性 
日頃から地域の現状を把握している保健所を実施主体と

して、二次医療圏ごとに在宅医療連携体制検討地域会議を

実施することで、短期間で効率的に県下全域の在宅医療体

制整備を行うことができた。 
その他 在宅医療連携体制のあり方等について検討を行うため、引

き続き医療、介護、福祉、行政等の多職種で構成する在宅

医療連携体制検討協議会等（全県版、地域版）の運営を行

う。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.13】 

在宅歯科診療器材整備事業 
【総事業費】 
30,294千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内歯科診療所等 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅療養患者の９割が何らかの歯科的援助を希望している

が、訪問歯科診療を行う在宅療養支援歯科診療所のある市

町村は２２市町村（H26.10.1）に留まり、今後在宅歯科診

療所を増やしていく必要がある。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 

２２市町村（H26.10.1）→ 増 

事業の内容（当初計画） 訪問歯科診療を行う歯科診療所での訪問歯科診療車や在宅

歯科医療機器、安心・安全な在宅歯科医療実施のために必

要な機器整備に対する補助（補助率：１／２） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○在宅訪問歯科診療用の機器を１３か所整備 

アウトプット指標（達成

値） 

○在宅訪問歯科診療用の機器整備を合計３３医療機関に対

して実施。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 

２２市町村（H26.10.1）→２３市町村（H27.10.1） 

（１）事業の有効性 
県下全域の歯科医療機関に対して訪問歯科診療用の整備

を行い、平成２７年度以降の訪問歯科診療実施に対する体

制整備が整い始めた。また、在宅療養支援歯科診療所への

登録準備にも入ったほか、既に登録されている歯科医診療

所等についても、前年度以上の訪問歯科診療実施を計画し

ている。 
（２）事業の効率性 
補助対象医療機関数が目標の３倍以上あったため、熊本県

歯科医師会や歯科医療器材業者との協力の下、機器の確保

やスムーズな進行に努め、短期間での補助を実施した。 
その他 在宅歯科診療器材を整備した、在宅療養支援歯科診療所の

登録がさらに増え、積極的に在宅療養者の歯科的援助に取

り組めるための体制づくりを歯科医師会と検討していく必

要がある。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.14】在宅訪問薬剤師支援センタ

ー整備運営事業 

【総事業費】 
26,046千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 公益社団法人熊本県薬剤師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

安心して在宅療養を維持・継続するために、医薬品や医療

材料等の適正使用は不可欠であり、薬剤師が居宅を訪問し、

服薬状況等の管理指導業務を行うことが求められている。 

アウトカム指標：県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

7％（H23年度末）⇒ 20％（H27年度末） 

※薬剤訪問指導を実施する薬局割合を全

国平均に引き上げる 

事業の内容（当初計画） 医療器材や衛生材料、医療用麻薬等の安定的かつ円滑な供

給、在宅医療を支援する指導薬剤師の養成、患者の病態に

即した在宅訪問業務の応需可能な薬局の医療関係者への紹

介等を行う「在宅訪問薬剤師支援センター」の設置及び運

営を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・熊本市内拠点薬局への無菌調剤室の整備 

・医療用麻薬の在庫状況を共有するオンラインシステムの

開発 

・有資格未就業者の復職支援プログラム作成・検討会 

２回開催 

・医療材料等の調達、供給・管理システムの検討会 

３回開催 

アウトプット指標（達成

値） 

・医療材料・衛生材料の見本購入 

・医療材料等供給システム整備 

・上記システム周知の為の在宅訪問薬剤師支援センター研

修会の開催（平成２８年２月１３日） 

・医療用材料・衛生材料等提供のシステム検討 １３回開催 

・未就業薬剤師対象に再就業支援として薬剤師就職説明会

の開催（平成２７年１２月１２日） 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内における薬局

に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

7％（H23年度末）⇒ 20％（H27年度末） 

観察できた→指標：県内における薬局に占める薬剤訪問指

導を実施している薬局の割合 

7％(H23年度末)⇒19.9％(H27年度末) 

（１）事業の有効性 
 医療材料等については、患者個々が医療者と同様の箱単

位での購入を余儀なくされている。こうした状況の中、医

療機関及び在宅支援薬局が共通して利用できる在宅訪問薬

剤師支援センターを整備し、小分け業務及び在宅医療に関

わる様々な情報を収集・発信することによって、在宅医療

を行う家庭の金銭的な負担の軽減だけではなく、医療機関

においても在庫管理の負担軽減等、在宅医療が推進できた

と考える。 

（２）事業の効率性 
在宅訪問薬剤師支援センターや在宅支援拠点薬局で、在

宅医療を行う者が、必要な時に必要な医療材料を使用でき

るようになる。また、一括購入することで、医療機関のコ

ストが削減され、在庫の無駄も削減されると考える。 
その他 在宅訪問薬剤師支援センターは平成２８年熊本地震の際、

医薬品等及び情報の拠点として重要な役割を果たした。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.15】 

市町村認知症早期発見・対応支援事業 

【総事業費】 
974千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 熊本県（熊本県地域拠点型認知症疾患医療センター） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

平成30年4月までに市町村に設置が義務づけられている認

知症初期集中支援チームについて、県が指定する認知症疾

患医療センターと市町村が協働して事業を実施することに

より、円滑に事業を開始することが必要。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チームを設置する市

町村数12（Ｈ27） 

事業の内容（当初計画） 認知症疾患医療センターに精神保健福祉士等の専門職を配

置し、市町村が設置する認知症初期集中支援 

チーム（※）の活動を支援。平成 27 年度は、事業実施予

定市町村が多い県内 3圏域（①鹿本・菊池、②球磨、③有

明）の認知症疾患医療センターにおいて初期集中支援チー

ムの活動への同行や専門医療機関への繋ぎ等をう。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内３圏域の地域拠点型認知症疾患医療センターに精神保

健福祉士等の専門職を配置（委託） 
アウトプット指標（達成

値） 

財源確保に時間を要したため、事業の実施方法を見直し、

専任職員の配置は行わずに地域拠点型認知症疾患医療セン

ターに業務を委託した。   

県内３圏域（①鹿本・菊池、②球磨、③有明）において、

認知症初期集中支援チームの連絡会の開催や助言等を実施

し、市町村の認知症初期集中支援チームの立ち上げ支援や、

同チームの活動を支援した。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成27年度末まで

に県内全域で12の市町村が認知症初期集中支援チームを設

置した。 

（１）事業の有効性 
認知症医療に習熟した認知症疾患医療センターが市町

村の認知症初期集中支援チームを支援することで、市町村

が早期に同チームを設置することを支援し、市町村の同チ

ームの知識・技能の向上に寄与した。 
（２）事業の効率性 
圏域ごとに連絡会を開催することにより、圏域内の市

町村の課題解消や情報共有化を効率的に行うことができ

た。 
その他 認知症初期集中支援チームの設置、運営は、平成２７年

度から市町村が新たに実施することとなった事業であるた

め、県が専門的なノウハウを持つ認知症疾患医療センター

を活用して広域的な支援を行うことで、市町村の早期事業

実施やレベルアップに貢献できる 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.16】 

ロコモ予防等普及啓発事業 
【総事業費】 
3,647千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間団体） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

健康寿命の延伸のため、県、熊本県医師会、熊本大学   

医学部附属病院が一体となり市町村とも連携してロコモテ

ィブシンドローム予防の普及・啓発を図る。 

アウトカム指標： 

・ロコモの認知：38.4％（平成26年度） 

→55％（平成29年度） 

（健康日本21 ロコモ認知度80％目標） 

事業の内容（当初計画） ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防のため

の広報・啓発の実施 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

ロコモ予防について、以下の普及啓発活動の実施 
 ・県民向け広報の実施 
 ・県民向けフォーラムの開催 

アウトプット指標 

（達成値） 

○ロコモ予防パンフレット・ポスター・DVDを作成し、   

医療機関・行政・広域リハに配布 
○県民向けフォーラムを開催 
○応援医療機関の意向調査を実施 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：ロコモの認知度 

観察できなかった  

→ H27年度の数値はH28年度中に判明予定  
（１）事業の有効性 
 県・熊本県医師会・熊本大学医学部附属病院が一体とな

り、市町村とも連携して県民への普及啓発を行うことによ

り、ロコモティブシンドロームの認知度を高まり、誰もが

健康で生き生きとした生活を送るための意識・行動変容へ

つながっていく。 
（２）事業の効率性 
県・熊本県医師会・熊本大学医学部附属病院との間で予

防・県民向け啓発方法について検討、さらに整形外科等医

療機関に「ロコモ予防応援団」として予防活動に連携を図

っていく事で、より強力に県民への認知を広げていく事が

できると考えられる。 
その他 27年度の成果物をもとに、医療機関・診療所等にロコモ予

防応援医療機関への登録意向調査を実施。28年度に応援団
機関の登録について具体的に実施していく方向。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.17】 

認知症診療・相談体制強化事業 
（歯科医師向け認知症対応力向上研修） 

【総事業費】 
454千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 一般社団法人熊本県歯科医師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 
背景にある医療・介護ニ

ーズ 

歯科医師等による口腔機能の管理を通じて、認知症の疑

いのある人に早期に気づき、かかりつけ医等と連携して認

知症の人の状況に応じた口腔機能の管理等を行うため、研

修を行う必要。 

アウトカム指標：研修修了者100名 

事業の内容（当初計画） 在宅訪問診療が増加していることなどを受け、歯科医師

に対す認知症の基礎知識・対応方法等に関する研修を実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

歯科医師の認知症対応力の向上を目的とした研修会を実

施する。 
（研修内容）・認知症の基礎知識 
      ・歯科診療における認知症患者への対応及び関

係機関との連携のポイント 等 
 

アウトプット指標（達成

値） 

県内２カ所で研修会を開催 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：108名が研修を修了

した。 

（１）事業の有効性 
本研修事業の実施により、歯科医師の認知症対応力が

向上し、かかりつけ医や認知症専門医療機関との連携が

促進されるものと考えられる。 
（２）事業の効率性 
  本県においては、在宅歯科診療の増加等を背景に平成

27年度から本研修事業を実施することとした。その後、
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）において

も、平成 28年度から全国的に研修を実施する計画とされ
たため、1年前倒しで実施することにより、より早い段階

から研修の効果を発揮することができた。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.18】 

在宅療養支援体制づくり活動支援事業 
【総事業費】 
1,853千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内の医療機関や介護事業所等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた家や地域で暮らしつづけるためには、

医療機関、地域包括支援センター等の地域の関係機関が連

携し、在宅療養支援体制を整備することが必要。 

アウトカム指数： 

医療機関、訪問看護ステーション、訪問看護事業所、地域

包括支援センター、社会福祉協議会、市町村、地縁組織等

による在宅療養支援のためのネットワーク構築数： 

10か所 

事業の内容（当初計画） 在宅療養支援体制づくりに向けた地域の関係機関同士の連

携づくりを行う団体に対する助成 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○新たに在宅療養支援体制づくりに取り組む団体数  
１０団体 

アウトプット指標（達成

値） 

〇在宅療養支援体制づくりに取り組んだ団体数 
７団体 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援体制づくりに取り組むネットワークグループ

構築数：7カ所 
（１）事業の有効性 
 医療、介護、福祉、行政等の多職種で構成する団体によ

り、医療・介護等の社会資源は各地域でバラツキがある中、

地域の特性に応じ、在宅療養支援に取り組むネットワーク

を構築することができた。 
（２）事業の効率性 
 当事業により、在宅療養支援体制のネットワークグルー

プのモデル的取組みをしたことにより、効果的に県下全域

に在宅療養支援体制整備の取組を普及することができた。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 NO.19】 

認知症多職種連携パスモデル事業 

【総事業費】 
1,376千円 

事業の対象となる区域 有明圏域（県内全域のモデル事業として実施） 

事業の実施主体 熊本大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）において、

新たに連携が必要とされた歯科医師及び薬剤師も含む多職

種間の連携の在り方を検討し、認知症連携パスの ICT化に

向け、項目選定が必要。また、今後同パスの普及に向け、

地域における有効活用のモデルを得る必要。 

アウトカム指標：歯科医師、薬剤師も含む情報共有のため

の認知症地域連携パスの開発及び多職種連携の手法に関す

るマニュアル作成 

事業の内容（当初計画） モデル地域において、認知症連携パスを用いた多職種間

の情報共有を図りながら、同パスの ICT 化に向け、歯科医

療機関及び薬局係る項目検討を行うともに、多職種が連携

したネットワーク構築及び体制整備手法に関するマニュア

ル作成。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認知症地域連携パスを活用したモデル事業の実施 
 

アウトプット指標（達成

値） 

モデル地域を荒尾市（有明圏域）と定め、事業を開始し

た。平成 27年度においては、歯科医師、薬剤師も参画して
認知症連携パス「火の国あんしん受診手帳」の運用を開始

し、歯科、薬局に係る情報共有化の項目を選定し、事業に

使用する同連携パスの発行等を行った。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：歯科医師及び薬剤

師も参画し、モデル地域で運用するための認知症連携パス

を開発。同パスの使用に関する手引き等は作成されたが、

多職種連携の手法に関するマニュアル作成までは至らなか

った。 

（１）事業の有効性 
認知症の医療や介護の情報連携ツールである認知症連

携パス「火の国あんしん受診手帳」を用いて多職種が連

携して、項目検討や情報共有化を行うことによって、歯

科医師、薬剤師も含む医療関係者や介護関係者間の連携

が促進され、認知症高齢者等に対し、より適切にサービ

スを提供することができる 
（２）事業の効率性 
  モデル地域を定めて事業を実施することで、短期間に

集中的に運用試験を行うことができる。 
その他  本事業は、別途実施している認知症連携パスの ICT化に

向け、歯科医療機関及び薬局に係る項目検討を行うととも

に、多職種が連携したネットワーク構築及び体制整備手法

のモデルを得るために実施している。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.20】 

重度障がい者居宅生活支援支援事業 
 

【総事業費】 
12,772千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 社会福祉法人、ＮＰＯ法人等障害福祉サービス事業所等を

運営する法人 

事業の期間 平成２７年１１月２４日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅で重度障がい児者の介護を行っている家族のレスパイ

トケアを図るため、居宅介護サービスや医療型短期入所事

業所等医療的ケアを行う事業所の設置運営の支援が必要。 

アウトカム指標：在宅で重度障がい児者の介護を行ってい

る家族のレスパイトケアの充実を図る。 

事業の内容（当初計画）  在宅で重度障がい児者の介護を行っている家族のレスパ

イトケアを図るため、居宅介護サービスや医療的ケアを行

う事業所の設置運営を支援する。 

 医療的ケアが必要な重度障がい児者を新たに受け入れる

事業所に対し、受入れのために必要となる送迎用自動車等

の備品の購入費用の一部を助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医療型短期入所事業所を３カ年で３カ所設置する。 
・医療的ケアを実施する障がい者の通所事業所を３カ年で

３カ所設置する。 
・医療的ケアを実施する障がい児の通所事業所を３カ年で

３カ所設置する。 
 医療型短期入所事業所については、現在６地域ある空白

圏域を平成 32 年度までになくすことを目標としている
（第４期熊本県障害者計画） 
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アウトプット指標（達成

値） 

・ NPO法人、社会福祉法人など４カ所に福祉車両、療育用
玩具、訓練機器、医療機器等の整備補助を実施し、事業

所運営を支援した。 
・平成 27年度における設置箇所数 
医療型短期入所事業所…２カ所（内１か所日帰りのみ） 
※空白圏域…４地域（鹿本・阿蘇・上益城・八代） 
 医療的ケアを実施する障がい者の通所事業所 
…２カ所（内２カ所障がい児の通所事業所併設） 
医療的ケアを実施する障がい児の通所事業所 
…３カ所（内２カ所障がい者の通所事業所併設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

医療型短期入所事業所等を設置することで、在宅で重度障

がい児者の介護を行っている家族のレスパイトケアの充実

を図ることができた。 

（１）事業の有効性 
居宅の重度障害児者を支援する事業所については、立ち

上げて間もないＮＰＯ法人などは、予算が限られるため、

比較的高額な医療機器等の整備が困難であり、整備補助は

有効である。 
（２）事業の効率性 
設備の充実を希望する対象事業所を広く把握し、その中か

ら実現可能性の高い事業所に働きかけた。 
その他 ・平成28年度から、新規に指定を受けた医療型短期入所事

業所が、ヘルパーの派遣により重度障がい児・者の常時

付き添いなどの特別な支援を行った場合に要した費用の

一部を、開設当初の一定期間助成する仕組みを創設。 
・医療型短期入所事業所の空白圏域においても、引き続き

医療機関等に直接出向き事業所開設のための説明を行

う。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.21】 

在宅介護歯科口腔保健推進設備整備事業 

【総事業費】 
220千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内の歯科医療機関 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全身の健康と口腔の関わりから、在宅においても口腔ケ

アの必要性は高まっており、コントロール不良によりＱＯ

Ｌが低下しているケースが見られている。 

アウトカム指標：在宅歯科診療の実績数の増 

事業の内容（当初計画） 口腔ケア及び在宅介護者に対する歯科口腔保健の知識等

の指導・普及を図るため、在宅歯科医療を実施している歯

科診療所に対して医療機器等の設備整備を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

口腔ケアに必要な医療機器等を１歯科医療機関に整備す

る。 

アウトプット指標（達成

値） 

 口腔ケアに必要な医療機器等を１歯科医療機関に整備 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

在宅歯科診療の実績数の増 

 →統計調査未実施のため、観察できなかった。 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、在宅患者の家族等に対して画像に

より具体的な説明が可能となり、医療と介護間で切れ目な

く口腔ケアに関する情報を介護者等へ提供可能な体制が整

い始めた。 
（２）事業の効率性 
 県歯科医師会との協力の下、希望医療機関の調査等を効

率的に実行できた。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.22】 

かかりつけ医の在宅医療機能強化事業 
【総事業費】 

990千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県医師会、地域医師会） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療提供体制を構築するため、在宅医療の中心的な役

割を担うかかりつけ医の在宅医療に関する機能の強化を図

る。 

アウトカム指標：在宅医療を提供する医療機関が増加する

ことにより、在宅医療等のサービスの質の向上に寄与する。 

〇県内在宅療養支援診療所 H26.4.1 218診療所⇒増加 

〇県内在宅療養支援病院  H26.4.1  33病院 ⇒増加 

〇在宅療養支援診療所及び病院がある市町村数 

H24 32市町村⇒増加 

事業の内容（当初計画） 「かかりつけ医」の資質向上を目的とした研修会・講演会

を開催し、地域包括システムに対応する医師の人材育成を

行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○医師向け在宅医療セミナー ２回 
〇在宅医療講演会 １回 
〇急変時対応研修会 

アウトプット指標（達成

値） 

〇かかりつけ医を対象とした研修会 １回開催 

  



   

87 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

〇県内在宅療養支援診療所  

H26.4.1 218診療所⇒H27.10.1 221診療所（3ヶ所増加） 

〇県内在宅療養支援病院   

H26.4.1   33病院⇒H27.10.1 36診療所（3ヶ所増加） 

〇在宅療養支援診療所及び病院がある市町村数 

H24 32市町村⇒H27.10.1 32市町村（横ばい） 

（１）事業の有効性 
 在宅医療の中心的な役割を担っている「かかりつけ医」

の資質向上を目的として、在宅医療に関する具体的な内容

の研修会を実施することで、かかりつけ医の在宅医療に対

する理解や意欲の向上につながっている。 
（２）事業の効率性 
 日頃から在宅医療に関する現状や課題を把握している熊

本県医師会を実施主体とすることで、県内全域のかかりつ

け医の質の向上を図ることにつながった。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.23】 

地域包括ケアシステム構築のための在宅 

医療普及啓発事業 

【総事業費】 
1,177千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県医師会） 
事業の期間 平成２７年１２月１７日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療に取り組む

医療機関を早急に増やす必要があり、各医療機関における

在宅医療の必要性に対する理解、その前提となる将来の医

療需要や医療機能の分化・連携に関する認識等を高めるこ

とが必要。 

アウトカム指標：研修会の内容を理解できた者の割合 
        （０％→５０％） 

事業の内容（当初計画） 地域医療構想に基づく医療機能の分化・連携を円滑に進め

るために、医療機能分化・連携に関する研修会の開催など

により、医療機関、医師をはじめとする専門職及び県民な

どを対象とした周知啓発を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

１１地域で各２回の研修会を開催 

アウトプット指標（達成

値） 

○ 地域ごとの研修会開催数：１地域 
  ※ 上記研修会の基礎となる取組として、以下の全県単

位の研修会及び講演会を実施。 
    ① 郡市医師会長を対象とした研修会（１回） 
    ② 県内医療関係者を対象とした講演会 

（２回・延べ３０４名） 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：研修会の内容を理

解できた者の割合 

観察できた → 指標：０％→８０％ 
（１）事業の有効性 
地域ごとの研修会、郡市医師会長を対象とした研修会及び

県内の医療関係者を広く参集した講演会を一連の取組とし

て開催し、多層的な展開を図ったことで、当該内容に関す

る理解度を高めることができた。 
（２）事業の効率性 
熊本県医師会への補助により事業を実施したことで、各取

組の周知が徹底され、参加者増と理解度向上につなげるこ

とができたと考える。 
その他  
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事業区分３：介護施設等の整備に関する事業 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名  

熊本県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
1,296,763千円 

事業の対象となる区域 １１圏域のうち９圏域（熊本、宇城、有明、鹿本、菊池、

八代、芦北、球磨、天草） 

事業の実施主体 熊本県（市町村→社会福祉法人等、社会福祉法人へ補助） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成29年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築

を図る。 

アウトカム指標：高齢者の多様なニーズに対応可能な介

護・福祉サービス基盤の整備推進。  

事業の内容（当初計画）  
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム：116床（４カ所） 

※１４５床（５カ所）へ計画変更 

 小規模多機能型居宅介護事業所：200人／月分(8カ所) 

※133人／月分（5カ所）へ計画変更 

 認知症高齢者グループホーム：５４床（５カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １カ所 

    ※補助なし（施設開設準備経費のみ）整備へ計画変更 

 介護予防拠点：３５カ所  ※35→42カ所へ計画変更 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に 

対して支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サー

ビス施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に

応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

・地域密着型介護老人福祉施設 
1,871床（79カ所） → 1,987床（83カ所） 
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※29床（1カ所）計画追加（H28整備予定の前倒し） 
・認知症高齢者グループホーム 

3,040床（235カ所） → 3,166床（244カ所）     
・小規模多機能型居宅介護事業所 

3,550人／定員（147カ所）→3,768人／定員（156カ所） 
※うち 4カ所は整備延期で計画変更   

・介護老人福祉施設  
 7,327床（135カ所） → 7,407床（137カ所） 

※1か所（60床）整備に加え、芦北圏域において個室ユニ

ット化改修により、既存施設 1か所（20床）増 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
    ※1→2カ所へ計画追加 

・介護予防拠点 35カ所   
     ※35→42カ所へ計画変更 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 149床（2ヵ所） 
    ※33床（1ヵ所）へ計画変更 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域密着型介護老人福祉施設 １４５床（５カ所） 
※１カ所（29床）は H28計画の前倒し整備。 
※５カ所は H28へ繰越後、４ヵ所開設済み（H28.8現在）。 

・認知症高齢者グループホーム １２６床（９カ所） 
 ※６カ所は H28へ繰越後、5カ所開設済み（H28.8現在） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 
 １３３人／利用定員（５カ所） 
※５カ所は H28へ繰越後、４ヵ所開設済み（H28.8現在）  

・介護老人福祉施設  ６０床（１カ所） 
 ※H28へ繰越後、現在整備中。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヵ所 
   ※施設開設準備経費のみ 
・介護予防拠点 ４２カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 ３３床（１ヵ所） 
 

事業の有効性・効率性 観察できた      

→高齢者の多様なニーズに対応可能な介護・福祉サービス

基盤が増加した。 

（１）事業の有効性 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サー

ビス施設等の整備により、地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備が促進され、高齢者が地域において安心
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して生活できる体制の構築が図られた。 
（２）事業の効率性 
入札方法等契約手続等について一定の共通認識のもとで

施設整備を行い、事業の効率化が図られた。 
その他  
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事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.24】医科歯科病診連携推進事業

（回復期） 

【総事業費】 
2,570千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一般社団法人熊本県歯科医師会） 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全身の健康と口腔の関わりから、医科歯科連携の必要性は

高まっており、口腔ケア、歯科治療の提供などのニーズが

ある患者を、回復期、在宅へとつないでいく中で、病院に

おける医科歯科連携が必要となっている。 

アウトカム指標：歯科を標ぼうしていない回復期病院との

連携を開始させる。（2病院（H26.9）⇒11病院（H30年

度末）） 

  回復期病院との連携を行う歯科医師を増加させ、医科

歯科連携の取組みを進める（H30年度までに、歯科医師：

220人以上の登録、歯科衛生士：330人の育成）。 

事業の内容（当初計画） 医科歯科連携を県内全域に拡充するため、回復期医科歯科

医療連携協議会を設置し、以下の事業を実施する。 
・歯科医師や歯科衛生士のスキルアップを図るための人材

育成、連携強化に係る研修を行う。 
・回復期医療機関における医科歯科連携の必要性について

の理解を促進するため、広く県民に向けた広報・啓発を

行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

回復期における医科歯科連携に係る研修の実施（回復期病

院・歯科医師会合同研修 2回、回復期病院における口腔リ

ハ歯科衛生士研修2回 合計4回）。パンフレットの作成。 

アウトプット指標（達成

値） 

回復期における医科歯科連携に係る研修の実施（回復期病

院・歯科医師会合同研修 1回、回復期病院における口腔リ

ハ歯科衛生士研修 2回 合計 3回）。パンフレットの作成

（10,000部）。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

連携を開始した歯科を標ぼうしていない回復期病院数 
観察できた → ４病院（H28.3月） 
（１）事業の有効性 
協議会については、歯科医師の他、連携している病院か

ら医師、歯科衛生士、言語聴覚士等、各専門職種から選任

された委員で開催され、連携病院における訪問診療依頼件

数も平成 27年度で延べ 700件を超えており、回復期におけ
る医科歯科連携が進んでいると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 医師、歯科医師だけでなく、言語聴覚士などコメディカ

ルも参加することにより、より連携が進みやすくなってい

る。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.25】臓器移植コーディネーター

人材育成基盤整備事業 

【総事業費】 
4,992千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益財団法人熊本県移植医療推進財団） 

事業の期間 平成２７年４月２日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

臓器移植コーディネーターは、現在、熊本赤十字病院に１

名配置しているが、医療分野に対する見識や臓器提供者の

御家族に対する精神的ケアなど高度な専門性が求められる

ため、円滑な引継ぎができるよう後任者の育成が求められ

る。 

アウトカム指標：円滑な引継ぎによるコーディネート業務

の維持 

臓器移植に関する照会・情報提供のあった医療機関数 

３医療機関（H25年度末） ⇒ 20医療機関（H29年度末） 

※院内コーディネーター設置病院の５割から年１回の情報

提供 

事業の内容（当初計画） 平成27年度においては、以下の事業を実施。 

○平成26年度に作成した臓器移植コーディネーターの教育

プログラムに基づく業務同行による実地研修 

○臓器移植コーディネーターに必要な経験を得るため、臓

器移植コーディネーター後継者に対する先進地研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県臓器移植コーディネーターの後任として１名を養成 

アウトプット指標（達成

値） 

以下の研修により、後任者を育成。 

○平成26年度に作成した臓器移植コーディネーターの教育

プログラムに基づく業務同行による実地研修 

○臓器移植コーディネーターに必要な経験を得るため、臓

器移植コーディネーター後継者に対する先進地研修 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：観察できた 

臓器移植に関する照会・情報提供のあった医療機関数 

指標： 11医療機関（平成27年度末） 

（１）事業の有効性 
教育プログラムに基づき、県臓器移植コーディネーター

の業務への同行や先進地での研修等を実施することによ

り、コーディネーター候補者の初期段階の育成につながっ

た。 
（２）事業の効率性 
教育プログラムの作成については、委託先である公益財

団法人熊本県移植医療推進財団だけでなく、実際に育成を

行ったことのある外部の有識者の意見も取り入れること

で、効率的に作成ができたと考える。 
本教育プログラムに基づき研修等を実施することで、即

戦力となりうる臓器移植コーディネーターの養成が期待で

きる。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.26】  

小児救急医療拠点病院運営事業 
【総事業費】 
78,772千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 一般社団法人熊本市医師会、一般社団法人天草郡市医師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

入院を必要とする重症の小児患者を24時間365日体制で受

け入れる小児救急医療拠点病院を整備する必要があるため 

アウトカム指標：乳幼児死亡率 

    （０．７３％⇒全国平均以下（Ｈ２２：０．６３％）） 

事業の内容（当初計画） 小児救急医療の充実を図るため、広域（複数医療圏）を対

象として、入院加療が必要な小児救急患者（二次救急医療）

に対処する小児救急医療拠点病院の運営費を補助。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域における小児救急医療提供体制の維持 
 

アウトプット指標（達成

値） 

小児救急医療拠点病院を運営する一般社団法人熊本市医師

会、一般社団法人天草郡市医師会に対して運営費補助を 

実施 
事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：乳幼児死亡率 

県０．４７％（全国平均０．５６％） 

（１）事業の有効性 
小児救急医療拠点病院として、２４時間３６５日小児救急

医療に適切に対応している。 
（２）事業の効率性 
県内の小児救急医療の拠点として適切に対応している。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.27】  

小児救急電話相談事業 

【総事業費】 
10,300千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県医師会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化や核家族化等の影響により、子育て中の家族が身近

なところで相談できる場が減少しており、特に医療機関に

受診しにくい時間帯について相談できる場を整備する必要

がある。 

アウトカム指標：乳幼児死亡率 

    （０．７３％⇒全国平均以下（Ｈ２２：０．６３％）） 

事業の内容（当初計画） 夜間にこどもが発病した場合の保護者の不安を解消するこ

とを目的とし、小児科医又は看護師による夜間の電話相談

事業を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

夜間における小児救急電話相談窓口の維持 

アウトプット指標（達成

値） 

○相談件数 １２，２０１件 
（平成２６年度は１０，８２８件）１，３７３件の増加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：乳幼児死亡率 
県０．４７％（全国平均０．５６％） 
（１）事業の有効性 
夜間の急なこどもの病気について相談対応することで、

保護者の不安軽減を図ることが出来る。ひいては、適正な

受信に繋がる。 
（２）事業の効率性 
適切な相談対応のできるスキルの高い相談員の確保と、

相談員が判断に迷う場合のバックアップ体制がある団体に

委託できており、効率的な運営に繋がっている。電話機等

の更新を行ったことで、時間外の受電件数の把握等ができ

るようになり、事業評価がより詳細にできるようになった。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.28】 

医療勤務環境改善支援センター 

【総事業費】 
12,505千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県医師会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療スタッフの確保が困難な中、質の高い医療を提供する

ためには、医療機関の勤務環境の改善による人材の定着が

必要。 

アウトカム指標：医療法改正を契機として、勤務環境改善

の取組みを検討する医療関係団体を５団体程度。 

事業の内容（当初計画） 医療法第 30条の 15の規定に基づき、医療機関の勤務環境

改善を促進するための支援（相談、助言、調査、啓発活動、

その他の援助）を実施する「医療勤務環境改善支援センタ

ー」の運営を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療機関や医療関係者に対し、各種会合等を活用し、医療

法改正の趣旨、ＰＤＣＡサイクルに基づく勤務環境改善の

取組等に関する研修会（１回程度）、周知説明（１０回程度） 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機関や医療関係者に対し各種会合等を活用し、医療法

改正の趣旨、ＰＤＣＡサイクルに基づく勤務環境改善の取

組み等に関する研修会（１回程度）、周知説明（１０回程度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
経営管理（マネジメントシステム）等支援を実施した   

医療機関数→２医療機関 
勤務環境改善に関する個別相談支援を実施した医療   

機関数→１２医療機関 
（１）事業の有効性 
本事業の実施により、熊本県医療勤務環境改善支援セン

ター（以下、「センター」）を設置することができ、熊本

県における勤務環境改善に取り組む医療機関への総合的・

専門的な支援体制を構築することができた。 
（２）事業の効率性 
 医療労務管理面、医業経営面からの支援をワンストップ

で実施するため、センター内に医療労務管理相談コーナー

を設置し、個々のニーズに応じた総合的な支援を行った。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 NO.29】 

地域医療支援センター事業（運営） 

【総事業費】 
39,064千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口１０万人当たりの医師数は全国１０位であるも

のの、医師の約６割は熊本市に集中し、他の地域の医師不

足は深刻な状況であるため、地域医療を担う医師を確保す

る必要がある。 

アウトカム指標：効率的な地域医療支援システムの確立、

熊本県医師修学資金貸与医師のキャリア形成支援体制の確

立 

事業の内容（当初計画） 医師の地域偏在の解消を図るため、県内の医師不足の状況

等を把握・分析、医師不足病院の支援、熊本県医師修学資

金貸与医師をはじめとする医師のキャリア形成支援などを

行う「熊本県地域医療支援機構」の運営を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

「熊本県地域医療支援機構」の設置・運営 

アウトプット指標（達成

値） 

「熊本県地域医療支援機構」の設置・運営 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
効率的な地域医療支援システム及び熊本県医師修学資金貸

与医師のキャリア形成支援体制を構築した。 

（１）事業の有効性 
 医師が不足する地域の医療機関に対して、診療支援を行

ったことにより、地域医療の安定的な確保につながった。 
また、熊本県医師修学資金貸与学生及び貸与医師のキャ

リア形成支援に関する規定等を整備し、将来のキャリアパ

スの構築に向けて前進した。 
（２）事業の効率性 
熊本大学、県内の医療機関、医師会及び市町村が一体とな

って、県内の医師確保に向けて取り組むことにより、「オー

ルくまもと」の視点で効率的な運営ができた。 
その他  

 



   

101 
 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.30】 

地域医療支援センター事業 
（臨床研修医確保対策事業） 

【総事業費】 
11,723千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 熊本県、熊本大学医学部附属病院、基幹型臨床研修病院等 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の人口10万人対医師数は全国平均を上回っているもの

の、熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域におい

て全国平均を下回っており、地域偏在が生じている。 

アウトカム指標：初期臨床研修医の募集定員の充足率 
 平成25年度：91.0％ ⇒ 平成28年度：95.0％ 

事業の内容（当初計画） 臨床研修医の指導を行う指導医を要請して臨床研修の体制

を充実させるとともに、臨床研修病院合同説明会において

ＰＲ活動を行うなどにより、臨床研修医の確保を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

臨床研修病院合同説明会 ２回参加 
臨床研修指導医研修ワークショップ １回開催 

アウトプット指標（達成

値） 

臨床研修病院合同説明会 ４回参加 
県主催による臨床研修病院合同説明会 １回開催 
臨床研修指導医研修ワークショップ １回開催 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
初期臨床研修医の募集定員の充足率 
 →74.7%（H28.3月現在） 

（１）事業の有効性 
 平成２７年度は初めて東京で開催された合同説明会に参

加し、県主催の説明会を初めて開催した。県主催の説明会

には、県外大学の学生も出席しており、臨床研修医の確保

につながると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 合同説明会の参加等により、県外の大学医学生が県内の

医療機関を知る機会が増え、臨床研修医の確保が図られた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.31】 

地域医療支援センター事業 
（女性医師支援事業） 

【総事業費】 
5,321千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 熊本県 

（一般社団法人熊本県医師会、熊本大学医学部附属病院） 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、約２

割となっている。また、医学部入学者に占める女性の割合

も約３分の１となっており、ますます女性医師の活躍の場

が大きくなっているが、育児世代での休職者が多く、就業

医師数が減少し、医師不足に拍車をかけている。 

アウトカム指標：県内医療機関に従事する医師数に占める

女性医師の割合17.1％（平成26年度医師・歯科医師・薬剤

師調査）の増加 

事業の内容（当初計画） 一般社団法人熊本市医師会、熊本大学医学部附属病院に「女

性医師支援センター事業」を委託して設置し、結婚・出産

等のハードルを抱える女性医師への情報の集積・発信、相

談の受付など、復職・就業継続のための支援等を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

女性医師キャリア支援センター運営会議 ２回開催 

               研修会 １回開催 

アウトプット指標（達成

値） 

女性医師キャリア支援センター運営会議 ２回開催 

               研修会 １回開催 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
県内医療機関に従事する医師数に占める女性医師の割合  

 →観察できなかった（平成28年度に実施される医師・歯

科医師・薬剤師調査で把握予定）。 

（１）事業の有効性 
妊娠・出産や育児等と仕事の両立で課題を抱えることが

多い女性医師に対して、女性キャリア支援センターを中心

に、就労継続に必要な情報提供や学会参加時の一時保育等

を実施することで、離職・休職の防止につながった。 
（２）事業の効率性 
大学病院に隣接する熊本市医師会に委託し、医師会内に

女性医師キャリア支援センターを設置することにより、利

便性の向上につながった。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.32】 

地域医療支援センター事業 
（地域医療研修連絡調整部会） 

【総事業費】 
850千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の人口10万人対医師数は全国平均を上回っているもの

の、熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域におい

て全国平均を下回っており、地域偏在が生じている。また、

地域医療について「専門医より、総合診療科的なジェネラ

リストが必要」という意見がある。 

アウトカム指標：地域で勤務する総合診療医の養成、確保 

事業の内容（当初計画） 地域医療に対する理解を深め、専門的な診療能力に加え、

幅広い視野と総合的な診療能力を身に付けた医師を養成す

るための研修システムの運営を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域医療研修プログラムによる後期研修医の確保 

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療研修プログラムによる後期研修医の確保：３名 

               利用研修先病院：２病院 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
地域で勤務する総合診療医の養成、確保   

 →統計調査未了のため観察できなかった。 

（１）事業の有効性 
 現在勤務する病院の身分を有しながら研修先病院で地域

医療を研修するための調整システムを構築することで、よ

り多くの医師が総合診療能力を身につけ、地域医療に対す

る理解を深める契機になり、地域医療に従事する医師の確

保に有効である。 
（２）事業の効率性 
 個々の病院で希望者を募集するより、調整部会が窓口と

なって全体的に調整したので、より効率的に実施すること

ができた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.33】 

地域医療支援センター事業 
（熊本県医師修学資金貸与事業） 

【総事業費】 
70,329千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 熊本県 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の人口10万人対医師数は全国平均を上回っているもの

の、熊本医療圏域、芦北医療圏域を除く９医療圏域におい

て全国平均を下回っており、地域偏在が生じている。 

アウトカム指標：県内で勤務する医師を年間５名確保する。 

事業の内容（当初計画） 地域医療を担う医師を養成するため、知事が指定する病院

等で一定期間勤務することで返済免除となる修学資金を、

熊本大学医学部医学科の学生に貸与する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸与枠の利用率100％を目指す 

アウトプット指標（達成

値） 

貸与枠の利用率：80％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 
初期臨床研修に従事している者→５名 

（１）事業の有効性 
 知事が指定する病院等で一定期間勤務することで返済免

除となる修学資金を、熊本大学医学部医学科の学生に貸与

することで、将来の地域医療を担う医師の確保につながる。 
（２）事業の効率性 
 将来、地域医療を担う医師を把握することができ、地域

医療構想の検討につなげている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.34】 

新人看護職員研修事業 
【総事業費】 
220,253千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関、熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、新人看護職員の確保・定着が必要。 

アウトカム指標：看護職員の離職率 
     ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 新人看護職員研修を実施する病院に対し補助を行うととも

に、研修責任者等を対象とした研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○補助医療機関数 ５５ケ所 

アウトプット指標（達成

値） 

○５４ケ所に助成 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：看護職員の離職率 

観察できなかった 
（平成28年10月頃データが判明する予定） 
（１）事業の有効性 
 助成事業によって医療機関の機能や規模に関わらず、研

修の導入がしやすくなり、研修実施率の向上につながると

ともに、研修によって新人看護職員の臨床実践能力や看護

職としての基本的態度の習得が図られ、技術不足の不安の

解消等離職防止につながっている。 
 また、研修担当者を育成することにより、新人看護職員

にとって就職先により研修体制に差がなく質の高い研修が

受けられ、県全体の教育体制の質向上に寄与している。 
（２）事業の効率性 
 単に研修への助成を行うだけでなく、併せて医療機関内

の研修担当者を育成することにより、院内のＯＪＴを強化

し、効率的に院内全体の研修体制を強化することが出来て

いる。  
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.35】 

看護教員等養成・研修事業 
【総事業費】 
4,667千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

（公益社団法人熊本県看護協会、熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、多様な患者ニーズに対応できる看護実践能力の高い

看護職員を養成するため、教育に携わる専任教員の資質向

上及び実習指導者を養成し効果的な指導体制を図る必要が

ある。 

アウトカム指標：  
「協同学習」を取り入れる看護師等学校養成所の増加 

事業の内容（当初計画） ①看護教員継続教育研修会の開催 
 看護師等学校養成所の専任教員の看護実践指導能力の向

上を図るため研修会を開催する。 
②実習指導者講習会の開催 
 実習施設で学生指導を行う実習指導者を養成し、効果的

な指導ができるように必要な知識と技術を習得させる講

習会を開催する。 
③質の高い実習指導者養成事業 
 看護師等学校養成所における実習指導教員の養成と質の

向上を目指した教育体制を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○看護教員継続教育研修会 年６回開催 
○実習指導者講習会 年１回開催 

アウトプット指標（達成

値） 

○看護教員、実習指導者を対象とした研修会を６回開催し、

延べ３２９名が受講。 
○実習指導者講習会を１回開催し、５３名が受講。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：「協同学習」を取り

入れる看護師等学校養成所の増加→観察できなかった 

（１）事業の有効性 
看護教員等の看護教育に従事する者が、定期的及び継続

的に研修を受講することで、看護教育実践能力の向上が図

られた。 
また、実習施設における実習指導員を養成したことで、

学生に対する実習現場でのきめ細やかな指導が可能となる

など、実習指導体制が充実した。 
（２）事業の効率性 
複数回の研修会を開催し、“講義を受け、実際に授業で実

践し、発表する”継続受講としたことで、より現場で活か

せる内容となった。また、同じテーマを３年間継続して実

施し受講者を増やしたことで、学校養成所内に複数の受講

者が養成され、所属全体で取り組むなど学校養成所の質向

上も図られた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.36】病院内保育所運営事業 【総事業費】 

628,980千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 
      ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

   ②看護職員の県内再就業者数 

      ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 
事業の内容（当初計画） 県内の病院及び診療所が設置する病院内保育所の運営に必

要な給与費に対し、補助を行う。 
※平成２６年度より、公的病院を対象に追加 
※平成２７年度より、地域の病院及び診療所の職員の児童

の受入れに対する加算制度を導入 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

〇病院内保育所運営補助 ２８か所 

アウトプット指標（達成

値） 

○補助医療機関数 ２８か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：看護職員の離職率 

観察できなかった 

（平成28年10月頃データが判明する予定） 

（１）事業の有効性 
病院内保育所の運営を支援することにより、子どもを持つ

医療従事者の確保・定着が推進できた。 
（２）事業の効率性 
県内病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業について

一括して説明会を行ったことにより、事業や制度の周知が

図られ、補助医療機関数が増加した。 
（H26：22ヶ所→H27：28ヶ所） 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.37】 

看護師養成所等運営費補助事業 
【総事業費】 
1,175,161千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内看護師等養成所 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の養成・確保・定着が必

要 

アウトカム指標：  

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
   ５２．７％（H24年度）⇒ ５８．０％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 県内の看護師等養成所運営に要する人件費、講師謝金、事

務費等の経費を助成することにより、教育内容の充実を図

る。 
※平成２６年度より、県内就業率に応じた調整率を導入。 
※平成２７年度より、補助対象に国立病院機構を追加。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○補助養成課程数 １４課程 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○補助養成課程数 １４課程 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：観察できた 

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率：５２．７％

（H24年度）から５６．１％（H27年度）に増加した。 

（１）事業の有効性 
県内の看護師等養成所の運営を支援することにより、経

営が安定し教員の確保や教材の充実など看護教育の向上を

図ることによって、質の高い看護職員を養成する。 
（２）事業の効率性 
平成２６年度より、県内就業率に応じた調整率を新たに

導入したことにより、養成所の運営を支援するだけでなく、

新卒学生の県内就業の促進を図ることとした。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.38】 

ナースセンター事業 
【総事業費】 
22,170千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 
      ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

    ②看護職員の県内再就業者数 

      ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 無料職業紹介事業、短時間正規雇用など多様な勤務形態等

の導入や総合相談窓口の設置、看護業務の効率化や職場風

土改善の研修等を行うための経費に対する支援を行う。 
また、離職者の届出の努力義務化に対応する体制整備及び

同制度に係る周知を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○出張相談窓口設置数 １０か所 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○出張相談窓口設置に向けて関係機関との協議を実施 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：看護職員の離職率 

観察できなかった 

（平成28年10月頃データが判明する予定） 

（１）事業の有効性 
無料職業紹介事業による看護職員の就業支援を実施する

ことにより再就業の促進につながった。また、来所、電話

及びメール等による就労相談を実施し、離職防止及び再就

業促進を図った。 
利用者の利便性を図るため、熊本労働局及び関係ハロー

ワークと協議を行い、県内１０ケ所のハローワークに出張

相談窓口を開設した。 
（２）事業の効率性 
ハローワークとの連携による就業相談及び就業支援を行

うことにより、より多くの求職者への対応が可能となった。 
その他 平成２７年１０月から施行された離職看護職員の届出制

度の周知を図る必要がある。 
 

  



   

113 
 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.39】 

看護師等修学資金貸与事業 
【総事業費】 
47,668千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の医療機関の機能分化・連携強化の推進にあたり、看

護職員の確保が重要であり、看護学生の県外流出を防ぐ必

要がある。 

アウトカム指標：県内の看護師等学校養成所卒業者の 
県内就業率 

   ５２．７％（H24年度）⇒ ５８．０％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 大学、高等学校、養成所の在学者に修学資金を貸与し、修

学を容易にするとともに、返還免除規定を設けることによ

り、県内就業促進を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○看護師等学校養成所就学者への貸与者数 １２０名 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○看護師等学校養成所就学者への貸与者数 １５５名 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
観察できた → 指標：５２．７％（H24年度）から    

５６．１％（H27年度）に増加した。 

（１）事業の有効性 
看護師等学校養成所就学者には、ひとり親世帯や就業し

ながら修学する等経済的な理由を抱える学生・生徒も多い。 
県内指定医療機関の就業を免除条件とした本修学資金を

貸与することにより、県内に就業を希望する看護学生の確

保につながった。 
（２）事業の効率性 
早期に周知し希望者を募った結果、希望者が増え、今ま

で申し込みがなかった県内の学校養成所就業者からの申し

込みがあった。 
また、県外の学校養成所へも周知を図り、県内に就業を

希望する県外の学校養成所就学者からも申し込みがあっ

た。 
年々希望者が増加していく中で、予算の都合により対象

者を選定しているが、需要にこたえるため予算の拡充が望

まれる。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.40】 

准看護師キャリアアップ支援事業 
【総事業費】 
31,524千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：看護職員の離職率 
    ８．９％（H23年度）⇒ ７．９％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 県内医療機関が看護師２年課程に修学中の准看護師に対し

て奨学金制度を制定し、支給した医療機関に対する補助を

行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○准看護師への奨学金貸与 ４０名 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○准看護師への奨学金貸与 ５６名 
○対象医療機関数 ２８ケ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：看護職員の離職率 

観察できなかった 

（平成28年10月頃データが判明する予定） 

（１）事業の有効性 
現職の准看護職員へのアンケートでは「キャリアアップ

体制の充実」の要望が多く、本事業により、准看護師がよ

り専門性の高い看護師を目指すことを支援することによっ

て、看護の質の向上を推進するとともに、看護職員の確保、

定着に寄与することができた。 
（２）事業の効率性 
県内病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業を一括

して説明会を行ったことにより、事業や制度の周知が図ら

れ、平成２６年度の１４ケ所から２８ケ所と倍増した。ま

た、奨学金貸与者も平成２６年度の２８名から５６名と倍

増し、目標を大きく上回った。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.41】 

就労サポート事業 
【総事業費】 

357千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の医療機関の機能分化・強化の推進にあたり、看護職

員の確保が重要であり、県内看護学生が県内に就業し定着

することで、確保体制が強化される。 

アウトカム指標： 

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
   ５２．７％（H24年度）⇒ ５８．０％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 看護師等学校養成所と医療機関等との交流会の開催 
 地域単位で県内の看護師等学校養成所の教員等と各地域

の医療機関等が情報交換を行う交流会を開催する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○看護師等学校養成所と医療機関等との交流会 ２回実施 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○県内の看護師等学校養成所の教職員と医療機関、訪問看

護ステーション等の職員との交流会を２回開催し、延  
５８施設、延１０３名の参加があった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内の看護師等学

校養成所卒業者の県内就業率 
観察できた → 指標：５２．７％（H24年度）から    

５６．１％（H27年度）に増加した。 

（１）事業の有効性 
交流会にて、学校養成所と求人側である医療機関等の看

護管理者及び人事担当者が一堂に会し、互いに必要な情報

を得ることによって、学生への有効な情報提供と学生のニ

ーズに即した効果的な求人活動が促進されることが期待で

きる。 
（２）事業の効率性 
交流会では学校養成所及び医療機関等の関係者が一堂に

会することで、直接、互いに顔を合わせ、詳細な情報を得

ることができる。また、複数の圏域を持つ広域単位に分け

て実施することで、学校養成所はより多くの医療機関情報

を得ることができる。 
その他  
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事業の区分 ３．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【医療 No.42】 

回復期リハビリテーション機能強化事業

（研修事業） 

【総事業費】 
499千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本県理学療法士協会） 
事業の期間 平成２８年２月１０日～平成２８年３月２９日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

回復期リハビリテーションを充実させることで、急性期か

ら在宅への患者の以降を促進する必要があるため。 

アウトカム指標： 在宅復帰率 

事業の内容（当初計画） 回復期のリハビリテーションを担う医療従事者（理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士等）のスキルアップのための

研修を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会の開催２回。 

研修受講者数（職種別、医療機関別、圏域別） 
アウトプット指標（達成

値） 

研修会を2回開催  

＜第1回＞ 

平成28年2月27日（土）午前9:45分～午後4時20分 

熊本保健科学大学  出席者38名 

＜第2回＞ 

平成28年3月20日（日）午前9時45分～午後4時20分 

 宇城総合病院    出席者42名 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：在宅復帰率 

→観察できなかった（研修を行ってからの期間が短く観察

するまでに至らなかった。） 

（１）事業の有効性 
リハビリテーションの専門職である理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士の三者で協力して、研修計画から研修の実

施までを行う事で、急性期から回復期に関するそれぞれの

専門的なリハビリテーションの特殊性等を学ぶ機会となっ

た。今後は、多職種との連携等にも研修内容を広げていく

予定となっている。 
（２）事業の効率性 
リハビリ専門職が別々に研修を行うのではく、共同で開催

されたことで、研修開催の回数を削減することもできたが、

それ以上により効率的にお互いの専門性について理解を深

める機会となった。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.43】 

病院内保育所初度設備整備事業 
【総事業費】 

0千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 
     ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

   ②看護職員の県内再就業者数 

     ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 新たな病院内保育所の立ち上げを支援するため、新たな設

置に必要な初度設備整備費に対し、補助を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○補助医療機関 １か所 

アウトプット指標（達成

値） 

○病院内保育所の新規開設を予定していた医療機関が、 

計画を中止したため事業の執行なし。 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（１）事業の有効性 
 
（２）事業の効率性 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.44】 

総合診療専門医育成施設環境整備事業 
【総事業費】 
3,000千円 

事業の対象となる区域 県内全域 
事業の実施主体 県内医療機関 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師の地域偏在に対応するため、総合診療専門医養成は不

可欠であり、熊本大学が設置するサテライト教育施設（総

合診療専門医養成施設）の環境整備が求められる。 

アウトカム指標：研修医や学生への総合診療専門医養成の

ための指導 

事業の内容（当初計画） 総合診療専門医養成のために熊本大学が設置するサテライ

ト教育施設における環境整備に係る経費への補助 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

サテライト教育施設の設置 

アウトプット指標（達成

値） 

サテライト教育施設の設置（公立玉名中央病院） 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

総合診療専門医養成のため、サテライト教育施設を拠点に

研修医や学生に対して指導等を行った。 

（１）事業の有効性 
 サテライト教育施設の教育・研究設備を整備することに

より、地域医療に貢献できる優秀な医師の養成を円滑に実

施することにつながった。 
（２）事業の効率性 
 サテライト教育施設において、総合診療専門医養成に必

要となる教育・研究設備及び備品等を整備した。 
その他  

 

  



   

121 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.45】 

潜在看護職員再就業研修支援事業 
【総事業費】 
12,000千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職

員の需要が増大しており、結婚や子育て等で離職していた

潜在的な看護職員の再就業による看護職員の確保が必要。 

アウトカム指標：看護職員の県内再就業者数 
      ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 潜在看護職員の確保及び離職防止のため行う再就業支援研

修を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ 潜在看護職員再就業支援研修受講者数 ４０名 

アウトプット指標（達成

値） 

○ 看護技術研修 延１２２名、病院実習 １０名の参加。 
〇 採血・注射研修受講者 延１０５名 
〇 過去の受講者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修受講者 １９名 
〇 出張研修受講者 延２３人 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

看護職員の県内再就業者数→観察できなかった 

（平成28年10月判明予定） 

（１）事業の有効性 
 演習や病院実習を取り入れることで、最新の看護技術の

理解や現場感覚を獲得することにより、再就業を希望する

看護職員の看護技術的不安を解消し、再就業を促進するこ

とが出来ている。 
（２）事業の効率性 
 看護職員の就労支援機能を持つ熊本県ナースセンターが

研修を実施することで、研修受講から就業相談へと継続的

かつ一体的に対応することが可能となり、効果的な就労支

援が図られた。 
 また、これまでの研修体制を見直し、年間を通じ定期的

な開催やテーマごとの開催、出張による研修実施等を行い、

受講者の利便性を考慮することによって、受講者によって

参加がしやすくなり、受講者増に繋がっている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.46】 

看護補助者活用推進事業 
【総事業費】 

0千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 

     ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

   ②看護職員の県内再就業者数 

     ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 医療機関に勤務する看護職員に専門性を必要とする業務に

専念させ、業務負担を軽減するため、看護補助者の管理者

を対象とした研修を実施し、看護補助者の活用を促進する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

○看護補助者管理者研修受講者数 ５０人 

アウトプット指標 

（達成値） 

〇事業実施に向けて取り組んでいたが、内示後では十分な

事業期間を確保することができなかったことから、事業

執行せず。 
事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（１）事業の有効性 
  
（２）事業の効率性 
  
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.47】 

病院内保育所施設整備事業 
【総事業費】 

0千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 

     ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

   ②看護職員の県内再就業者数 

     ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 病院内保育所の新築及び定員増を伴う増改築・改修に対し

助成する。 
また、平成２７年度より、既存の病院内保育所が新たに病

児等保育を開始する場合の病児等保育室整備に対しても助

成する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ 補助医療機関 ３ヶ所 

アウトプット指標（達成

値） 

〇 H28年度へ繰越 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：看護職員の離職率 

→観察できなかった 

（平成28年10月頃データが判明する予定） 

（１）事業の有効性 
  
（２）事業の効率性 
  
 

その他 H27 年度県計画の軽微な変更を行うことで事業期間延長
予定 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.48】 

医療従事者宿舎施設整備事業 
【総事業費】 

0千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内医療機関 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化及び高齢化の進展により、看護職員

の需要が増大しており、看護職員の確保・定着が必要 

アウトカム指標：  

①看護職員の離職率 
     ８．９％（H23年度）⇒７．９％（H29年度） 

   ②看護職員の県内再就業者数 

     ３５２人（H23年度）⇒５３０人（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 医療従事者の確保及び定着を促進するための宿舎施設整備

費に対する医療機関に対し、助成する。 
※平成２７年度より、対象を看護職員から医療従事者まで

拡大。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ 補助医療機関 １ヶ所 
 

アウトプット指標（達成

値） 

〇宿舎整備を予定していた医療機関から、工期の関係上、

当基金内示後の着工では、予定期間内の竣工ができない

ため補助申請がなかった。 
事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
  
（２）事業の効率性 
  
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.49】 

看護学生県内定着促進事業 
【総事業費】 
1,274千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 県内看護師等学校養成所 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の医療機関の機能分化・連携強化の推進にあたり、看

護職員の確保が重要であり、県内看護学生が県内に就業し

定着することで、確保体制が強化される。 

アウトカム指標： 

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
    ５２．７％（H24年度）⇒５８．０％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 看護学生の県内定着促進のため学校養成所が取り組む経費

に対し、助成する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ 補助学校養成所数 ２０ヶ所 
 

アウトプット指標（達成

値） 

〇 定着促進事業に取り組んだ学校養成所数 ６ヶ所 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内の看護師等学

校養成所卒業者の県内就業率 
観察できた → 指標：５２.７％（H24年度）から 

５６．１％（H27年度）に増加した。 

（１）事業の有効性 
学校養成所単位で実施することによって、各学校養成

所は課程の特性や学生の特徴を活かしながら、学生が就

職先を選択するうえでのニーズに即した取組みが実施で

きる。このことによって、より具体的な医療機関の看護

提供や研修体制等に関する情報の入手が可能となるな

ど、学生の就労先選択に大きく影響を与え、県内定着の

促進が期待できる。 
（２）事業の効率性 
各学校養成所単位で取組むことで、学生に直接アプロ

ーチができることから、周知や時間などの無駄が少なく

なり、より効率的に事業の実施が可能となった。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.50】 

高校生が一日看護学生と看護を体験する 

事業 

【総事業費】 
1,990千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（公益社団法人熊本県看護協会） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の医療機関の機能分化・連携強化の推進にあたり、看

護職員の確保が重要な中、高校生に看護の魅力を伝え、将

来の職業として看護職を選択してもらう機会をつくる必要

がある。 

アウトカム指標：  

県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
    ５２．７％（H24年度）⇒５８．０％（H29年度） 

事業の内容（当初計画） 高校生を対象とした看護師等学校養成所及び医療機関にお

ける一日看護学生と一日看護の体験を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ 体験実施高校生数 １，０００人 
 

アウトプット指標（達成

値） 

○ 体験実施者数 ９４９人（申込者１，０１８人） 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内の看護師等学

校養成所卒業者の県内就業率 
観察できた → 指標：５２．７％（H24年度）から 

５６．１％（H27年度）に増加した。 

（１）事業の有効性 
夏休み期間中に高校生を対象とした体験を実施し、多く

の生徒に看護職員を目指すきっかけをつくることができ

た。 
（２）事業の効率性 
看護学生体験も実施したことにより、看護職への単なる

憧れではなく、具体的な進路についても周知することがで

きた。 
その他 参加者の多くが３年生であったため、より早い段階から

看護職を進路の選択肢として考えてもらえるよう、１、２

年生の参加者を増やす必要がある。 
また、中学生の参加についても検討を行いたい。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.51】 

医療依存度の高い患者への在宅に向けた看

護能力育成事業 

【総事業費】 
1,884千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関の機能分化・強化が進む中、医療依存度の高い患

者の在宅移行に向けて、患者が望む場で生活できるための

体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標： 

医療依存度の高い患者を受け入れる施設の増加 

事業の内容（当初計画） 急性期以外の病院及び在宅関連施設等で勤務する看護職

が、医療依存度の高い患者に対する看護実践能力を身につ

けるための体制を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○県内の医療機関、在宅療養に関わる関連機関の看護職員

を対象とした研修会の開催 １０回程度 
アウトプット指標（達成

値） 

○研修会：３１回実施 １７５名参加 
〇臨床実習：５回実施 ７名参加 
〇アドバイザー派遣  １施設 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：医療依存度の高い

患者を受け入れる施設の増加 → 観察できなかった 

（１）事業の有効性 
 医療機関、福祉施設、訪問看護ステーション等の対象

者に応じた内容と、研修会、臨床実習、アドバイザー派

遣を組合せた受講方法で構成しており、より現場で活用

できるよう工夫している。また医療依存度の高い患者の

在宅移行に関する多様なテーマで、かつ少人数体制や演

習を取り入れるなど、具体的な知識と技術の習得に繋が

っている。 
（２）事業の効率性 
 事前にニーズ調査を実施し、関係者との検討会等を行

い、事業を企画しており、受講対象のニーズに沿った内

容の研修が提供できた。 
その他 より現場に即した内容とするため、アドバイザー派遣の

希望を増やす対策が必要である。 
 また、今後策定する地域医療構想を見据え、医療と介護

の連携や在宅移行を躊躇しがちな医療依存度の高い患者の

円滑な移行方策も視野に入れた内容にしていく必要があ

る。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.52】 

災害医療研修強化事業 
【総事業費】 

453千円 
事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 公益財団法人熊本県医師会、一般社団法人熊本県歯科医師

会、公益社団法人熊本県看護協会、公益社団法人熊本県柔

道整復師会 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

災害時には、地域レベルで、被災地の情報収集や関係機関

への情報提供、現地の医療救護体制の調整等が必要である。 

アウトカム指標： 行政と医療関係者が連携した地域レベル

での研修・訓練の実施 

事業の内容（当初計画） 県と災害医療救護に関する協定を締結した団体が、災害時

における実働可能な体制を整備するため、各団体への研修

等開始を行い、災害医療を担う人材養成の実施。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域の災害医療コーディネートチームの設置 
 

アウトプット指標（達成

値） 

地域の災害医療コーディネートチームの設置（１０圏域） 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

行政と医療関係者が連携した地域レベルでの研修・訓練の

開催（１０圏域） 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、熊本県の全域において、災害医療

従事者間での顔の見える関係が構築され始めたところ

であり、災害医療従事者間の連携が促進したと考える。 
（２）事業の効率性 
地域災害医療コーディネートチームの合同研修会を開

催したことにより、災害時の対応方法について１０圏域

の災害医療従事者間で共有することができた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.53】 

がん相談機能向上事業 
【総事業費】 
11,188千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（都道府県がん診療連携拠点病院（熊本大学医学部

附属病院）） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

がん患者等の増加、相談の多様化が見込まれる中、県内の

がん相談機能を向上させるとともに、県内の医療機関等を

含めた県民への認知度を高め、がん患者・家族の療養生活

の質の維持向上につなげる。 

アウトカム指標：①国立がん研究センター基礎研修(3)と同

程度（当事業研修会修了者を含む）の研修を修了した者の

割合の増(H26年度41％→H30年度：60%)、②がん相談支援

センター認知度の増（H22年度35％→H30年度50％）、③ピ

アサポート活動の維持又は増（H26がんサロン26ヵ所・ピ

アカウンセリング3箇所→維持又は増）  

事業の内容（当初計画） 熊本大学医学部附属病院に委託し、熊大病院内にがん相談

員サポートセンターを設置し、がん相談員等への研修及び

連携・支援、がん相談支援センターの周知、がんピアサポ

ーター養成、ピアカウンセリング「おしゃべり相談室」へ

のがん経験者相談員派遣、がんサロンネットワーク熊本等

の活動支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

がん専門相談員研修会の実施（2回）、がん相談支援センタ

ーの県内統一周知ポスター等の作成、ピアサポート養成セ

ミナーの実施（2回）、「おしゃべり相談室」の実施（3箇所） 

アウトプット指標（達成

値） 

がん専門相談員研修会（2回）、ピアサポート養成セミナー
（2回）、「おしゃべり相談室」（3箇所）を実施した。また、
がん相談支援センターの県内統一ポスター等を作成し、周

知を図った。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： ①H27年度 46%、

②H27年度調査51％（※病院来場者）、③H27年度：がんサ

ロン26ヵ所・ピアカウンセリング3箇所（維持） 

（１）事業の有効性 
「がん相談員サポートセンター」を設置し、がん相談員

等への研修及び連携・支援、がん相談支援センターの周知、

がんピアサポーター養成、ピアカウンセリング「おしゃべ

り相談室」へのがん経験者相談員派遣、がんサロンネット

ワーク熊本等の活動支援を行い、県内のがん専門相談員及

びがんピアサポーターの育成、連携が図られた。 
（２）事業の効率性 
都道府県がん診療連携拠点病院である熊本大学医学部附

属病院で実施することで、県内１９病院のがん専門相談員

との連携がスムーズに進められ、現場の課題にあった研修

の企画、実施を行うことができた。また、がんピアサポー

ターとの連携に関する情報共有等も円滑に行うことができ

た。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【医療 No.54】 

がん緩和ケア提供体制整備事業 
【総事業費】 
21,640千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 都道府県がん診療連携拠点病院（熊本大学医学部附属病院） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

緩和ケア病棟、在宅緩和ケア、拠点病院等の緩和ケアチー

ムが連携して、がん患者等の緩和ケアを実施するためのが

ん緩和ケア医療提供体制の整備を進める。 

緩和ケア専門医の数（H26年度0人→H30年度3人）、緩和

ケアに特化した臨床心理士の数（H26年度0人→H30年度2

人）、緩和ケアの認知度（H22年度 20％→H30年度 40％）、

緩和ケアドクターホットライン（仮称）の設置（H28年度ま

でに本格運用）  

事業の内容（当初計画） 熊本大学医学部附属病院の緩和ケアセンターに教育研究部

門を設置し、①緩和ケアのスペシャリスト（専門医）を養

成、②緩和ケアの普及啓発、③緩和ケア提供体制の整備を

行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

〇緩和ケア専門医の養成（2名）、臨床心理士の要請（1名）、

緩和ケア市民公開講座の実施（1回）、緩和ケアドクター

ホットライン（仮称）の設置 

アウトプット指標（達成

値） 

○緩和ケア専門医を目指す医師（1名）、緩和ケアに特化し
た臨床心理士（1名）の育成を開始した。平成27年7月
に緩和ケア市民公開講座を実施。「緩和ケアホットライ

ン」を設置し、運用を開始した。 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：H27年度「診断され

た時からの緩和ケア」の認知度35%。 

（１）事業の有効性 
 熊本大学医学部附属病院の緩和ケアセンターに教育研

究部門を設置し、緩和ケアのスペシャリスト（専門医）

を養成、緩和ケアの普及啓発、緩和ケア提供体制の整備

を行うことで、県内全体の緩和ケアに関する医療従事者

の水準向上に寄与している。 
（２）事業の効率性 
 熊本県がん診療連携協議会の緩和ケア部会において、

緩和ケア専門医が中心となり、拠点病院、緩和ケア病棟、

在宅緩和ケアに従事する医療者間で連携が図られてい

る。 
その他 県内の緩和ケア医療提供体制を積極的に牽引する教育部

門の設置（緩和ケアセンター内）により、緩和ケアの推進

の意識醸成が大きく進んでいる。 
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事業区分５：介護従事者の確保に関する事業 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.2】 

介護人材確保対策推進事業（熊本県介護人

材確保対策推進協議会の開催） 

【総事業費】 
134千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７月４月～平成２８年３月 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 

アウトカム指標：  

事業の内容（当初計画） 行政、事業者団体、養成機関団体等の関係機関による「熊

本県介護人材確保対策推進協議会」を設置し、人材確保に

係る課題や取組みについての情報共有、連携可能な取組み

等について意見交換等を行い、効果的な施策実施につなげ

るもの。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○熊本県介護人材確保対策推進協議会の開催 年２回程度 

○ 

アウトプット指標（達成

値） 

○熊本県介護人材確保対策推進協議会の開催 ２回開催 

○ 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
・県事業（基金活用事業）への要望・意見交換等を行った。 
・各団体の取組みや課題等の検討を行った。 
（２）事業の効率性 
・行政及び関連団体の関係者が一堂に会し、情報の共有と

連携を図った。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護№3】 

 介護職～魅力いっぱい～広報推進事業 

【総事業費】 
6,460千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間事業者に委託） 

介護の日実行委員会 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 

アウトカム指標：  

事業の内容（当初計画） 広く県民に対して、介護職の魅力や専門性等をＰＲする

ための広報啓発事業を実施し、介護職への理解促進を図る

もの。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ＰＲパンフレットの作成・配布 24,000部 

○ＰＲ広告掲載 新聞広告5段×3回 

○介護の日関連イベントへの助成 

アウトプット指標（達成

値） 

○ＰＲパンフレットの作成・配布 24,000部 

○啓発ポスターの作成・配布・掲示 1,000部 

○ＰＲ広告掲載 新聞広告5段×1回 

○介護の日関連イベントへの助成 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
ＰＲパンフレット「笑顔の王国」を作成し、県内の全て

の中学校に配付するとともに、啓発ポスターを作成、県内

の主な施設等に配付・掲示し、介護職への理解を図った。 
（２）事業の効率性 
 介護の日イベントを支援した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護№4】介護人材確保啓発事業（介護職

イメージ改善セミナー事業） 
  

【総事業費】 
0千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 

アウトカム指標：  

事業の内容（当初計画） 広く県民に対して、介護の仕事の専門性ややりがい等につ

いての理解を促すセミナーを開催し、介護職に対するマイ

ナスイメージの払拭を図っていくことを目指すもの。（介護

職の現状、人材確保の必要性、介護職の専門性等について

講演、事例報告等を実施。） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○セミナー開催回数：１回 

 受講予定者数：200人 

○ 

アウトプット指標（達成

値） 

○未実施 

○ 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
 
（２）事業の効率性 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.6】 

福祉人材緊急確保事業 

（「若者」参入促進事業） 

【総事業費】 
10,339千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

将来的な介護人材となる若者の新規参入促進を図る。 

アウトカム指標： 

事業の内容（当初計画）  嘱託職員を設置し、中高生、養成校生、大学生を対象と

した職場体験を行う。 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場体験受け入れ延べ日数：1,500日 

アウトプット指標（達成

値） 

職場体験受け入れ延べ日数：862日 

事業の有効性・効率性 体験後に福祉職に就職しても良いという学生が半数以上お

り、福祉の仕事へ魅力向上につながった。 

（１）事業の有効性 
職場体験をとおして、福祉の仕事の魅力を知っていただ

くことで、学生等の福祉職への参入促進を図る。 
（２）事業の効率性 
 体験終了後に報告会を開催し、意見交換を行うことで、

受入施設の意識の向上につながった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.7】 

介護福祉士を目指す学生への修学応援事業 

【総事業費】 
21,200千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に補助） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

将来的な介護人材となる若者の新規参入促進を図る。 

アウトカム指標： 

事業の内容（当初計画）  質の高い介護サービスを提供するためには、介護福祉士

の資格を取得する学生への支援が極めて重要である。介護

福祉士を目指す学生が、介護に関わる仕事の魅力を知るこ

とがないまま介護業界等に進むことを断念することがない

よう、授業や実習等を通じて介護等を学ぶ学生に対して修

学資金を貸与し、若者等の参入促進を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸与者の卒業後県内就職率：90％ 

 

アウトプット指標（達成

値） 

貸与者の卒業後県内就職率：98.7％ 

（H27年度卒業者77人のうち県内就職者76人） 

事業の有効性・効率性 修学資金の貸与により、介護福祉士を目指す学生13人の修

学を支援した。 

（１）事業の有効性 
介護福祉士を目指す学生の修学を支援することにより、

将来の介護人材の参入促進を図る。 
（２）事業の効率性 
 学校説明会等で学生やその保護者、進路指導の担当教員

等に広く周知する必要がある。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.9】 

福祉人材緊急確保事業 

（福祉人材マッチング機能強化事業） 

【総事業費】 
16,943千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

就労希望者や潜在的有資格者の就労促進 

アウトカム指標： 

事業の内容（当初計画） ・県社会福祉協議会にキャリア支援専門員を配置し、県内

のハローワーク、施設・事業所での巡回相談及び求人開拓

を実施 
・合同面接会の開催 
・施設へのアドバイザー派遣 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・キャリア支援専門員の巡回相談：730回 

・合同面接会参加事業所数：50事業所 

・参加求職者数：120人 

アウトプット指標（達成

値） 

・キャリア支援専門員の巡回相談：401回 

・合同面接会参加事業所数：50事業所 

・参加求職者数：92人 

事業の有効性・効率性 キャリア支援専門員による求人紹介や面接会の開催により

70人の就職につながった。                                                                             

（１）事業有効性 
求職者のニーズの及び適正を確認したうえで、求人との

マッチングを行うことで人材の円滑な参入と定着を図っ

た。 
（２）事業の効率性 
 キャリア支援専門員を配置することにより、求職者に対

し、就職後のフォローアップを行うことができ、確実な定

着につながっている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.10】 

介護職員等によるたんの吸引等のための研

修事業（高齢） 

【総事業費】 
7,886千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県(民間事業者に委託) 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療的ケアに従事する介護職員の育成を図り、高齢者福祉

サービスの充実を図る。 

アウトカム指標：登録特定行為事業者の登録 ４０事業所 

事業の内容（当初計画） たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を養成するため

の喀痰吸引等研修を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○認定特定行為従事者の養成 200人 

アウトプット指標（達成

値） 

○認定特定行為従事者の養成 183人 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

平成27年度の登録特定行為事業者の登録：３４事業所 

平成28年度（8月末現在）〃  の登録：１３事業所 

 

（１）事業の有効性 
認定特定行為従事者も計 331人（H28.4現在）となり、
登録特定事業者も計 267事業所（H28.4現在）と増加し、
介護職員が医療的ケアをできる事業所が、徐々に増えてい

る。 
（２）事業の効率性 
 登録研修機関による養成数が十分でないため、熊本県の

事業で研修を行うことにより、研修の機会の拡大となって

いる。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.11】介護職員等のためのたんの

吸引等研修事業（障がい） 

【総事業費】 
2,755千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（民間事業者に委託） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

たんの吸引等が必要な利用者の在宅療養を可能にするため

に、介護職員等が喀痰吸引等の日常の医療的ケアを実施で

きる人材の育成が必要。 

アウトカム指標：認定特定行為従事者認定証発行数の増加 

事業の内容（当初計画） たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を養成するため

の喀痰吸引等研修を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療的ケアに従事する介護職員の育成を図り、障害福祉サ

ービスの充実を図る。 

・認定特定行為従業者の養成：150人（延べ200人） 

アウトプット指標（達成

値） 

認定特定行為従業者の養成：83人（修了証発行数170人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認定特定行為従事

者認定証発行数：１８２人 

観察できた      →  指標：平成２６年度１４７

人から１８２人と３５人増加した。 

（１）事業の有効性 
たんの吸引等が必要な患者が、地域で過ごすためには、家

族以外の事業所等による支援が不可欠。介護事業所のみな

らず、学校や保育所等職員がたん吸引等研修を受講してお

り、患者が、在宅以外にも学校や保育園等での支援も受け

る体制が整ってきている。 
（２）事業の効率性 
研修事業及び地域の関係者を熟知している事業者に委託す

ることで、一定レベルの内容を県内各地で実施しており、

効率的な執行ができている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.12】 

 ケアプラン点検支援体制構築事業 

【総事業費】 
1,635千円 

事業の対象となる区域 熊本県全域（熊本市除く） 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・介護支援専門員が作成するケアプランが必ずしも利用者

の自立支援に沿った内容でないものもあるという指摘が

ある。ひいては介護給付費増加に影響する。 

アウトカム指標：ケアプラン点検をとおした介護給付費の

削減 

事業の内容（当初計画） 介護支援専門員のマネジメントを高めるために下記2点

を行う。 

・保険者及び主任介護支援専門員を対象に、圏域ごと研修

会を実施。 

・保険者が行うケアプラン点検の際に、県介護支援専門員

協会から指導者が同行し専門的助言の実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○ケプランを点検（5％以上）する市町村数：４５ 

アウトプット指標（達成

値） 

〇平成27年度ケアプラン点検（5％）実施市町村数：（ ） 

                       調査中 

事業の有効性・効率性 〇ケアプラン点検を行う市町村が、専門的知識のある介護

支援専門員（指導者）とともに、自立支援に向けたプラン

になっているか確認することで、個々の介護支援専門員の

質向上、及び連携した支援が構築できる。 

 

（１）事業の有効性 
・市町村と介護支援専門員の連携が深まる。 
・介護支援専門員の質向上及び本人の自立支援につながる 
 とともに介護給付費が抑制される。 
（２）事業の効率性 
・既存の専門職による介入で即戦力がある。 

その他  
 
 
 

 



   

143 
 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護Ｎo.13】 

 ケアマネジメント活動推進事業 

【総事業費】 
1,949千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムを構築するためには、多様なサービ

ス主体が連携して、要介護者等を支援できるよう、適切に

ケアマネジメントを行うことが必要。 

アウトカム指標： 新たに研修講師となる介護支援専門員を

１０人以上養成する。 

事業の内容（当初計画） 研修の不断の見直しのため研修向上委員会の開催、介護支

援専門員の指導にあたる研修講師の質の向上及び指導ポイ

ントの共有を図るための講師養成研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○研修向上委員会の開催回数 ４回 

○講師養成研修の開催回数 ３回 

○ 

アウトプット指標（達成

値） 

〇研修向上委員会の開催回数 １回 

○講師養成研修の開催回数 ３回 

○ 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

新たに研修講師となる介護支援専門員を１０人以上養成す

る。 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
 介護支援専門員の研修の見直しや講師の質の向上を図る

ことにより、適切なケアマネジメントへ繋がっている。 
（２）事業の効率性 
 すべての介護支援専門員に対し、研修を開催するより、

介護支援専門員の研修の見直しや講師の質の向上を図るこ

との方が効率的に介護支援専門員のケアマネジメントの質

の向上が図られている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.14】長寿を支える地域の介護職

員等研修支援事業 

【総事業費】 
26,820千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（介護サービス事業所等へ補助） 

事業の期間 平成２８年７月～平成２８年３月 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

熊本県内の介護施設・事業所等における介護サービスの質

の向上を推進するとともに、介護人材の育成を図る。 

アウトカム指標：１事業者あたりの研修受講者延べ人数

10％増 

事業の内容（当初計画） 介護サービス事業者等が介護職員のスキルアップを図るた

めに研修等に派遣する際、必要となる代替職員の人件費を

助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

代替職員の雇用：30人／年 

アウトプット指標（達成

値） 

代替職員の雇用：24人／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：2.3％増 

（H26年度：132人、H27年度：135人） 

（１）事業の有効性 
 代替職員として雇用された者が、介護現場での仕事を通

じて必要な知識や技能等を身につけることにより、雇用期

間満了後、介護職員として継続して当該施設で雇用される

か、又は次の雇用につながり、介護労働力の育成・確保を

図ることができた。 
 また、事業者が職員を研修に派遣しやすい環境づくりを

支援することで、介護サービス全体の質の向上が見込まれ

るとともに、職員のキャリアアップを促進し、介護人材の

介護労働分野での定着を図ることができた。 
 さらに、代替職員として雇用した者のうち約半数が常用

雇用となっており、貴重な介護人材確保にもつながってい

る。 
（２）事業の効率性 
 事務手続の連絡を事業者に対してメール等で行い、円滑

な実績報告等を行えたと考える。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.16】認知症介護研修等事業 

 

【総事業費】 
2,849千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（社会福祉法人等へ委託）及び熊本市（市へ補助⇒

社会福祉法人等へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症介護を担う介護職員には、高い認知症対応力が求め

られるため、認知症の知識や介護技術を修得する研修を実

施することで認知症に関する専門職を養成する。 

アウトカム指標： 

・認知症介護指導者養成研修 受講者累計 

 H26末 30人 → H27末 33人（熊本市分を含む） 

・認知症介護実践者研修 受講者累計 

 H26末 4,351人 → H27末 4,871人（熊本市分を含む） 

事業の内容（当初計画） ・認知症の知識や介護技術等を習得する研修を実施。 

・認知症介護の指導者となる人材の養成 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症対応型サービス事業開設者研修：1回 

・認知症対応型サービス事業管理者研修：2回 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：2回 

・実践者フォローアップ研修：1回 

・認知症介護指導者フォローアップ研修：2名派遣（うち熊

本分1名） 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症対応型サービス事業開設者研修：1回 

・認知症対応型サービス事業管理者研修：2回 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：2回 

・実践者フォローアップ研修：1回 

・認知症介護指導者フォローアップ研修：2名派遣（うち熊

本分1名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：（※可能な限り記載） 

観察できた  

・認知症介護指導者養成研修 受講者累計 

 H26末 30人 → H27末 33人（熊本市分を含む） 

・認知症介護実践者研修 受講者累計 

 H26末 4,351人 → H27末 4,927人（熊本市分を含む） 
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（１）事業の有効性 
 平成２７年４月に、介護報酬改定が行われ、本事業で実

施している研修修了が要件となる加算が新設された。その

ため、例年を上回る受講申込みがあった。 
（２）事業の効率性 
 平成２７年度においては、（１）の状況を踏まえ、例年よ

り受講定員を増やすなどの対応を行った。 
 また、研修を効率的に実施するため、引き続き熊本市と

の合同開催を行った。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.17】 

認知症総合支援研修事業 

【総事業費】 
1,578千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（一部を国立長寿医療研究センターへ委託） 

事業の期間 平成27年４月１日～平成28年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

国の定める地域支援事業実施要綱において、市町村が実施

する認知症総合支援事業の認知症初期集中支援チーム員向

けの研修と認知症地域支援推進員の資質向上のための研修

を実施する必要。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チームを設置してい

る市町村数（平成26年度末2→平成27年度末12）  

事業の内容（当初計画） ・各市町村が設置する認知症初期集中支援チームのチーム

員に対し、国が定める研修を国立長寿医療研修センター

に委託して実施。 

・各市町村が配置する認知症地域支援推進員の養成、資質

向上のための研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症初期集中支援チーム員に対し研修を実施：4回 

・認知症地域支援推進員に対する基礎編、フォローアップ

編の研修の実施：各1回程度 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症初期集中支援チーム員研修が 4回開催され、県内

17市町村から25人研修を修了した。 

・認知症地域支援推進員研修の基礎編を 1回開催。フォロ

ーアップ研修を対象圏域を分けて2回開催。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認知症初期集中支

援チームを設置している市町村数が平成 27年度末までに

12市町村となった。 

 

（１）事業の有効性 
・認知症初期集中支援チーム員の研修受講については、市

町村が設置する認知症初期集中支援チーム員となる専門

職の要件とされており、県が本事業を実施することで、

市町村が同チームの円滑に設置することができる。 
 
（２）事業の効率性 
・認知症地域支援推進員のフォローアップ研修において、
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介護事業所や認知症疾患医療センターの関係者を交えて

事例検討等を行うことで、ネットワークづくりを実践的

に研修することができ、認知症地域支援推進員以外の参

加者にも認知症地域支援推進員の業務を効果的に周知す

ることができた。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【介護 NO.18】 

 認知症診断・相談体制強化事業（病院勤

務の医療従事者向け認知症対応力向上研

修） 

【総事業費】 
2,746千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本市から一部負担金を徴収し共同実施） 

事業の期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

身体疾患を合併する認知症の方への対応力向上や認知症疾

患医療センターを始めとした専門医療機関と一般病院との

連携強化を一層促進するため、一般病院勤務の医師、看護

師等の医療従事者に対し、研修を行う。 

アウトカム指標：研修修了者数（県独自のオレンジドクタ

ー・オレンジナースを含む）の累計 H26:342 → 

H27:1,400人（最終目標H29:3,200人） 

事業の内容（当初計画） 病院勤務の医師や看護師等の医療従事者に対する認知症対

応力向上研修の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・県独自プログラムによる研修講師役等となるリーダーク

ラスの医師（オレンジドクター）及び看護師（オレンジナ

ース）の養成研修：1回 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の実

施：1回 

アウトプット指標（達成

値） 

・県独自プログラムによる研修講師役等となるリーダーク

ラスの医師（オレンジドクター）及び看護師（オレンジナ

ース）の養成研修：1回 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の実

施：1回（各病院にて実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：研修修了者数（県

独自のオレンジドクター・オレンジナースを含む） 

H27:4,021名 

（１）事業の有効性 
病院に勤務し、認知症患者やその家族らと直接やりとりを

する機会が多い医療従事者向けに研修を行ったことで、認

知症の診断及び相談体制強化に繋げることができた。 
 



   

150 
 

（２）事業の効率性 
病院ごとに研修講師を養成することで、院内研修を開催す

ることが可能となり、より効率的に修了者を増やすことが

できた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.19】 

認知症診療・相談体制強化事業 
(かかりつけ医認知症対応力向上研修) 

【総事業費】 
1,133千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（県医師会へ委託）及び熊本市（市へ補助⇒県医師

会へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が日頃より受診する診療所等の主治医（かかりつけ

医）に対し、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人

本人とその家族を支える知識と方法を習得させる必要。 

アウトカム指標： かかりつけ医認知症対応力向上研修（基

礎編）受講者累計平成26年度末706人→平成27年度末806

人 

事業の内容（当初計画） かかりつけ医に対する適切な認知症の診断の知識・技術等

の習得を目的とした研修の実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（基礎編）の実施：2

回 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（ステップアップ編）

の実施：1回 

アウトプット指標（達成

値） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修を県内 2カ所（各 1

日）で実施 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（ステップアップ編）

を1回実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：かかりつけ医認知

症対応力向上研修受講者累計が平成28年度末907人となっ

た。  

（１）事業の有効性 
高齢化の進展に伴い認知症高齢者等の数も増加してい

ることから、認知症診療がかかりつけ医にとっても増々

重要なものとなってきていること等を背景に、想定を上

回る参加があった。研修においては、医学的な知識だけ

でなく、最新の認知症施策や、地域連携等も内容に加え

ると伴に、ステップアップ編を設けることで、より実践

的な内容を学ぶことができ、体系的に研修を実施するこ
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とができた。 
（２）事業の効率性 
  基礎編の開催を医師が参加しやすい土日としているこ

とや、研修開催場所について、平成 27年度においては、
過去の実績から参加者が少ない地域を選定したことな

ど、多くのかかりつけ医に参加できるよう工夫すること

で効率的に事業を実施した。 
  また、医療機関向け研修も対象や目的の異なる複数の

研修を体系的に実施しており、医師等が目的に応じ、基

本的な内容から専門的な内容まで受講できるように事業

を実施している。 
 
 

その他  

 

 

 

 

  



   

153 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.20】 

 地域密着型サービス地域支援推進事業 

【総事業費】 
1,899千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本県地域密着型サービス連絡会への委託） 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

２４時間３６５日切れ目のないサービスを一体的・複合的

に利用できる地域密着型サービス事業所は、地域包括ケア

において高齢者の在宅生活を支える主体（受け皿）である

が、県内で未だ設置されていない地域があり、新設に向け

た普及促進を図る必要がある。また、平成２７年度からの

制度改正により、訪問介護・通所介護が地域支援事業に移

行され、住民のニーズに合わせたサービスの多様化が図ら

れるため、既存事業所における資質の向上が求められる。 

アウトカム指標：地域密着型サービス事業所の増設、並び

に既存事業所の整備、生活支援や介護等における人材育

成・ケアの資質向上を図ることにより、地域包括ケアシス

テムの構築を推進する。 

事業の内容（当初計画） 地域密着型サービスの地域支援における新たな役割等につ

いて、事業所等に対して研修を実施するとともに、新規事

業所等に対する相談窓口を設置する。このことにより、地

域密着型サービスが地域との連携を進めていく魅力につい

て周知し、介護人材の確保、資質向上や、新規立上げに繋

げる。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・研修回数：４回程度 

 

アウトプット指標（達成

値） 

・リーダー養成研修会：３回 

・地域支援推進フォーラム（公開講座）：１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：看護小規模多機能

型居宅介護：１件新設。 

（１）事業の有効性 
・新たに立ち上げる事業所や既存事業所が地域包括ケアに

おける交流拠点としての役割を理解するとともに、地域住

民や事業所などの関係機関が地域密着型事業所と協働して

地域づくりを行っていくことができる。 
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（２）事業の効率性 
・地域密着型サービス事業所を実際に経営し、制度に精通

しているなど、高度で専門的なノウハウを持つ団体に事業

を委託することで、ネットワーク機能の強化や既存事業所

からの相談に応じることができ、指導助言を的確に行うこ

とができている。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【介護 No.21】 
介護予防・生活支援サービス構築支援事業 

【総事業費】 

3,219千円 

 

事業の対象となる

区域 

県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月 1日～平成２８年３月３１日 
■継続／□終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

平成29年4月1日までに各市町村は、訪問介護、通所介護を

予防給付から地域支援事業に移行し、介護予防・日常生活支援そ

ごう事業を実施しなければならないが、サービス内容の不足や

様々なサービスを提供できる体制が整っていない等の課題を抱

えている。地域におけるサービスの開発、ニーズとサービスのマ

ッチングなどを行い、地域の実情に合ったサービスを提供できる

体制づくりを進めるため、生活支援コーディネーターを配置する

必要がある。 

アウトカム指標： 

県内の生活支援コーディネーター養成数：40名程度 

事業の内容（当初計

画） 

・生活支援コーディネーター養成研修、連絡会及び実地支援の実

施 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

生活支援コーディネーター養成研修 年1回程度開催 

連絡会及び実地支援 年 2回程度開催 
アウトプット指標

（達成値） 

生活支援コーディネーター養成研修 年1回開催 

連絡会及び実地支援 年３回開催 

事業の有効性・効率性 事業終了後の１年以内のアウトカム指標： 
県内の生活支援コーディネーター養成数：47名程度 

（１）事業の有効性 

生活支援コーディネーター養成研修等を実施することにより、県

内全域に生活支援コーディネーターの配置を進めるとともに、コ

ーディネートの支援を行う。 

（２）事業の効率性 

生活支援コーディネーターの配置を図りコーディネートを進め

ることにより、県内全市町村で、地域の実情に合ったサービスを

提供できる体制づくりを効率的に進めることができる。 
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その他  

 
  



   

157 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 No.22】 

地域ケア会議アドバイザー派遣事業 

【総事業費】 
2,010千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステム構築の重要なツールである地域ケア

会議の開催・充実を図ることが必要。 

アウトカム指標： 地域ケア会議の５つの機能全てを発揮す

る地域包括支援センター（市町村主催も含む）を１０％以

上にする。 

事業の内容（当初計画） 地域包括ケアシステム構築の重要なツールである地域ケア

会議の開催・充実を支援するため市町村に地域ケア会議ア

ドバイザーを派遣し、実地支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・アドバイザー派遣数：5市町村程度×3回程度 

 

アウトプット指標（達成

値） 

・アドバイザー派遣回数：5市町村に対して各３回、合計１

５回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域ケア会議の５

つの機能全てを発揮した地域包括支援センター（市町村主

催も含む）は約７％。  

（１）事業の有効性 
・地域ケア会議の開催におけるノウハウを持たない市町村

や関係者に対し、アドバイザーを派遣することで、地域ケ

ア会議の目的や事前準備、運営方法やまとめ方など、充実

した地域ケア会議が有効的に開催することができる。 

（２）事業の効率性 
・地域ケア会議アドバイザーを県内全域に派遣することで、 
各地域の実情に沿った的確なアドバイスを提言することが

できるため、効率的に地域ケア会議の質を向上することが

でき、県内の底上げにもつながる。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.23】市民後見推進事業 

 

【総事業費】 
24,023千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 市町村（社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症高齢者の増加を受け、今後、需要が拡大する成年後

見制度について、利用促進体制の構築及び市民後見人養成

の促進を図る。 

アウトカム指標：  

・市民後見人講座修了者のうち、権利擁護業務従事者数 

 H26 42人 → H27 47人 

・社協等における法人後見件数 

 H26比で5％アップ 

事業の内容（当初計画） 認知症高齢者の増加、成年後見制度の需要の高まりを踏ま

え、将来の担い手を確保するために、市民後見人の養成や

その後の活動への支援、それに係る組織体制を構築するた

めの事業に対して事業費補助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

市民後見推進事業実施市町村数 

 H26 6市町村 → H27 14市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

市民後見推進事業実施市町村数 

 H27 14市町村  

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：（※可能な限り記載） 

観察できた 

・市民後見人講座修了者のうち、権利擁護業務従事者数 

 H26 42人 → H27 47人 

・社協等における法人後見件数 

 H26比で5％アップ 

（１）事業の有効性 
 認知症高齢者の増加等を背景に、成年後見制度の新規申

立ては増加傾向にある。成年後見については、専門職以外

の担い手を増やすことが急務である。 
（２）事業の効率性 
 平成２７年度中に厚生労働省により事業見直しが行われ

たことを受け、県でも平成２８年度以降の事業実施に関し、

県内における市民後見人養成の取組み方法について、検討
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を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護 NO.24】成年後見制度利用促進事業 

 

【総事業費】 
1,336千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（弁護士会、司法書士会及び社会福祉士会が設立し

た専門職チームへ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症高齢者や障がい者等の権利擁護のために成年後見制

度の活用が必要となることを踏まえ、制度の普及、啓発を

行うとともに市町村における成年後見制度利用促進体制の

構築を図る。 

アウトカム指標： 

・市民後見人の養成、育成に向けた取組みを実施している

市町村数 

 H26:7市町村 → H27：20市町村  

事業の内容（当初計画） 成年後見制度の需要の高まりを踏まえ、専門職集団と連携

して各圏域において成年後見制度に係る事例検討会、民生

委員を対象とした研修を行うとともに、制度の普及・啓発

のための講演会を実施することで、市町村における成年後

見制度利用促進体制を構築する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・県内10圏域ごとに市町村、地域包括支援センター、市町

村社協を対象に市民後見育成や、活動支援体制整備に向

けた専門職派遣による事例検討会の実施。 

・県内 5圏域での民生委員等の権利擁護に関わる人材を対

象とした研修会の実施。 

・市町村、地域包括支援センター、市町村社協を対象とし

た制度利用促進、市民後見育成に関する研修会（1回）の

実施 

アウトプット指標（達成

値） 

・県内10圏域ごとに市町村、地域包括支援センター、市町

村社協を対象に市民後見育成や、活動支援体制整備に向

けた専門職派遣による事例検討会の実施。 

・県内 5圏域での民生委員等の権利擁護に関わる人材を対

象とした研修会の実施。 

・市町村、地域包括支援センター、市町村社協を対象とし

た制度利用促進、市民後見育成に関する研修会（1回）の実

施 
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事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：（※可能な限り記載） 

観察できた 

・市民後見人の養成、育成に向けた取組みを実施している

市町村数 

 H26:7市町村 → H27：20市町村 

（１）事業の有効性 
 今後の成年後見制度の利用拡大を踏まえて、市町村担当

者、市町村社会福祉協議会担当者向けに、市町村長申立て

の実務に関する研修会を実施した。 
（２）事業の効率性 
 市町村担当者、市町村社会福祉協議会担当者に、成年後

見制度全般を理解してもらうため、市町村長申立てを研修

テーマに取り上げた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護№25】介護人材確保啓発事業（介護

人材確保リーダー事業者育成セミナー事

業）  

【総事業費】 
1,151千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 

アウトカム指標：  

事業の内容（当初計画） 介護職への新規参入、また現場職員の離職防止・定着を

促進していくため、事業者等を対象に、職場環境の整備や

職員の処遇改善等に関する取組みを促すための意識啓発セ

ミナーを開催し、リーダー的な事業者を育成することで業

界全体の底上げを図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○セミナー実施箇所数：県内3か所 

○受講予定者数 100人×3か所＝300人 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護人材確保リーダー事業者育成セミナー １回 

 受講者 332人 

○介護人材確保のための管理者育成セミナー １回 

 受講者 238人 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
 事業者、施設管理者等を対象としたセミナーを開催し、

介護人材確保に向けた意識向上を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 県内の介護関連施設・事業所の管理者等 570 人が受講し
た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【介護Ｎo.26】有料老人ホーム運営研修事業 

  

【総事業費】 
459千円 

事業の対象となる区域 県内全域 

事業の実施主体 熊本県（熊本市とも役割分担のうえ実施） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 有料老人ホームの設置運営は、様々な事業主体が参入し

ており、中には高齢者福祉や介護サービス事業に精通して

いない者も見受けられる。個別に立入調査を実施している

が、制度趣旨等の理解が不十分と思われる法人が見受けら

れる等、運営の質の確保が課題となっている。 

アウトカム指標：  

事業の内容（当初計画）  有料老人ホームの経営者・施設長等を対象として、従業

者の労務管理などの施設運営上の留意点について、社会保

険労務士などの有識者や事業者を招いた講義等による研修

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○研修参加者数：すべての施設（約450施設） 

        ※サ高住を含む 

アウトプット指標（達成

値） 

○研修参加者数：345施設（72.3%） 

        ※サ高住を含む 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

（※可能な限り記載） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標

と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性 
   有料老人ホーム等については、県内に取りまとめる 
団体等がなく、有料老人ホームを対象とした研修機会

が少ない。このような中、県が研修の場を設けること

は、各事業者へ対して非常に有効であった。 
（２）事業の効率性 
   特に本年度は指針の改正があり、改正の趣旨につい 
  て通知だけではなく、直接、事業者へ説明ができた。     

   これまで以上に有料老人ホームの制度について事業 
者への意識づけに貢献した。 

その他  
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熊本県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
（平成２６年度実施分） 
 ・平成２７年３月１０日 第１８回熊本県医療対策協議会において議論 
 ・平成２７年７月 １日 第１９回熊本県医療対策協議会において議論 
※平成２７年度実施分については、平成２９年２月に熊本県地域医療構想検討専門

委員会で審議予定 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

医療対策協議会で指摘された主な内容 
・在宅医療に係る指標及び目標に関し、例えば市町村数といった単なる数を追うだけ

ではなく、後につながるように実態や質なども考慮して設定した方が良いのではない

か。（平成２７年３月１０日熊本県医療対策協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 
平成26年度熊本県計画に規定する目標を再掲し、平成27年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■熊本県全体（目標） 

 

【医療機能の分化・連携に関する目標】 

 高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、限られた資源を
有効に活用しながら、効果的かつ効率的に提供できる。 

⇒ 医療機能の更なる分化・連携を進める。 

⇒ 地域における医療・介護・福祉・行政などの関係機関で医療と介護情報の共有

化と連携を図る情報ネットワークの構築を進める。 

【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

地域医療ネットワーク構築した二次医療

圏域数 

0 

 

⇒ 11医療圏 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（脳血管疾患） 31.0% 

（H24年） 

⇒ 低下 

(H30年度末) 

年齢調整死亡率（急性心筋梗塞） 7.6％ 

（H24年） 

⇒ 低下または現状維持 

(H30年度末) 

歯科を標榜していない回復期病院やがん

診療連携拠点病院に対して訪問歯科診療

を行った件数 

0 ⇒ 700件／年 

(H28年度末) 

 

【在宅医療に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 医療・介護・福祉・行政などの様々な関係機関が協力しながら、各圏域の医療

資源や地域の実情等に応じて、在宅医療提供体制の整備と関係機関相互の連携

体制の構築を進める。 

⇒ 在宅医療を支援する病院、診療所、訪問看護ステーション及び薬局等における

先進的な活動事例を広く県民に紹介するなど、在宅医療に係る普及啓発を進め

る。 
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【定量的な目標値】 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院・診療所のある市町村数 32市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

訪問看護ステーションがある市町村数 31市町村 

(H24年6月) 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 18市町村 

(H24年6月） 

⇒ 45市町村 

（H29年度末） 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

居宅介護サービス利用者に占める訪問看

護利用者の割合 

6.6％ 

(H24年3月) 

⇒ 10％ 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】    
・地域密着型介護老人福祉施設 1,871床（79カ所） → 1,987床（83カ所） 
※4 か所（116 床）整備するが、芦北圏域において個室ユニット化改修により、既

存施設 1か所（20床）減。 
・認知症高齢者グループホーム 

 3,040床（235カ所） → 3,166床（244カ所）     
・小規模多機能型居宅介護事業所 

3,550人／定員（147カ所） →3,768人／定員（156カ所） 
※うち、1カ所(25定員)は、H28の前倒し整備（熊本圏域）   

・介護老人福祉施設  7,327床（135カ所） → 7,407床（137カ所） 
※1か所（60床）整備に加え、芦北圏域において個室ユニット化改修により、既存

施設 1か所（20床）増 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
・介護予防拠点 35カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 149床（2ヵ所） 

 

【医療従事者の確保に関する目標】 

（医師） 

 医師の地域的な偏在を解消し、医師不足地域で医師が確保されることで、安心安全
で質の高い医療サービスが提供できる。 

⇒ 熊本市内と地域の医療機関で連携した医師のキャリア形成を支援できる体制や

医師不足地域の医療機関への医師派遣体制を構築する。 
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⇒ 人材が不足する診療科の医師確保対策、女性医師の就業継続支援、初期臨床研

修医確保対策などを推進する。 

 

（看護職員） 

 看護職員の県内定着が促進され、人材不足が解消されるとともに、看護職員の資質
が向上することで、安心安全で質の高い看護サービスが提供できる。 

⇒ 県内定着の促進のための取組みや離職防止対策などを推進する。 

⇒ 看護師等学校・養成所などにおける看護教育環境の質の向上や入院時から在宅

への移行を見据えた看護サービスが提供できる人材の育成など、看護職員の資

質の向上に向けた対策を推進する。 

 

（勤務環境改善） 

 医療従事者等の勤務環境が改善することで、医師・看護師等の確保や医療安全の確
保が図られ、患者の安全と健康が守られる。 

⇒ 医師、看護師をはじめとした医療従事者等の勤務環境改善を進める。 

 

（職種間の連携） 

 各分野の職種が機能的に連携することで、高度急性期から在宅における療養まで、
患者の状態に応じた適切なサービスが提供できる。 

⇒ 医科、歯科、薬科、看護、介護などの各分野で、連携を図る人材育成を進める。 

【定量的な目標値】 

（医師） 

指標名 現状  目標 

 

県全体での人口10万人対医師数 

 

257.5人 

(H22年度) 
⇒ 

257.5人（現状維持）

(H28年度) 

初期臨床研修医の募集定員の充足率 
81.0% 

（H24年度） 
⇒ 

95.0% 

（H28年度） 

義務年限終了した自治医科大学卒業医師

の県内定着率 

50.0% 

（H24年度） 
⇒ 

52.5% 

(H29年度) 

人口10万人対医師数（小児科） 
96.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 
39.6人 

（H22年末） 

⇒ 全国平均以上 

(H28年度) 

（歯科医師） 

指標名 現状  目標 

がん連携登録歯科医師数 179人 

（H24.12） 
⇒ 

500人 

(H29年度) 
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（薬剤師） 

指標名 現状  目標 

県内における薬局に占める薬剤訪問指導

を実施している薬局の割合 

７％ 

（H23） 

⇒ 20％ 

（H29年度末） 

 ※再掲 

（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

指標名 現状  目標 

県内の看護学校養成所卒業者の県内定着

率 

52.7% 

（H24年度） 
⇒ 

58.0% 

(H29年度) 

看護職員の離職率 8.9% 

（H23年度） 
⇒ 

7.9% 

(H29年度） 

看護職員の県内再就業者数 352人 

（H23年度） 
⇒ 

530人 

(H29年度) 

訪問看護師（常勤換算） 454人 

（H22年） 
⇒ 630人 

（H29年） 

（医療従事者の勤務環境改善） 

指標名 現状  目標 

医療法改正を契機として、勤務環境改善の

取組みを検討する医療関係団体数 

0 
⇒ 

5団体 

（H29年度) 

 

【介護従事者の確保に関する目標】 

・本県においては、平成 37年度において 1,492人の介護職員の不足が見込まれてお
り、当該不足を解消するため、広報・啓発、多様な人材の参入促進、職員の定着

促進、の３つの観点から総合的に介護人材の確保・定着に向けた取組みを進めて

いく。 
・広報・啓発 

   広く県民に対し介護職の魅力や専門性等を PRするための各種広報・啓発実施 
・多様な人材の参入促進 

   将来的な介護人材となる若者への重点的働きかけ 
   就労希望者や潜在的有資格者の就労促進のための研修等の実施 
・職員の定着促進 

   職員のキャリアアップ支援 
   事業者に対する主体的取組みの必要性についての意識啓発等 
【定量的な目標値】 
・介護職員の不足の解消に向けた取組みを進めるとともに、併せて介護人材の資質

の確保・向上、環境整備等を図っていく。 
 

第６期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に掲げる 
数値目標のうち、関連性の高いもの 
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２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□熊本県全体（達成状況） 

【医療機能の分化・連携に関する目標】 

●地域医療ネットワーク構築した二次医療圏域数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２７年度は、４医療圏（熊本、阿蘇、水俣・芦北、人吉・球磨）における

１１７施設においてネットワークを構築済み。 

  ２）見解 

    平成27年12月には、熊本大学医学部附属病院及びパイロットエリア（阿蘇、

水俣・芦北、人吉・球磨）で中核的な３病院において先行して運用を開始した。 

また、平成28年度には、県内各地域の中核病院を含む２１１施設におけるネット

ワーク構築を予定しており、各圏域への広がりが期待できる。 

  ３）改善の方向性 

    平成２８年度に予定しているパイロットエリア及び地域中核病院へのネットワ

ーク構築が円滑に進んでいくよう、しっかりと進捗管理を行っていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●年齢調整死亡率（脳血管疾患） 

  １）目標の達成状況 

    年齢調整死亡率（脳血管疾患）の現状 31.0%（H24年）⇒ 27.4%（H26年） 

  ２）見解 

    脳血管疾患の年齢調整死亡率低下という目標が達成されつつある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●年齢調整死亡率（急性心筋梗塞） 

  １）目標の達成状況 

    年齢調整死亡率（急性心筋梗塞）の現状 7.6%（H24年）⇒ 6.4 %（H26年） 

  ２）見解 

    急性心筋梗塞の年齢調整死亡率低下という目標が達成されつつある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 



   

8 
 

 

 ●歯科を標榜していない回復期病院やがん診療連携拠点病院に対して訪問歯科診療を

行った件数 

  １）目標の達成状況 

    平成27年度に実施した件数は延べ4,909件であった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    歯科医療機関と回復期病院等との連携が開始され、また訪問歯科診療用の機器

も整備されてきたため、実施件数が前年度よりも増加しており、今後も関連の取

組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【在宅医療に関する目標】 

●在宅療養支援病院・診療所のある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の32市町村から横ばいであり、目標達成に向け推進している。 

（H27.10.1現在） 

  ２）見解 

    在宅療養支援病院・診療所のある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の

整備が一定程度進んだが、今後も関連の取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P3） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護ステーションがある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の31市町村から1市町村増加し、32市町村となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーションがある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の整備

が一定程度進んだが、今後も関連の取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●在宅療養支援歯科診療所のある市町村数 

  １）目標の達成状況 

    現状の18市町村から5市町村増加し、23市町村となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所のある市町村数の増加により、在宅医療提供体制の整

備が一定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の7％から12.9ポイント上昇し、19.9％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    薬剤訪問指導を実施する薬局の増加の機運が高まっている状態であるため、計

画を進めることにより早期に目標達成を見込めると考えられる。 

  ３）改善の方向性 

    H27年度末に訪問薬剤師支援センターが竣工・稼働し、医療材料供給システムの

構築も進んでいるため、更なる改善（薬剤訪問指導実施薬局の増加）が見込まれ

る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

●居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の6.6%から平成27年7月現在で8.6％となり、目標達成に向け推進している。 

  ２）見解 

    居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合の上昇により、在宅医

療提供体制の整備が一定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要があ

る。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P4） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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【医療従事者の確保に関する目標】 

 ●県全体での人口10万人対医師数 

  １）目標の達成状況 

    現状257.5人から17.8人増加し、275.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    県が実施している医師確保対策事業などの効果により、県内での就業に対して

魅力を感じた医師が増加し、県内で勤務する医師が増加したと考えられる。今後

もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●初期臨床研修医の募集定員の充足率 

  １）目標の達成状況 

    現状81.0％が6.3ポイント低下し、74.7％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    臨床研修指導医の育成支援や全国の医学生等を対象とした、県内の臨床研修病

院が一堂に会した県主催の臨床研修病院合同説明会の開催などの取組みにより、

マッチ者数は増加したものの、募集定員の増加によりマッチ率は低下した。  

３）改善の方向性 

    各臨床研修病院とともに、医学生等に対して、引き続き臨床研修体制の特色や

魅力を広くＰＲしていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●義務年限終了した自治医科大学卒業医師の県内定着率 

  １）目標の達成状況 

    現状50.0％が3.4ポイント上昇し、53.4％となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、県内での就業に対して魅力を感じた医師が増

加し、県内定着率が増加したと考えられる。今後もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●人口10万人対医師数（小児科） 

  １）目標の達成状況 

    現状96.6人から7.7人増加し、104.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、小児科医の減少が食い止められ、人口10万人

対医師数が増加したと考えられる。今後もこの取組みを推進し、小児科医の増加

を目指す。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●人口10万人対医師数（産婦人科・産科） 

  １）目標の達成状況 

    現状39.6人から3.7人増加し、43.3人となった。（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    本基金における関係事業により、産婦人科・産科の人口10万人対医師数が増加

したと考えられる。今後もこの取組みを推進する。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●がん連携登録歯科医師数 

  １）目標の達成状況 

    現状179人が293人増加し、472人となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    県内すべての指定がん診療連携拠点病院と協力をし、各関連事業に取り組んだ

結果、がん連携登録歯科医師数が増加がした。今後も取組みを進めていく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

  １）目標の達成状況 

    現状の7％から12.9ポイント上昇し、19.9％となった（H28.3.31現在）。 
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  ２）見解 

    薬剤訪問指導を実施する薬局の増加の機運が高まっている状態であるため、計

画を進めることにより早期に目標達成を見込めると考えられる。 

  ３）改善の方向性 

    H27年度末に訪問薬剤師支援センターが竣工・稼働し、医療材料供給システムの

構築も進んでいるため、更なる改善（薬剤訪問指導実施薬局の増加）が見込まれ

る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P5） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●県内の看護学校養成所卒業者の県内定着率 

  １）目標の達成状況 

    現状52.7％から3.3ポイント上昇し、56.0％となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    県内の看護学校養成所卒業者の県内定着率の上昇により、看護職員の確保が一

定程度進んだが、今後も取組みを加速化していく必要がある。 

  ３）改善の方向性 

    着実に県内定着率は上昇しているが、目標の58.0％には達していない。引き続

き、県内の看護学校養成所と協同で、県内定着に向け取り組んで行く。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

 ●看護職員の離職率 

  １）目標の達成状況 

    現状8.9％から1.1ポイント増加し10.0％となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    病院内保育所の整備等により、出産・育児を理由とした離職者は減少傾向にあ

るが、結婚や県外転出による離職者の増加が離職率に影響した。特に、200床未満

の病院での離職者が増加傾向にある。 

  ３）改善の方向性 

    離職者の傾向をさらに分析するとともに、離職防止に係る各種補助制度や支援

制度の周知を図り、離職率が高い医療施設に積極的に支援制度を活用してもらう

ことにより離職防止につなげる。 
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  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 
   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

●看護職員の県内再就業者数 

  １）目標の達成状況 

    現状352人から15人減少し337人となった（H28.3.31現在） 

  ２）見解 

    再就業を希望する求職者数は増加傾向にあり、また、求人者数も増加傾向にあ

るるものの、双方の条件が一致しなことから再就業者数が減少した。 

  ３）改善の方向性 

    平成27年10月から施行された看護師等の離職時届出制度を活用し求職者を増加

させるとともに、ハローワークとの連携により求職者及び求人者の増加を図る。

併せて、再就業者支援研修実施地域の拡大及び就業相談窓口の増設を実施し、再

就業者の増加を図る。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護師（常勤換算） 

  １）目標の達成状況 

    現状454人から223.5人増加し677.5人となった（H26.12.31現在） 

  ２）見解 

    訪問看護師の養成研修の実施や、在宅医療のニーズの高まりにより訪問看護ス

テーションが増加したことに伴い、訪問看護師が増加し目標である630人を達成し

た。 

  ３）改善の方向性 

    今後も在宅医療のニーズが高まり需要が見込まれるため、取組みを加速化して

いく必要がある。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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●医療法改正を契機として、勤務環境改善の取組みを検討する医療関係団体数 

  １）目標の達成状況 

    平成27年度において2医療機関が医業経営に関する勤務環境改善システムの導

入を行い、継続的な支援を行っている。 

  ２）見解 

    医療勤務環境改善支援センターにおける医業経営アドバイザー及び医療労務管

理アドバイザーの継続的な支援により、勤務環境改善の取組みを検討する医療機

関が増加していると考えられる。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P6） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■熊本医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 熊本医療介護総合確保区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 入院患者の在宅移行時に入院医療機関と在宅療養に係る機関が患者情報を共有

し、切れ目のない継続的な医療体制を確保するための取組みを支援する。 

⇒ 在宅療養に係る多職種の「顔の見える」関係づくりをすすめ、地域ごとに包括

的かつ継続的な在宅医療提供体制を構築するための取組みを推進する。 

⇒ 市内のいずれの地域においても多職種連携による充実した連携体制のもと、市

民が安心して質の高い在宅医療を受けられるように取り組む。 

⇒ 患者や家族だけでなく、在宅療養提供者にとって安心で負担の少ない在宅医療

が継続的に提供される体制作りを支援する。 

⇒ 市民一人ひとりが、人生の最期をどのように迎えたいのかということについて

考えるきっかけづくりを支援する。 

 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・地域密着型介護老人福祉施設 344床（14カ所） → 402床（16カ所） 
・認知症高齢者グループホーム 812床（62カ所） → 884床（66カ所） 

指標名 現状  目標 

訪問診療実施件数 3,781件 

(H23年9月) 

⇒ 7,000件 

（H29年度末） 

介護保険による訪問看護利用件数 94,015件 

（7,835件／月） 

(H22年度) 

 

⇒ 

137,409件 

（11,450件／月） 

(H29年度末) 

ターミナルケアに対応する訪問看護ステ

ーションの数 

32施設 

(H24.4.1現在） 

⇒ 全ての訪問看護 

ステーション 

（H29年度末） 
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・小規模多機能型居宅介護事業所 
 1,308人／定員（54カ所） →1,458人／定員（60カ所） 

           ※うち、1カ所 25人分は H28整備分の前倒し   

・介護老人福祉施設  1,784床（31カ所） → 1,844床（32カ所） 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

２．計画期間 
平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□熊本医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●訪問診療実施件数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年９月実施の医療施設調査によると、訪問診療実施件数は５，０５６

件まで増加した。 

  ２）見解 

    訪問診療実施件数は増加しており、在宅医療の提供体制の整備は進んでいる。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●介護保険による訪問看護利用件数について 

  １）目標の達成状況 

    昨年度より１３５，２４４件増加し、計２２９，２５９件となった（Ｈ２６年

度末）。 

  ２）見解 

    介護保険による訪問看護利用件数は、当初の目標を達成しており、患者や家族

だけでなく、在宅療養提供者にとって安心で負担の少ない在宅医療が継続的に提

供される体制作りが一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●ターミナルケアに対応する訪問看護ステーションの数について 

  １）目標の達成状況 

    昨年度より２施設減少し、計４９施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    ターミナルケアに対応できる訪問看護ステーションの数は以前より増加し、自

宅で最期を迎えたい市民の希望が実現しやすい体制が広がり、また、市民一人ひ

とりが人生の最期をどのように迎えたいのかということについて考えるきっかけ

づくりについても、一定程度進んでいるが、人員の確保や職員研修等も必要であ

り、継続的に実施するには難しい面もある。 
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３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P8） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■宇城医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 宇城区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 在宅医療を担う医療機関の機能分化を推進する。 

⇒ 保健・医療・福祉の連携強化を進める。 

⇒ 圏域全体で訪問看護が利用できるような体制を検討する。 

⇒ 在宅医療に関する情報の提供、機運醸成を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 9施設 ⇒ 増（H29年度末） 

後方支援する病院等 4施設 ⇒ 増（H29年度末） 

在宅医療連携拠点施設 未設置（H24年度） ⇒ 設置 

訪問看護ステーション数 8施設 ⇒ 増（H29年度末） 

情報の提供 － ⇒ 随時実施 

 
【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 261床（19カ所） → 270床（20カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 300人／定員（12ヵ所）→318人／定員（13カ所） 
※1カ所はサテライト（補助整備なし） 

・介護予防拠点 3カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 109床（1カ所）   

 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□宇城医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所・病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の９施設から３施設増加し、計１２施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所・病院数の増加により、在宅医療を担う医療機関の機能分

化の推進するための体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●後方支援する病院等について  

  １）目標の達成状況 

    定義が曖昧なため、把握をしていない。 

  ２）見解 

    指標の妥当性も含め、再検討の必要性がある。 

  ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；  ） 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅医療連携拠点施設について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０箇所から５箇所増加し、計５箇所となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅医療連携拠点施設の増加により、保健・医療・福祉の連携強化を進めるた

めの体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の８施設から３施設増加し、計１１施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数の増加により、圏域全体で訪問看護が利用できるため

の体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    訪問看護の利用を進めるため、退院支援ナースの養成や宇城管内の訪問看護ス

テーション連絡会を開催する。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●情報の提供について 

  １）目標の達成状況 

    「在宅医療・地域フォーラムin宇城」や、疾病ごとの連絡会、研修会等を通じ

て、情報の提供を随時行った。 

  ２）見解 

    上記の取組により、在宅医療に関する情報の提供が進み、機運醸成も一定程度

図られた。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P10） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■有明医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 有明区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

 ⇒ 在宅療養支援医療機関の拡充を図る。 

⇒ 在宅医療の従事者の研修を通じ、訪問看護等在宅サービスの質の向上を図る。 

⇒ 医療・保健・福祉・介護系の在宅サービス担当者、介護支援専門員などが相互に

役割を確認し連携強化を図る。 

⇒ 在宅療養者や家族が安心して生活できるよう、地域の関係機関が連携してインフ

ォーマルな支援や家族の介護負担の軽減を図る。 

 

指標名 現状  目標 

地域療養支援病院を核とした機能強化型

在宅療養支援診療所数 

8施設 

（H24年度） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 387床（26カ所） → 396床（27カ所） 
・介護予防拠点１５カ所 
・特養（多床室）プライバシー確保改修 40床（1カ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□有明医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●地域療養支援病院を核とした機能強化型在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の８施設から４施設増加し、計１２施設となった（H27.10.1現在）。 

  ２）見解 

    地域療養支援病院を核とした機能強化型在宅療養支援診療所数の増加により、

在宅療養支援医療機関の拡充が図られるなど、おおむね順調に進んでおり、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P12） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■鹿本医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 鹿本区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と協力しながら、在宅医療提供体制の整備と関係機関相互の連

携体制の構築を進める。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を推進する。 

 

指標名 現状  目標 

自宅での死亡割合 7.3% 

（死亡者数55人） 

（H22年） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護の利用率（※） 3.4％ 

（H24年3月） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

 ※介護保険の居宅介護サービス受給者に占める訪問看護利用者の割合。 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・介護予防拠点 1ヵ所 
 

【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□鹿本医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●自宅での死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    平成29年度に把握する予定。 

  ２）見解 

    平成29年度に把握する実績値に基づき整理する予定。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P13） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護の利用率（※）について 

  １）目標の達成状況 

    １．１ポイント増加し、５．９％（平成27年５月）となった。 

  ２）見解 

    訪問看護の利用率は、平成２５年度比で県平均の７．７％よりも低い。また、

管内の利用率は月毎に増減が見られ、年度平均で見ても減少している年度もある。

訪問看護ステーション数も減少しており、利用率の変動の要因は特定できない。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P13） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

    ※介護保険の居宅介護サービス受給者に占める訪問看護利用者の割合。 
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■菊池医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 菊池区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 地域の医療福祉機関との連携強化を図る。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

⇒ 在宅医療提供体制の整備・推進を図る。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 12施設 

（H24年度） 

⇒ 20施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 0 

（H24年度） 

⇒ 4施設 

（H29年度末） 

24時間体制の訪問看護ステーションの従

業者割合（10万人当たり） 

31.57人 

（H21年度） 

⇒ 38人 

（H29年度末） 

在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数 4施設 

（H23年度） 

⇒ 10施設 

（H29年度末） 

在宅での看取りの割合（10万人当たり） 100人 

(H22年度) 

⇒ 150人 

（H28年度末） 

 

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・地域密着型介護老人福祉施設 228床（9カ所） → 286床（11カ所） 
・認知症高齢者グループホーム 234床（17カ所） → 252床（18カ所） 

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□菊池医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：12施設、H27：12施設（H28.3.31現在）、目標：20施設。達成状況は6割。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数は現状維持。しかし、医療機関からは「往診・訪問診療

を行っていても、加算の届出には24時間体制の対応等が求められるため届出でき

ない」という声も上がっている。往診や訪問診療などの実施状況と在宅療養支援

診療所数は必ずしも一致せず、あくまで指標と捉えるべきと考える。 

  ３）改善の方向性 

    阻害要因としては、熊本市等から通勤する医師が多いことが挙げられる。これ

を踏まえて、当圏域在住のより多くの医師による協力が得られるよう、医師会等

を通じて働きかけを行う。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P14） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：0施設、H27：1施設（H28.3.31現在）、目標：4施設。達成状況は4分の1。

なお、在宅療養後方支援病院は1施設（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養病院数は平成24年度に1施設増加して以降増えていない。在宅療養支援

診療所と同じく、往診・訪問診療を行っていても、加算の届出には24時間体制の

対応等が求められるため届出数が伸び悩んでいる。 

  ３）改善の方向性 

    在宅療養支援診療所と同じく、当圏域在住のより多くの医師による協力が得ら

れるよう、医師会等を通じて働きかけを行う。また、在宅復帰支援体制を確保す

るには管内病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーの配置体制が充実するこ

とが求められており、これについても医師会等を通じて働きかけを行う。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P14） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●24時間体制の訪問看護ステーションの従業者割合（10万人当たり）について 

  １）目標の達成状況 

    現状：31.57人、H27：39.5人（H27.10.1現在）、目標：38人。平成27年度中に

目標を達成した。 

  ２）見解 

    24時間体制の訪問看護ステーションの従業者割合（10万人当たり）の増加によ

り、在宅医療提供体制の整備が進んだ。しかし、全15事業所のうち9事業所が看護

職5人未満の小規模事業所であり、また当圏域の訪問看護の利用状況は9.2％と全

国平均（10.1％）よりも低い 

  ３）改善の方向性 

    訪問看護の利用率が低いことを踏まえ、平成27年度に啓発リーフレット「在宅

療養を支える訪問看護について」を作成し、地域包括支援センター、介護支援専

門員協会、医師会、管内訪問看護ステーション等に1,000部配布した。引き続き、

利用率向上に向けて啓発に努める。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P14） 

□ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数について 

  １）目標の達成状況 

    現状：4施設、H27：4施設（平成26年度時点、平成27年度国保連合会調査より）、

目標：10施設。達成状況は4割。 

  ２）見解 

    在宅患者訪問薬剤管理指導は医療保険の請求であるが、同内容で介護保険の「居

宅療養管理指導」がある。介護保険の給付が優先されること等を踏まえると居宅

療養管理指導の状況も併せて把握すべきと考える。 

  ３）改善の方向性 

    現計画では「在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数」のみを指標としているが、

２）見解で述べたことから再検討が必要である。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P14） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●在宅での看取りの割合（10万人当たり）について 

  １）目標の達成状況 

    管内の看取り割合に関する既存の統計調査や、正確にこれを把握できる機関が

ない。そのため達成状況が判断できない。 

  ２）見解 

    計画当時の経緯の詳細はわからないが、データが把握できないため評価指標と

して不適切であった。 

  ３）改善の方向性 

代替となる指標を設定するか、または削除すべきと考えられる。 

代替として考えられるのは、「人口動態調査」の「死亡場所別死亡者数」であ

るが、自殺や事故による死亡者数も含まれてしまうため正確な看取り件数とはい

えない。 

  ４）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ； ） 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■阿蘇医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 阿蘇区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問看護など

の在宅医療を圏域で利用できる体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

緊急時、24時間対応できる訪問看護ステ

ーション数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 拡充・充実 

（H29年度末） 

訪問診療及び往診実施の医療機関数 病院（4施設） 

診療所（20施設） 

歯科診療所（10施設） 

（H23年度） 

 

⇒ 

病院（5施設） 

診療所、歯科診療所

ともに拡充・充実 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
【介護従事者の確保に関する目標】 

 
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□阿蘇医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●緊急時、24時間対応できる訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    策定時４施設から２施設増加し、計６施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    緊急時、24時間対応できる訪問看護ステーション数の増加により、訪問看護を

圏域で利用できる体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P16） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問診療及び往診実施の医療機関数について 

  １）目標の達成状況 

    病院数は策定時から変更なく計４施設、診療所数は策定時の２０施設から４施

設減少して１６施設、歯科診療所は策定時の１０施設から８施設増加して１８施

設となった（H26年度在宅医療資源マップ調査）。 

  ２）見解 

    歯科診療所では増加、病院では増加なし、診療所では減少した。 

診療所においては、医師の高齢による閉院等により医療機関数自体減少している。 

  ３）改善の方向性 

    人材確保が必要 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P16） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■上益城医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 上益城区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 様々な関係機関と連携し、圏域の実情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の

確保に努める。 

⇒ 管内の現状と課題を明確にし、圏域全体で訪問看護が利用できるような連携体  

制づくりを進める。 

⇒ 医療・福祉関係者をはじめ住民の在宅医療に対する理解を深めるための普及啓

発を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所・病院数 4施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 1施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数（うち24時間対

応） 

7（4）施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□上益城医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所・病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の４施設から２施設増加し、計６施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所・病院数の増加により、様々な関係機関と連携し、圏域の

実情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の確保が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    今後とも関係機関と連携し、在宅支援医療機関の確保に努める。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P17） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の１施設から１施設増加し、計２施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所数の増加により、様々な関係機関と連携し、圏域の実

情に応じて在宅訪問診療を行う医療機関の確保が一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    今後とも関係機関と連携し、在宅支援医療機関の確保に努める。 

  ４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P17） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●訪問看護ステーション数（うち24時間対応）について 

  １）目標の達成状況 

    現状の７施設（うち24時間対応は４施設）から５施設増加し、計１２施設（う

ち24時間対応は１０施設）となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数（うち24時間対応）の増加により、圏域全体で訪問看

護が利用できるような連携体制づくりが一定程度進んだ。 

３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P17） 
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   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■八代医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 八代区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 県民が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、訪問診療や訪問

看護などの在宅医療を利用しやすい体制の整備を進める。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援病院数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 2施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 16施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1ヵ所 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

    
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□八代医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０施設から変更なく、計０施設のまま（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援病院数は現状維持であるものの、下記の在宅療養支援歯科診療所

数及び訪問看護ステーション数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の整

備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の２２施設から変更なく、計２２施設のまま（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数は現状維持であるものの、下記の在宅療養支援歯科診療

所数及び訪問看護ステーション数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の

整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の２施設から６施設増加し、計８施設となった（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援歯科診療所数の増加により、在宅医療を利用しやすい体制の整備

が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の１６施設から５施設増加し、計２１施設となった（H27.12.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステーション数の増加により、

在宅医療を利用しやすい体制の整備が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P18） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■芦北医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 芦北区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりを目指す。 

⇒ その人らしい看取りができるよう、地域の関係機関の連携強化を図り、在宅療

養を支えるサービス体制の充実を目指す。 

⇒ 在宅療養についての住民への啓発を実施する。 

⇒ 在宅療養を支援する関係者の質の向上を目指す。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養支援診療所数 7施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

在宅療養支援歯科診療所数 0施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

6施設 

（H23年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

【平成２７年度における整備予定なし】 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

    
 
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□芦北医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の７施設から２施設増加し、計９施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    在宅療養支援診療所数、下記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステー

ション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一

定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P19） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援歯科診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０施設から１施設増加し、計１施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援診療所数、在宅療養支援歯科診療所数及び下記の訪問看護

ステーション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づく

りが一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P19） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の６施設から１施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    上記の在宅療養支援診療所数、在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステー

ション数の増加により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一

定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P19） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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 ●24時間対応可能な訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の６施設から、同数の計６施設のまま（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    24時間対応可能な訪問看護ステーション数の増加はなかったが、在宅療養支援

診療所数、下記の在宅療養支援歯科診療所数及び訪問看護ステーション数の増加

により、安心して療養できるような在宅療養支援体制づくりが一定程度進んだ。 

  ３）改善の方向性 

    24時間対応可能な療養支援体制づくりに向け、継続的に取組を進めていく。 

４）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P19） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■球磨医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 球磨区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 医療サービスが保健サービス(健康づくり)や福祉サービスが連携・協力して、

一体的・体系的に提供する地域のシステムを構築する。 

⇒ 在宅医療連携システムの中核を担う訪問看護ステーション、包括支援センター  

の機能強化を図る。 

⇒ 住民が在宅医療に対して関心を持ち、自らがさまざまなサービスの実施ができ

るよう研修会や意見交換会を実施する。 

⇒ 在宅での健康づくりや服薬の確認などを実施するボランティアを養成するな  

  ど医療サポートシステムを構築する。 

 

指標名 現状  目標 

在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村

数 

0 

（H23年度末） 

⇒ 管内全市町村 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 198床（15カ所） → 207床（16カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 322人／定員（13カ所） → 347人／定員（14カ所） 
 ・介護予防拠点１０カ所   

 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

  
２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□球磨医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の０市町村から１０市町村増加し、計１０市町村（管内全市町村）と   

なった（H26.12月）。 

  ２）見解 

    在宅療養ネット「かちゃり」の実施市町村数の増加により、保健サービス(健康

づくり)、医療サービス、福祉サービスが連携・協力して、一体的・体系的に提供

する地域のシステムの構築が一定程度進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P21） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■天草医療介護総合確保区域（目標と計画期間） 

① 天草区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 

【地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 

 

【居宅等における医療の提供に関する目標】 

 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域（自宅等）で安心して自分らしく療養
生活を送ることができる。 

⇒ 在宅療養を支援する医療機関等との協力体制を整備する。 

⇒ 訪問看護ステーション等の在宅の医療サービスを充実する。 

⇒ 在宅医療に関する普及啓発を行う。 

 

指標名 現状  目標 

地域医療連携室を設置している病院数 8施設 

（H24年度末） 

⇒ 18施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援診療所数 22施設 

（H24年度末） 

⇒ 25施設 

（H29年度末） 

在宅療養支援病院数 2施設 

（H24年度末） 

⇒ 増 

（H29年度末） 

訪問看護ステーション数 4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

24時間対応可能な訪問看護ステーション

数 

4施設 

（H24年度末） 

⇒ 6施設 

（H29年度末） 

  

【介護施設等の整備に関する目標】 
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予 
定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 270床（24カ所） → 279床（25カ所） 
・小規模多機能型居宅介護事業所 

 368人／定員（15カ所） → 393人／定員（16カ所） 
  ・介護予防拠点 6ヵ所 
 
【医療従事者の確保に関する目標】 

※ 平成27年度については、区域に特化した取組みを実施しないことから、熊本県

（全県）と同様の目標とする。 
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２．計画期間 
  平成26年4月1日～平成28年3月31日 
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□天草医療介護総合確保区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

●地域医療連携室を設置している病院数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末から変更なく、計８施設である（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    目標の１８施設（設置率１００％）にはまだ遠い状況である。引き続き各医療

機関に対して連携室設置の必要性を説明していく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P23） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援診療所数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の２３施設から２施設減少し、２１施設となった 

（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    平成２７年度に在宅療養支援診療所ではなくなった２施設は、当該診療所の届

出要件を満たすことが難しくなったとのこと。目標の２５施設の整備に向けて引

き続き取り組んでいく。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P23） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●在宅療養支援病院数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の２施設から変更なし（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    当該病院数の増が目標であるが、増加していない。引き続き増加に向けて取り

組んでいく。 

３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P23） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 



   

48 
 

●訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    現状の４施設から３施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数及び下記の24時間対応可能な訪問看護ステーション数

の増加により、訪問看護ステーション等の在宅の医療サービスの充実が一定程度

進んだ。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P23） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 ●24時間対応可能な訪問看護ステーション数について 

  １）目標の達成状況 

    平成２６年度末の６施設から１施設増加し、計７施設となった（H28.3.31現在）。 

  ２）見解 

    訪問看護ステーション数の増加により、在宅の医療サービスが充実し、少しず

つ訪問看護利用率も増加してきている。目標の６施設は達成している。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成28年度計画における関連目標の記載ページ；P23） 

   □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

平成26年度熊本県計画に規定した事業について、平成27年度計画終了時における事業の 

実施状況を記載。 

〇事業の内容等 

事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

設備の整備に関する事業 
 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤整備事業 【総事業費】 

737,666千円 
事業の対象

となる区域 
熊本県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○ ネットワークを構築した２次医療圏域数（0 ⇒ 3） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○ ネットワークを構築した２次医療圏域数：０圏域 
平成 27年度においては、 
○ ネットワークを構築した２次医療圏域数：０⇒４圏域 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
パイロットエリア（阿蘇、水俣・芦北、人吉・球磨）において、病院、

診療所、訪問看護ステーション、介護施設等における ICTを活用した地
域医療等情報ネットワークの運用をスタートさせたことにより、医療機

関や介護関係施設等による迅速かつ適切な患者情報の共有・連携が推進

された。 
（２）事業の効率性 
パイロットエリアにおいて先行してシステム構築を行うことにより、

県内全域に展開していくに当たっての課題等の抽出・検証に繋げること

ができる。 
その他  平成 26年度はネットワークの構築に向け、関係者による協議や関係団

体及び対象地域への説明会を実施。 
また、平成 27年 3月に業者選定を行い、ネットワークの構築に着手。 
平成 26年度： 1,322千円 
平成 27年度：736,344千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 医科歯科連携訪問歯科診療用機器整備事業 【総事業費】 

20,035千円 
事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年２月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○訪問歯科診療用機器の配備された各郡市歯科医師会数（０ ⇒ １５） 
○ 歯科を標ぼうしていない回復期病院やがん診療連携拠点に対して訪
問歯科診療を行った件数（０⇒７００件／年） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○訪問歯科診療用機器の配備された各郡市歯科医師会数 
：５郡市歯科医師会 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   本事業の実施により、熊本県内の全郡市歯科医師会のうち、訪問

歯科診療の要望の多い５郡市歯科医師会に優先的に訪問歯科診療用

器材を配備し、その機材を歯科医師へ貸し出すことで、各病院に対

しての訪問歯科診療を実施する体制が整い始めた。 
（２）事業の効率性 
   各地域における訪問歯科診療の要望が多い地域をアンケート等で

事前に確認し、要望の多い地域から優先的に配備を行うことで、効

率的に実施できたと考える。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 脳卒中等急性期拠点病院設備整備事業 【総事業費】 

896,527千円 
事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○急性期拠点病院の機能を２１か所強化 
○年齢調整死亡率： 
脳血管疾患  男性４５．５％ 

女性２４．７％ ⇒ 低下 
急性心筋梗塞 男性１３．５％  

女性 ５．４％ ⇒ 現状維持又は低下 
 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○ 急性期拠点病院の機能を 4か所強化 
平成 27年度においては、 
〇急性期拠点病院の機能を 7か所強化 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   老朽化した機器を更新することにより、画像解析機能の充実や検

査時間の短縮で、迅速で安心、安全な画像診断と治療ができる体制

が整い始めた。 
（２）事業の効率性 
   機能を強化する医療機関の整備計画を作成したことにより、計画

的かつ効率的な執行ができたと考える。 
その他 平成 26年度：303,912千円（146,056千円） 

平成 27年度：573,850千円（241,500千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 
 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 訪問看護推進事業 【総事業費】 
980千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ○訪問看護ステーション及び医療機関等の看護師の相互研修を各１回実 
 施 
○居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の増加 
 （６．６％ ⇒ １０％） 
 ※「自宅で最期を迎えることができない」と答える人の減少 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○訪問看護ステーションを対象とした研修を１回（５日間）実施（受講

者１８名） 
○ 医療機関を対象とした研修を１回（４日間）実施（受講者１１名） 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  講義だけでなく現場実習を行うことで在宅療養の現状や必要な医療

技術の理解が深まっている。日常の業務の中で連携する機関に関連す

る研修を行うことで、相互の理解につながっている。 
 
（２）事業の効率性 
  研修を通じ、専門的知識の習得だけでなく、医療機関、訪問看護ス 
テーション同士の連携が図られ、効率的な執行ができたと考える。 

 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 訪問看護ステーションＩＣＴシステム支援事業 【総事業費】 
2,940千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○訪問看護 ICTシステム導入率 （３％ ⇒ １００％） 
○居宅介護サービス利用者に占める訪問看護利用者の割合 

 （６．６％ ⇒ １０％） 
事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○全事業者へのアンケート調査実施 
○システム検討委員会の設置及び開催（１６回） 
○システム基本設計素案作成 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
事業者アンケート実施により、事業所のＩＴ環境の整備状況及び業

務の実情を把握することができ、システムに必要な機能、また、運用

方法についての方向性及び課題が明確となった。それを基に、検討委

員会において基本設計素案を作成できた。 
（２）事業の効率性 

検討委員会委員に複数の事業者を参加させたことにより、直接現場

の意見が反映されている。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 多様な住まいの場における看取り支援事業 【総事業費】 
398千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○看取りに関する検討会 ４回開催 
○急性期病院等に対する調査 １１か所実施 
○死亡場所別死亡割合（老人ホーム及び自宅での死亡者の割合）【人口動

態調査】 
（１４．５％（平成２４年） ⇒ １７％） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○看取りに関する検討会 ２回開催 
○ 介護施設等に対するインタビュー  ４施設実施 
○ 人口動態調査における場所別死亡割合（老人ホーム及び自宅での死亡
者の割合） H２４年 １４．５％ → H２５年 １５％ 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 看取りに関する検討会において現状把握及び課題の共有を図ること

で、多職種による検討体制が整い始めた。 
 介護施設（特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グル

ープホーム）及び訪問看護ステーションに対してインタビューによる実

態調査を実施し、看取り支援の取組みや課題、実施している医療行為等

を把握することができた。インタビュー調査結果から、更なる実態調査

の推進、家族に対する死の準備教育、施設職員向けの看取りに関する研

修等の必要性が明らかとなった。 
（２）事業の効率性 
 熊本県看護協会に委託をすることにより、看護協会が培ってきた医

師・看護職・介護職のネットワークを活かして、多職種による検討体制

を効率的に整備することができた。 
 

その他 次年度は、インタビュー調査の結果を基に、アンケートを作成し県内

全ての介護施設に調査を行うこととする。アンケートの内容等を基に、

介護施設職員向けの手引書の内容を検討していく。 
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事業の区

分 
２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 小児在宅医療推進事業 【総事業費】 
2,955千円 

事業の対

象となる

区域 

熊本県全体 
 

事業の期

間 
平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目

標 
○他職種連携合同研修会の開催 
○研修受講事業所が属する２次医療圏の数 （０ ⇒ 増加） 

（平成 26年度 11圏域→平成 27年度 10圏域） 
事業の達

成状況 
平成26年度においては、下記の研修会を開催。 

○相談支援研修会の開催（平成27年1月25日）21名参加 

○居宅介護研修会の開催（     〃       ）10名参加 

○他職種連携シンポジウムの開催（平成27年3月14日～15日、71名参加） 

○圏域別の参加状況 

全ての研修に参加した圏域（熊本市、有明、菊池、球磨）の４圏域 

２つの研修に参加した圏域（鹿本、八代、芦北）の３圏域 

1つの研修に参加した圏域（阿蘇、上益城、宇城、天草）の４圏域 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

56 
 

平成 27年度においては、 
〇多職種連携シンポジウム（平成 27年 9月 27日）120名の参加 
〇多職種連携セミナー１ （平成 28年 1月 22日） 90名参加 
〇多職種連携セミナー２ （平成 28年 3月 5日）  80名参加 
◎天草圏域は、シンポジウム、セミナーのいずれにも参加できていない。 
 全体として、県南地域の参加が少なくなっている。 

 熊本 有明 鹿本 菊池 阿蘇 上益

城 

宇城 八代 芦北 球磨 天草 圏域

数 

シ ン ポ ジ ウ ム 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  1 0 
セ ミ ナ ー １ ． ２ 〇  〇 〇 〇 〇      ５ 

 

事業の有

効性・効

率性 
 

（１）事業の有効性 
 医療的ケアを必要とする子どもをテーマに、研修会やシンポジウムを実施

したことで、医療や福祉等について知識を得る機会となった。また、グルー

プワークを取り入れ、それぞれの専門職の役割についても確認できる機会と

なった。 
（２）事業の効率性 
 重度心身障害児の医療に携わる医療機関が限られているが、特に小児訪問

看護の実績にある事業所に委託して実施したことで、研修プログラムを効率

的に組み立てることができた。 
 参加者が県央・県北に偏っており、県南地域の参加を促すためにも、研修

会場の検討も必要。 
その他 平成 26年度：1,472千円 

平成 27年度：1,483千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 小児訪問看護ステーション支援事業 【総事業費】 
1,150千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○小児訪問看護相談窓口の設置 
○小児対応可能な訪問看護ステーションの割合  
（１５．１％ ⇒ 増加） 
（小児対応可 22事業所／全 145事業所）※小児対応可の数は H24の数値 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○小児訪問看護に関する専門的な相談窓口が平成２７年３月２日に開設

された。 
○平成２７年３月のみで、８件の相談があった。 

相談窓口を開設したばかりであり、小児対応可能な訪問看護ステーシ

ョンの割合の増加に向け取り組んでいく。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 専門的な相談窓口を開設できたことで、小児訪問看護ステーションの

増加に向けた支援が強化される。 

 
（２）事業の効率性 
 小児訪問看護ステーションは県内に１ヶ所のみである。 
重度心身障がい児など重度の医療的ケアの必要な子どもの訪問看護につ

いて豊富な実績があり、最も適切な相談支援ができる事業所に委託でき

た。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 運転適性相談における認知症等早期発見対応推進事業 【総事業費】 
1,537千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○７５歳以上の免許更新者全員に認知機能の低下が疑われるもの等に対

し運転適性相談窓口、認知症コールセンターのチラシ等を配布したう

えで、専門職スタッフによる専門相談等により医療機関への受診や運

転免許証の自主返納の勧奨を行う。 
○認知症等適性相談件数（年間）  
（２４４件（Ｈ２５年））  ⇒ （１，３００件（Ｈ２６目標）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度（３ヶ月）においては、 
○適性相談窓口、認知症コールセンターのチラシ等を県内自動車教習所

において、７５歳以上の免許更新者全てに（３２，６００部）配付した。 
○免許センターにおける配置後３カ月間の２９１件の相談のうち、認知

症等相談件数が９件で、前年度同期間から９件増加した。 
○上記９件のうち、認知症の疑いがある者に医療機関への受診勧奨を実

施し、３人を医療機関受診につなげた。 
○運転免許証の自主返納の勧奨を行い、配置後３ヶ月（1/19～4/18）の
免許センターにおける運転免許証の自主返納者は２２０人、前年同期間

（１２４人）比で１．８倍増加した。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 運転免許センター内の運転適性相談窓口に専門職スタッフ（２名）を

配置し、認知機能の低下が疑われる者等に対し、認知症等の兆候の確認

や医療機関への受診勧奨といった専門相談を実施することで、認知症の

早期発見・早期対応につながっている。 
 
（２）事業の効率性 
 認知症高齢者の約９割が７５歳以上であることから、７５歳以上ドラ

イバー全てに適性相談窓口、認知症コールセンターのチラシを配付する

ことで、最もターゲットとすべき年代層に効率よく認知症の情報を伝え

ることができている。その結果、運転適性相談の増加につながった。 
その他 ・県警察本部と知事部局の協働事業 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅医療連携体制推進事業 【総事業費】 
4,143千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○熊本県在宅医療連携体制検討協議会 ３回開催 
○１０保健所で実施する在宅医療連携体制検討地域会議 各２回実施 
○在宅医療連携拠点を整備 
（１０圏域（H25年度） ⇒ １１圏域（H26年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○熊本県在宅医療連携体制検討協議会 ２回 
○在宅医療連携体制検討地域会議 各２～３回実施 
○在宅医療連携拠点を整備  H２６年度１１圏域全てに整備した 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 医療、介護、福祉、行政棟の多職種で構成する在宅医療連携体制検討

協議会等（全県版、地域版）を設置することで、在宅医療を取り巻く現

状把握、課題の抽出を行うとともに、今後の在宅医療連携体制のあり方

等について検討を行うことができた。 
また、各圏域の在宅医療連携拠点を中心に医療・介護の社会資源の把

握や情報共有ツールの検討等を行うことで、各地域のニーズや特色に合

わせた在宅医療の推進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 日頃から地域の現状を把握している保健所を実施主体として、二次医

療圏ごとに在宅医療連携体制検討地域会議を実施することで、短期間で

効率的に県下全域の在宅医療体制整備を行うことができた。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅医療多職種研修事業 【総事業費】 
817千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ○研修会開催回数 ４回開催 
○訪問診療同行研修受講者 １０名 
○在宅療養支援病院・診療所がある市町村数  
（32市町村（H24年 6月） ⇒ 45市町村（H29年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○研修会開催 ４回（在宅医療連携拠点にかかる研修 ３回、ブロック

研修 １回） 
○ 訪問診療同行研修受講者 ５名 
○ 在宅療養支援病院・診療所がある市町村数：1市町村増加 
（32市町村（H24年 6月） ⇒ 33市町村（H26年 4月）） 
平成 27年度においては、 
〇研修会開催 ２回（在宅医療連携拠点係る研修会 ２回） 
○ 在宅療養支援病院・診療所がある市町村数：横ばい 
（32市町村（H24年 6月） ⇒ 32市町村（H27年 10月） 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、熊本県全域において在宅医療に対する理解が深

まるとともに、在宅医療関係者間の顔の見える関係が構築され始めたと

ころである。顔の見える関係が構築されたことにより、在宅医療従事者

間の連携が促進した。 
 
（２）事業の効率性 
 本事業において各在宅医療連携拠点の取組み報告を行うことで、先進

事例を他の圏域で共有することができたため、在宅医療連携体制整備が

効率的に行われた。 
 
 

その他 平成 26年度：560千円 
平成 27年度：257千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科診療器材整備事業 【総事業費】 
54,220千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年２月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○在宅訪問歯科診療用の機器整備 ２０か所 
○在宅療養支援歯科診療所登録数 
 （９１か所（H26.4.1） ⇒ １６６か所（H29年度末）） 
○在宅療養支援歯科診療所のある市町村数  
（１８市町村（H24.6） ⇒ ４５市町村（H29年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26、27年度においては、 
○在宅訪問歯科診療用の機器整備を合計６４医療機関に対して実施。 
○在宅療養支援歯科診療所への登録について、各医療機関が準備を開始

した。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   県下全域の歯科医療機関に対して訪問歯科診療用の整備を行い、

平成２７年度以降の訪問歯科診療実施に対する体制整備が整い始め

た。また、在宅療養支援歯科診療所への登録準備にも入ったほか、

既に登録されている歯科医診療所等についても、前年度以上の訪問

歯科診療実施を計画している。 
（２）事業の効率性 
   補助対象医療機関数が目標の３倍以上あったため、熊本県歯科医

師会や歯科医療器材業者との協力の下、機器の確保やスムーズな進

行に努め、短期間での補助を実施した。 
その他 平成 26年度：53,044千円（26,522千円） 

平成 27年度：1,176千円（588千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科医療連携室整備事業 【総事業費】 
4,064千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年３月２日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○在宅歯科医療連携室を整備する。 
○在宅療養支援歯科診療所のある市町村数  
（１８市町村（H24.6） ⇒ ４５市町村（H29年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○在宅歯科医療連携室の設置が完了 
○専任の専門職を配置 
平成 27年度においては、 
○在宅療養支援歯科診療所のある市町村 ２３市町村（H27.10） 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   本事業の実施により、熊本県内における在宅時の訪問歯科診療等

の統一的な相談窓口ができた。また、情報をとりまとめる場所がで

きたことから、歯科における医療・介護との連携、またがん連携や

回復期の医科歯科連携・調整件数が増大し、連携がスムーズにいく

ようになっている。 
（２）事業の効率性 
   過去に勤務経験のある歯科衛生士を専門職員として採用したこと

により、現場の実情を理解しながら医科歯科の連携を図ることがよ

りスムーズにできると考えられる。 
その他 平成 26年度：1,085千円（945千円） 

平成 27年度：2,979千円（1,335千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科医療推進事業 【総事業費】 
12,054千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○訪問歯科診療に必要な診断評価・技術等の研修会 ５回実施 
○在宅歯科診療における多職種との連携に係る研修 ２回実施 
○摂食・嚥下障害に対処できる歯科医師及び歯科衛生士数 
（３０人 ⇒ １４０人） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○訪問歯科診療に必要な診断評価・技術等の研修会 ６回実施 
○在宅歯科診療における多職種との連携に係る研修 ２回実施 
平成 27年度においては、 
○訪問歯科診療に必要な診断評価・技術等の研修会 ５回実施 
○訪問歯科診療研修受講者に対する臨床の研修会  ５回実施 
○在宅歯科診療における多職種との連携に係る研修 ２回実施 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   本事業の実施により、県内各地域に訪問歯科診療を中心的に担う

リーダーが養成されてきた。 
   また、歯科医師、歯科衛生士以外の医療、介護関係者との間で口

腔ケアなどの訓練法等、連携体制の構築ができ始めた。 
   さらに、過去本事業で研修を受けた歯科医師、歯科衛生士が臨床

研修を行うことで、スムーズに実践につなぐことができた。 
（２）事業の効率性 
   各地区からリーダー候補者と、一緒に活動することができる歯科

衛生士も同時に研修を受講することにより、連携して活動ができる

ようになると考えられる。 
その他 平成 26年度：6,130千円 

平成 27年度：5,924千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅訪問薬剤師支援センター整備事業 【総事業費】 
80,896千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ○在宅訪問薬剤師支援センターを県内に整備 ２か所 

○有資格未就業者の復職支援プログラム作成・検討会 ２回実施 

○医療材料等の調達・供給・管理システム検討会 ３回開催 

○県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

（7％（H23年度末） ⇒ 20％（H27年度末）） 

※薬剤訪問指導を実施する薬局の割合を全国平均に引き上げる 

事業の達成

状況 
平成26年度においては、在宅訪問薬剤師支援センター整備に係る設計及

び施工業者選定が終了した段階で年度が終了したことから、施工を平成

27年度に繰り越した。 

平成27年度においては、在宅訪問薬剤師支援センター並びに八代地区の

在宅訪問拠点薬局としての八代薬剤師会センター薬局及び同薬局無菌調

剤室が完成し、在宅医療を推進する体制の整備を行った。 

また、薬剤師再就職支援事業として再就職支援のあり方について委員会

を設置し、７回開催した。 

併せて、医療材料等を提供する仕組みのあり方について委員会を設置し、

3回開催した。 

更に、医療用麻薬の在庫管理システムを構築して各薬局の在庫の情報共

有を可能とした。 

○県内における薬局に占める薬剤訪問指導を実施している薬局の割合 

（7％（H23年度末） ⇒ 19.9％（H27年度末）） 
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事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 

 医療用麻薬は、卸個々に納品に規制があり、急配が困難である。特に

土日祝日は納品不可という問題がある。現在、薬局間の譲渡が許可制で

可能となっているが、不足時にどの薬局が在庫を保有しているかの確認

に時間を要する。また、医療材料についても患者個々が医療者と同様の

箱単位での購入を余儀なくされている。こういう状況の中、医療機関が

共通して利用できる、24時間対応可能な在宅訪問薬剤師支援センターや

在宅支援拠点薬局の整備及び各種システムの構築は、在宅医療を行う家

庭の金銭的な負担の軽減だけではなく、医療機関での在庫管理の負担軽

減等在宅医療を推進すると考える。 

（２）事業の効率性 

在宅訪問薬剤師支援センターや在宅支援拠点薬局で、在宅医療を行う

者が、必要な時に必要な医療材料を使用できるようになる。また、医療

材料一括購入することで、医療機関のコストが削減され、在庫の無駄も

削減されると考える。 

各薬局の医療用麻薬の在庫状況が共有されることにより、薬局間の譲

渡許可を持ったグループ内でどこに譲渡を依頼すればよいか迅速に判明

するようになり、患者の待ち時間を削減でき、サービスの向上にもつな

がると考えられる。 

その他 平成 26年度：0千円 
平成 27年度：80,896千円 
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事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 
 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 新生児医療担当医確保支援事業 【総事業費】 
11,589千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○人口 10万人対医師数（産婦人科・産科） 
（平成 22年度末：39.6人 ⇒ 全国平均以上） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○２ＮＩＣＵ医療機関に対して補助を実施。 
平成 27年度においては、 
○２ＮＩＣＵ医療機関に対して補助を実施。 
※補助内容 
 ＮＩＣＵにおいて新生児医療に従事する医師に対して、新生児担当医

手当等を支給する医療機関に対する補助。 
①ＮＩＣＵに入院した新生児１人当たり 10,000 円又は②ＮＩＣＵに
入院する新生児を担当する者に対して、医療機関が支給する手当を比

較して、少ない方の額の３分の１が補助額となる。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 ＮＩＣＵ医療機関に対する人件費（ＮＩＣＵ勤務医に対する手当）に

係る補助を実施したことにより、当該医療機関に勤務する新生児科担当

医の処遇改善へとつながった。 
 
（２）事業の効率性 
 県内の限られた医療資源の中で、必要な新生児科医療が提供される体

制構築・維持の一端を担えている。 
 

その他 平成 26年度：6,207千円（2,069千円） 
平成 27年度：5,382千円（1,794千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 産科医確保支援事業 【総事業費】 
230,223千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○人口 10万人対医師数（産婦人科・産科） 
（平成 22年度末：39.6人 ⇒ 全国平均以上） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○２７分娩取扱医療機関に対して補助を実施。 
平成 27年度においては、 
○２６分娩取扱医療機関に対して補助を実施。 
※補助内容 
 医師、助産師等に対して分娩手当を支給する医療機関に対する補助。 
①１分娩あたり 10,000円又は②分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び
助産師に対して、医療機関が支給する手当を比較して、少ない方の額

の３分の１が補助額となる。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 産科医等に対して分娩手当等を支給する分娩取扱医療機関への補助を

実施したことにより、当該医療機関に勤務する産科医等の処遇改善へと

つながった。 
 
（２）事業の効率性 
 県内の限られた医療資源の中で、安心して子どもを産み育てることが

できる体制の構築・維持の一端を担えている。 
 

その他 平成 26年度：113,352千円（37,784千円） 
平成 27年度：115,620千円（38,540千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 産科医等育成支援事業 【総事業費】 
3,000千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○人口 10万人対医師数（産婦人科・産科） 
（平成 22年度末：39.6人 ⇒ 全国平均以上） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○１医療機関に対して補助を実施。 
平成 27年度においては、 
○１医療機関に対して補助を実施。 
※補助内容 
 臨床研修修了後の専門的な研修において、産科・産婦人科を選択する

医師へ研修手当等を支給する医療機関に対する補助。 
①研修医１人１月当たり 50,000円又は②臨床研修修了後、産科・産婦
人科の研修を受けている者に対して、医療機関が支給する手当（研修

医手当等）を比較して、少ない方の額の３分の１が補助額となる。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師に対し

て研修医手当等を支給する医療機関に対して補助を実施したことによ

り、当該医療機関に勤務する産科医の処遇改善、医師養成へとつながっ

た。 
 
（２）事業の効率性 
 県内の限られた医療資源の中で、必要な産科医療が提供される体制構

築・維持の一端を担えている。 
 

その他 平成 26年度：1,200千円（400千円） 
平成 27年度：1,800千円（600千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院群遠隔病理診断体制構築環境整備事業 
 

【総事業費】 
65,153千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○バーチャルスライドシステムの導入施設数 
（ ４（H26.9） ⇒ １２（H28年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○都道府県がん診療連携拠点病院である熊本大学医学部附属病院でバー

チャルスライドシステムの導入契約締結（平成 27年 5月に導入完了）。 
平成 27年度においては、 
○菊池医療圏の熊本再春荘病院、天草医療圏の天草地域医療センターが

バーチャルスライドシステムを導入。独自導入の球磨医療圏の人吉医療

センターを含め、県内導入施設は 8施設となった。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 バーチャルスライドシステムの導入により、より専門性の高い診断

について、複数の病院群の疾患別、臓器別の高い専門性を有する病理

専門医が対応できるネットワーク体制の整備に向けた環境整備が進む

とともに、病理専門医の教育への活用が進んだ。 
（２）事業の効率性 
  基金事業をきっかけとして、平成２７年２月に熊本県がん診療連携

協議会のがん診断部会の下に、国指定及び県指定のがん診療連携拠点

病院の病理専門医及び病理診断に携わる医師の「遠隔病理診断ワーキ

ング会議」が立ち上がり、県内の遠隔病理診断体制整備に向けて環境

整備が進められている。平成２７年度は人吉医療センターが独自に導

入（補助時期よりも早く導入を進めるため）。 
その他 平成28年度は芦北医療圏の１病院の導入補助を予定。 

平成26年度：0千円（0千円） 

平成27年度：65,153千円（28,088千円） 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医科歯科病診連携推進事業（がん診療） 
 

【総事業費】 
4,719千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○歯科医師、医師等の医科歯科連携に係る研修 
  がん診療連携拠点病院等研修 ２回実施 
  歯科医師研修 １回実施 
○がん患者向けパンフレットの作成 
○医科歯科連携登録歯科医師数 
（219人（H26.9） ⇒600人（H30年度末）） 

○医科歯科連携における教育を受けた歯科衛生士数 
  （0人（H26.4） ⇒600人（H30年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○がん診療連携拠点病院等研修を２回実施、歯科医師研修を１回実施 
○がん患者向けパンフレットの作成１万部を作成し、県内医療機関等へ

配布した。 
平成 27年度においては、 
○がん診療連携拠点病院等研修を２回実施、歯科医師研修を２回実施、

歯科衛生士研修を２回実施。また、がん患者やその家族を含む県民に

対してがん診療における医科歯科連携の新聞広報等の啓発を図った。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
H28.3 時点で医科歯科連携登録歯科医師数は連携１（手術全患者を
対象とした歯科治療と口腔ケア）471 人、連携２（手術後がん化学療
法等を受けている患者を対象とした歯科治療と口腔ケア）433 人、連
携３（がん緩和医療における口腔ケア）278 人。基金事業と別途研修
会を実施された。また、県歯科医師会と県内すべての国指定及び県指

定のがん診療連携拠点病院を含む 22 病院が医科歯科連携の個別協定
を締結。協定後の医科から歯科への患者実紹介数も平成 26 年度 747
件、平成 27年度で 947件となり、医科歯科連携が徐々に進んでいる。 
（２）事業の効率性 
  熊本県がん診療連携協議会の相談支援・情報連携部会に県歯科医師

会担当理事が加わるなど、県歯科医師会のリーダーシップの下、県内

の医科歯科連携が効率的に進められた。 
その他 平成 26年度：1,140千円、平成 27年度：3,579千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医科歯科病診連携推進事業（回復期） 【総事業費】 
994千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○回復期における医科歯科病診連携協議会の立ち上げ 
○回復期における医科歯科連携に係る研修 
  回復期病院における口腔リハ歯科衛生士 １回実施 
○歯科を標ぼうしていない回復期病院との連携開始 
  （２病院 ⇒ １１病院） 
○医科歯科連携登録歯科医師数 
（219人（H26.9） ⇒600人（H30年度末）） 

○医科歯科連携における教育を受けた歯科衛生士数 
  （0人（H26.4） ⇒600人（H30年度末）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○回復期医科歯科医療連携協議会 ２回開催 
○人材育成に係る研修 １回開催 
○上記研修を受講した歯科衛生士数 ５０人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   協議会については、歯科医師の他、連携している病院から医師、

歯科衛生士、言語聴覚士等、各専門職種から選任された委員で開催

され、連携病院における訪問診療依頼件数も平成 26 年度で 300 名
を超えており、回復期における医科歯科連携が進んでいると考えら

れる。 
（２）事業の効率性 
   医師、歯科医師だけでなく、言語聴覚士などコメディカルのスタ

ッフも参加することにより、より連携が進みやすくなっている。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 臓器移植コーディネーター養成事業 【総事業費】 
1,631千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○臓器移植に関する照会・情報提供のあった医療機関数 
  （３医療機関（H25年度末） ⇒ 20医療機関（H29年度末）） 
 ※院内コーディネーター設置病院の５割から年１回の情報提供 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○臓器移植コーディネーターとなるために必要な知識や経験を習得する

ためのプログラムの開発 
○臓器移植コーディネーターとして必要な経験を得るため、臓器移植コ

ーディネーター後継者による実地研修等への参加 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
臓器移植に係る県臓器移植コーディネーターは、現在本県に１名しか

おらず、本県の移植医療を円滑に継続していくためには、後任となる臓

器移植コーディネーターの養成を図る必要があり、これまでにその養成

に必要なプログラムの作成を行うなど体制の整備が整い始めた。 
（２）事業の効率性 
 プログラムの作成については、委託先である公益財団法人熊本県移植 
医療推進財団だけでなく、実際に育成を行ったことのある外部の有識者 
の意見も取り入れることで、効率的に作成ができたと考える。 
今後は、このプログラムを使用して、即戦力となりうる臓器移植コー 
ディネーターの養成を行う。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 小児救急医療拠点病院運営事業 【総事業費】 
78,772千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○乳幼児死亡率 
 （０．７３％ ⇒ 全国平均以下（Ｈ２２：０．６３％）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、以下の２か所の医療機関に運営費を補助 
○熊本地域医療センター ３９，３８６千円 
○天草地域医療センター ３９，３８６千円 
○乳幼児死亡率（人口千対） 全国０．５７％、熊本県 ０．６７％ 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 県内各地の休日・夜間の診療体制を見ると、夜間帯における小児の診

療体制が十分でない地域があり、入院を要する小児救急医療を担う、小

児救急医療拠点病院は重要な役割を果たしている。 
  
（２）事業の効率性 
 小児科医療機関が地域に偏在する中、限られた医療資源の中で、必要 

な患者に必要な医療が提供される体制の一端を担えている。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 小児救急電話相談事業 【総事業費】 
9,266千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○乳幼児死亡率 
 （０．７３％ ⇒ 全国平均以下（Ｈ２２：０．６３％）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○３６５日、午後７時から午前０時までの５時間開設 
○相談件数 年間 １０，８２８件（H２５年度 １１，１２１件） 
○乳幼児死亡率（人口千対） 全国０．５７％、熊本県 ０．６７％ 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 子どもの急な病気に対する不安の解消を図るとともに、地域の小児救

急体制の補強と医療機関の機能分化に寄与している。 
 また、子どもを持つ親の不安の解消に繋がっている。 
 
（２）事業の効率性 
 適切な相談対応のできるスキルの高い相談員を複数抱え、相談員が判

断に迷う場合のバックアップ体制（医師や薬剤師等が相談対応）がある

団体に委託できている。 
 
 
 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医療勤務環境改善支援センター事業 【総事業費】 
1,380千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月２１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○医療機関や医療関係者に対して、医療法改正の趣旨、ＰＤＣＡサイク

ルに基づく勤務環境改善の取組み等を周知説明 １５回程度 
○勤務環境改善の取組みを検討する医療関係団体数 
 （０団体 ⇒ ５団体） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○医療機関や医療関係者に対して、医療法改正の趣旨、ＰＤＣＡサイク

ルに基づく勤務環境改善の取組み等を周知説明 １２回 
○勤務環境改善の取組みを検討する医療関係団体数 
 （０団体 ⇒ １団体） 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
   本事業の実施により、熊本県医療勤務環境改善支援センター（以

下、「センター」）を設置することができ、熊本県における勤務環境

改善に取り組む医療機関への総合的・専門的な支援体制を構築する

ことができた。 
（２）事業の効率性 
   センターにおいては、個々の医療機関のニーズに応じた総合的な

支援を行うために、医療労務管理面、医業経営の面からの支援をワ

ンストップで実施する必要があるため、熊本労働局が H26年度当初
から熊本県社会保険労務士会に委託して実施していた医療労務管理

相談コーナーをセンターの開設後は、センター内で実施いただくこ

ととした。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域医療支援センター事業（運営） 【総事業費】 
20,000千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○効率的な地域医療支援システムの確立 
○熊本県医師修学資金貸与医師のキャリア形成支援体制の確立 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○県内の医師不足の状況等を把握するための調査：対象 15 項目 214 病
院 
○医師不足病院に対する診療を支援した病院数：２病院 
○熊本県医師修学資金貸与医師をはじめとする医師のキャリア形成支援

の方向性を検討した回数：理事会３回、評議員会議１回 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
機構での検討により、熊本大学、地域の医療機関、医師会、市町村等

が一体となって、県内の医師確保に向けて「オールくまもと」で検討し

ていくという機運の醸成につながった。 
また、医師修学資金貸与医師等の配置調整のルール化に向けた方向性

が具体的になってきたことで、今後の課題が整理された。 
（２）事業の効率性 
 医師の意向を尊重しつつ、地域で医師が不足する医療機関への配置に

ついて、全県的な視点で検討できるので、効率的な調整が可能である。 
その他 県内の医師不足の状況等を把握するための調査を実施したが、分析は

これからなので、翌年度の事業の実施にあたっては、医療機関の実情を

踏まえながら医師配置調整のルール化に向けた検討を継続して実施す

る。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域医療支援センター事業（女性医師支援事業） 【総事業費】 
2,427千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○女性医師キャリア支援センター運営会議 ２回開催 
○研修会 １回開催 
○県内医療機関に従事する医師数に占める女性医師の割合 
 （平成 24年度医師・歯科医師・薬剤師調査：16.6％ ⇒ 増加） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○女性医師キャリア支援センター運営会議 ２回 
○ 研修会 １回開催 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 妊娠・出産や育児等と仕事の両立で課題を抱えることが多い女性医師

に対して、女性キャリア支援センターを中心に、就労継続に必要な情報

提供や学会参加時の一時保育等を実施することで、離職・休職の防止に

つながった。 
（２）事業の効率性 
 大学病院に隣接する熊本市医師会に委託し、医師会内に女性医師キャ

リア支援センターを設置することにより、利便性の向上につながった。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域医療支援センター事業（地域医療研修連絡調整部会） 【総事業費】 
423千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○地域医療研修調整を行う医師数の増加 
○利用研修先病院数の増加 
 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○地域医療研修調整を行った医師 ４名：３名の増加  
○利用研修先病院 ２病院：１ヶ所増加 
  

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 現在勤務する病院の身分を有しながら研修先病院で地域医療を研修す

るための調整システムを構築することで、より多くの医師が総合診療能

力を身につけ、地域医療に対する理解を深める契機になり、地域医療に

従事する医師の確保に有効である。 
（２）事業の効率性 
 個々の病院で希望者を募集するより、調整部会が窓口となって全体的 
に調整したので、より効率的に実施することができた。 
 

その他  医師の希望により研修先となった病院が２病院に留まったことから、翌年度

の事業の実施にあたっては、医師の研修希望先が増えるよう、対象とな

る病院にプログラムの検証等を促していく。  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域医療支援センター事業 
（熊本県医師修学資金貸与事業） 

【総事業費】 
26,973千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○貸与枠の利用率 100％（上限10名）（アウトプット目標） 
○県内で勤務する医師の確保 年間５名（アウトカム目標） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○貸与枠の利用率 100％（10名に対して貸与） 
○県内で勤務する医師の確保 年間３名 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 知事が指定する病院等で一定期間勤務することで返済免除となる修学

資金を、熊本大学医学部医学科の学生に貸与することで、地域医療を担

う医師の確保につながった。 
 
（２）事業の効率性 
 熊本大学と協力し、ポスター貼付や、全学生に対してメーリングリス

トを利用し募集を実施することで、効率よく学生に周知することができ、

貸与枠の利用率が100％となった。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 女性医師等就労支援事業 【総事業費】 
0千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ○医療機関への補助 １医療機関 
○県内医療機関に従事する医師数に占める女性医師の割合 
 （平成 24年度医師・歯科医師・薬剤師調査：16.6％ ⇒ 増加） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○医療機関への補助 ０医療機関  
※当該事業を予定していた医療機関が、申請を取りやめたため実績がな

かった。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 
 
（２）事業の効率性 
 
 

その他  
 
 

 

  



   

81 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 歯科衛生士リカバリー研修事業 【総事業費】 
2,413千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２７年１月２６日～平成２８年３月１３日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○復職支援のための歯科衛生士向け研修 ２回実施 
○研修受講後、復職した歯科衛生士の数 
（０人 ⇒ ２４０人） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○復職支援のための歯科衛生士向け研修 ２回実施 
平成 27年度においては、 
○復職支援のための歯科衛生士向け研修 ７回実施 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  未就業の歯科衛生士、延べ２９７人に対して復職のための基本的事

項や、専門的な内容についての研修を実施したことで、復職に対して

の動機づけができてきたと考えられる。 
 
（２）事業の効率性 
   歯科医師会と歯科衛生士会、共同で研修内容を調整することで、そ

れぞれの立場から必要な研修内容を提案し、より魅力的な研修内容と

することができたと思われる。 
 

その他  １、２回の研修だけでは復職につながりにくいため、長期的に研修を

継続していく必要があると考えられる。 
平成 26年度： 812千円 
平成 27年度：1,601千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 新人看護職員研修支援事業 【総事業費】 
232,467千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○研修実施医療機関数 ５５ケ所 
○看護職員の離職率 
（８．９０％ ⇒ ７．９０％） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○５６ケ所で研修実施 
○看護職の離職率 不明 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
新人看護職員研修費を助成することにより、各病院での新人看護職

員研修実施につながり、組織で新人看護職員を育成する体制が整い新

人看護職員の離職防止に寄与している。 
 
（２）事業の効率性 

県内病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業を一括して説明会

を行ったことにより、事業や制度の周知が図られ、平成２６年度新た

に申請した補助医療機関数が７ケ所あった。 
 

その他 基金活用額：32,819千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護教員等養成・研修事業 【総事業費】 
3,053千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○看護教員継続教育研修会 年５回開催 
○実習指導者講習会 年１回開催 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○看護教員、実習指導者を対象とした研修会を５回開催し、延べ２８９

名の受講有り 
○実習指導者講習会を１回開催し、５５名の受講有り 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
看護教員等の看護教育に従事する者が、定期的及び継続的に研修を

受講することで、看護教育実践能力の向上が図られたと考える。 
また、実習施設における実習指導員を養成したことで、実習指導の

充実が図られた。 
（２）事業の効率性 
研修テーマを設定し経年的に実施することで、受講者単独の質を上

げるだけではなく、所属内に複数の受講者を養成することができ、所

属全体の質向上にも影響を及ぼしたと思われる。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院内保育所運営事業 【総事業費】 
409,267千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助医療機関数 ２２か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○補助医療機関数 ２２か所 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  病院内保育所の運営を支援することにより、子どもを持つ医療従事

者の確保・定着が推進できた。 
（２）事業の効率性 

   県内病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業を一括して説明会

を行ったことにより、事業や制度の周知が図られ、補助医療機関数が

増加した。（H25：14ヶ所→H26：22ヶ所） 
その他 基金活用額：67,531千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院内保育所運営事業（拡充分） 【総事業費】 
163,488千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助医療機関数 ４か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○補助医療機関数 ４か所 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  新たに公的病院（国立病院機構等）の病院内保育所の運営を支援す

ることにより、子どもを持つ医療従事者の確保・定着が推進できた。 
（２）事業の効率性 
  公的病院は規模の大きな病院が多く、補助をすることにより、支援

対象となる医療従事者数も多く、効率性は高い。また、今回補助を受

けられるようになったことから、施設を増築し定員を増やしたり、新

たに病児等保育を実施したりするようになった病院もあり、より職員

のニーズに対応できるようになった。今後は、地域の連携病院の職員

の児童の受入れ促進も期待できるところ。 
その他 基金活用額：14,089千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護師養成所等運営費補助事業 【総事業費】 
162,855千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助養成課程数 １３課程 
○県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 
 （５２．７％（H24年度） ⇒ ５８．０％（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○補助養成課程数 １３課程 
○県内の看護師等学校養成所卒業者の県内就業率 ５７．１％ 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  県内の看護師等養成所の運営を支援することにより、教育の質の充

実を図るとともに、質の高い看護職員を養成する。 
（２）事業の効率性 
平成２６年度より、県内就業率に応じた調整率を新たに導入したこ

とにより、養成所の運営を支援するだけでなく、新卒学生の県内就業

の促進を図ることとした。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 就労環境改善支援事業 【総事業費】 
2,290千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助医療機関 ３か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○補助医療機関 １か所 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 
平成 27年度は事業実施せず 
※事業実施に向けて取り組んできたが、内示後では十分な事業期間を確

保することが出来なかったため、事業執行せず。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  県内医療機関の就労環境改善を支援することにより、補助医療機関

においては、夜勤専従職員制度と短時間正職員制度を導入し、２名の

職員を確保できた。 
（２）事業の効率性 

   なかなか周知が難しい事業であるが、県内病院・診療所を対象に、

看護関係の補助事業を一括して説明会を行ったことにより、事業の趣

旨の説明ができた。 
その他 平成 26年度：2,290千円 

平成 27年度：  0千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護師勤務環境改善施設整備事業 【総事業費】 
45,921千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助医療機関 ２か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成26、27年度においては、 
○補助医療機関 １か所 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  看護師の勤務環境改善のための施設整備を支援することにより、看

護師が働きやすい合理的な病棟づくりが促進された。 
（２）事業の効率性 

   これまで本県ではほとんど利用が無かった補助事業であるが、県内

病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業を一括して説明会を行い、

周知を図ったことにより、今回１３年ぶりに本事業の活用があった。 
その他 平成 26年度：0千円 

平成 27年度：45,921千円（15,307千円） 
※括弧内は基金ベースの執行額 
※H26年度実施予定の45,921千円は全額H27年度へ繰越 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 ナースセンター事業 【総事業費】 
14,021千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○出張相談窓口設置数 １０か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○出張相談窓口設置に向けて関係機関との協議を実施 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
無料職業紹介事業による看護職員の就業支援を実施することによ

り再就業の促進につながった。また、来所、電話及びメール等による

就労相談を実施し離職防止及び再就業促進につながった。 
出張相談窓口開設について、熊本労働局及び関係ハローワークと協

議を行い平成２７年度からの開設に向け調整できた。 
 
（２）事業の効率性 

ハローワークとの連携による就業相談及び就業支援を行うことに

より、より多くの求職者への対応が可能となった。 
 

その他 平成２７年１０月から施行される離職看護職員の届出制度への対応に向

けて、平成２７年度に準備及び周知を図る必要がある。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護師等修学資金貸与事業 【総事業費】 
35,932千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○養成所就学者への貸与者数 １２０名 
○養成所卒業者の県内定着率 
 （５２．７％（H24年度） ⇒ ５８．０％（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○養成所就学者への貸与者数 １１８名 
○養成所卒業者の県内定着率 不明 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
養成所就学者には、ひとり親世帯や就業しながら修学する等経済的

な理由を抱える生徒も多い、修学資金を貸与することにより学業に専

念できた結果、中途退学者が発生しなかった。 
（２）事業の効率性 

早期に周知し希望者を募った結果、僅かながら希望者が増え、今ま

で申し込みがなかった養成所の生徒からの申し込みがあった。 
 

その他 年々希望者が増加していく中で、予算の都合により選考しているが、需

要にこたえるため予算の拡充が望まれる。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 准看護師キャリアアップ支援事業 【総事業費】 
16,919千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○准看護師への奨学金貸与 ４０名 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○准看護師への奨学金貸与 ２８名 
○対象医療機関数 １４ケ所 
○看護職員の離職率 不明 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
現職看護職員へのアンケートで「キャリアアップ体制の充実」の要

望が多く、本事業により、その要望に応え、看護職員の確保、定着を

推進するとともに、看護の質の向上に寄与することができた。 
 
（２）事業の効率性 

県内病院・診療所を対象に、看護関係の補助事業を一括して説明会

を行ったことにより、事業や制度の周知が図られ、平成２６年度新た

に申請した補助医療機関数が９ケ所あった。また、奨学金貸与者も５

名増加した。 
 

その他 ※基金活用額：8,287千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 就労サポート事業 【総事業費】 
594千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○看護師等学校養成所と医療機関等との交流会 ２回実施 
○学校養成所卒業者の県内定着率 
 （５２．７％（H24年度） ⇒ ５８．０％（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○県内の看護師等学校養成所の教職員と医療機関、訪問看護ステーショ

ン等の職員との交流会を２回開催し、７２施設（延べ）、１２７名（延

べ）の参加があった。 
〇学校養成所卒業者の県内定着率  不明 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  交流会にて、学校養成所と求人側の医療機関等との連携が図られる

ことで、互いに必要な情報を得ることができ、学生への有効な情報提

供と効果的な求人活動が促進されることが期待できる。 
（２）事業の効率性 
交流会の開催を広域単位に分けて実施することで、地域全体で看護

学生への就業アプローチの必要性を共有することができた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院内保育所初度設備整備事業 【総事業費】 
2,169千円 

事業の対象

となる区域 
熊本県全体 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○補助医療機関 １か所 
○看護職員の離職率 
 （８．９％（H23年度） ⇒ ７．９％（H29年度）） 
○看護職員の県内再就業者数 
 （３５２人（H23年度） ⇒ ５３０人（H29年度）） 

事業の達成

状況 
平成 26年度においては、 
○補助医療機関 １か所 
○看護職員の離職率 不明 
○看護職員の県内再就業者数 ３３９人 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  病院内保育所の立ち上げを支援するため、施設整備事業の対象とな

らない初度設備整備に対し補助することにより、平成２６年度におい

ては１ヶ所の新設があった。 
（２）事業の効率性 
  本事業は、平成２５年度～２７年度の３年間で、病院内保育所の立

ち上げを県として集中的に支援することを目的としている。この結

果、平成２５年度及び２６年度の２ヵ年で、４ヶ所の病院内保育所が

新たに設置された。 
その他 基金活用額：666千円 

 
 

 

 


